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（午前９時30分 開議） 

○議長（小林 弘君）皆さま、おはようござ

います。 

 ただ今の出席議員数は16人で定足数に達し

ております。 

                     

○議長（小林 弘君）これより本日の会議を

開きます。 

                     

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（小林 弘君）これより日程に入り、

日程第１ 会議録署名議員の指名 を行いま

す。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第88条

の規定により、議長において、10番 土井君、

18番 岡君の２人を指名いたします。 

                     

 日程第２ 一般質問 

○議長（小林 弘君）日程第２ 一般質問を

行います。 

 順番７、12番 堀内君。 

〔12番（堀内和久君）登壇〕 

○12番（堀内和久君）おはようございます。 

 長いこと一般質問をさせていただいている

んですけど、意外と朝一番というのはなかな

かなくて、緊張します。おなかが痛いです。

一般質問をするたびに緊張して、市民の意見

を議場に上げて当局にかなえていただく。こ

のストーリーを一生懸命描くんですけど、な

かなか伝わらないこととか、歯車のかみ違い

というのがやっぱり実在しております。説明

の仕方が悪いのか、それともやはり市のスタ

ンスに合ってないのか、それは民主主義にお

いていろんなことを、予算もありますし、国

の予算も取ってくる、調査する、研究する、

いろんなことを、当局の人はやっぱり偉い、

すごいと思います。やっていただけるだけの

能力はあると思います。あと何が足りないか

というのは、こちらの本気度、質問者の本気

度、熱意なのかなと僕は信じとるんですけど

も、見えない何かが存在するのかなと。そう

いった区別、差別されとるとかそういう意味

ではないんですけども、こうしたいんだとい

うこととこうなってほしいという形がなかな

かかみ合わない。かみ合うように努力するた

めには当局が合わせばええのか、私ら議員が

もっと寄り添うていくのか。でも、それでは

落としどころになってしまう。せっかくやる

んだったらいいものをつくろうよって。 

 昨日感銘したのが教育長の答弁でした。勝

手に僕が思っているだけなんで、そういうつ

もりで言ったんではないと思うんですけども、

大きく夢を描いて、こんな図書館にしていき

たい、10番議員の質問やったと思うんですけ

ども、やっぱり大きな夢を描かんとそれなり

のものはできない。器の大きい教育長の心を
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見たような気がします。 

 いつもうちの地元、最寄り駅が紀伊清水な

んですけども、紀伊清水の近くに議会をすご

くユーチューブを見てくれてて、熱烈に全て

の議員の調査をしてくれている、意見、コメ

ントをくれるおじちゃんがおるんですけども、

その方は市当局でいうと財政課長の大ファン

でありまして、この方がいずれ副市長になる

頃には橋本市はすごいよくなっているであろ

うと、いつも僕に言うんです。そんな人が今

日はユーチューブを見てくれていると思って

緊張して、最後の一般質問にならないように

頑張らせていただきたいと思います。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 それでは、朗読をもって、議長のお許しを

頂きましたので、壇上から質問をさせていた

だきます。大きく三つございます。 

 一つ目。児童手当受給の在り方について。 

 過去最少の出生数となり、異次元の少子化

対策という言葉をよく耳にします。ご存じの

とおり三つの児童手当拡充の中で、児童手当

など経済的支援の強化について本市の見解は。

また、現在の状況をどれぐらい把握している

のか。 

 二つ目。市道神野々伏原南線の修繕につい

てでございます。 

 市道の名前より分かりやすいのが紀和病院

の前のほうの道というふうにイメージいただ

いたらいいと思います。市道神野々伏原南線

は市内の中でも交通量が多いだけではなく、

医療、福祉の施設があり、緊急時に救急車が

出入りし、最近では民間救急車も幅広く活躍

して地域の支えとも言えるのではないかと思

います。老朽化してきたこの市道修繕をお願

いしたいのですが、見解をお伺いいたします。 

 三つ目。橋本市の５年10年先のビジョンに

ついて。 

 前回で橋を架ける夢のビジョンを提案しま

したが、かみ合うことはありませんでした。

行政とは、夢よりも地に足をつけてというこ

とを強く信念に持っておられるような気がい

たしました。そこで伺います。５年10年先を

どのように描いているのか。地に足をつけて

の今までの成果と、今後の仮に夢があるんで

あれば計画を教えてください。 

 以上、壇上からです。明確な答弁よろしく

お願いします。 

○議長（小林 弘君）12番 堀内君の質問項

目１、児童手当受給の在り方に対する答弁を

求めます。 

 健康福祉部長。 

〔健康福祉部長（久保雅裕君）登壇〕 

○健康福祉部長（久保雅裕君）おはようござ

います。 

 児童手当受給の在り方についてお答えしま

す。 

 2023年の年頭、政府は過去最少の出生率に

対する手だてとして、従来とは次元の異なる

少子化対策に取り組むことを表明し、その対

策の中で児童手当を中心とした経済的支援を

強化の第一に掲げています。 

 この児童手当の拡充においては、現在、一

つ目、所得制限の撤廃、二つ目、支給対象年

齢を18歳までに引き上げる、三つ目、多子世

帯に対する第２子以降への支給額の増額など、

与野党双方から提案が出されており、今後の

焦点となっています。 

 現行の児童手当は、所得制限を設けた上で、

中学生までの子どもがいる世帯に、子ども１

人につき３歳未満には月額１万5,000円、３歳

以上から中学生までは月額１万円、ただし、

第３子以降は１万5,000円が支給されます。ま

た、所得制限を超えている場合は、主たる生

計維持者の年収が960万円相当から1,200万円

相当までの世帯には、特例給付として月額

5,000円が支給されます。 
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 今回、国で議論されている所得制限撤廃が

決定すると、特例給付受給者への支給額の引

上げや、年収が1,200万円相当以上の世帯への

支援のみ拡充され、一定所得以上世帯への充

実策にとどまることとなります。 

 本市の見解としましては、全ての子育て世

帯への経済的支援を望むため、根本的な少子

化対策に向かうには、所得制限の撤廃だけで

はなく対象年齢の引上げや第２子以降への手

当増額を併せて実施することはより効果的で

かつ重要と考えます。 

 児童手当の財源は、国・県からの交付金が

大きく占めており、本市では国から示される

方針に基づく給付となりますが、児童手当の

拡充だけではなく、幅広い分野にわたり、か

つてない少子化対策の打ち出しに期待すると

ころです。 

 現在の状況については、この３月末をめど

に児童手当の拡充など少子化対策の強化に向

けた具体策のたたき台が取りまとめられ、４

月に発足するこども家庭庁のさらなる検討後、

６月に子ども予算倍増に向けた大枠が示され

ることを把握しているところです。 

○議長（小林 弘君）12番 堀内君、再質問

ありますか。 

 12番 堀内君。 

○12番（堀内和久君）順を追って説明させて

いただきます。聞きたいことと答弁とはあま

りかみ合っているようには思わないんですけ

れども、そこは今からの再質問のフリートー

クで、部長とええ答弁をしていただければ結

構でございます。 

 前に18番議員、僕の先輩議員が質問してい

た権利の話ですね。所得制限撤廃はというの

で市の単費というか市のお金というのはすご

く渋っていて、なかなか国の情勢がどうのと

いうような答弁やったと思うんですけど、国

の情勢はこっちを向いていますね。というこ

とは、18番議員の質問がおうとったというこ

とですね。そちらの答弁はどうやったんやろ

うというのはまた後日やっていただけたらと

思います。やっぱりうちの先輩はすごいなと

思いました。 

 僕もそれに続くんですけど、今回この一つ

目、この予算ですね、国の予算というのは、

これは部長、子どものお金ですか。それとも、

子育てをしている支援ということは親のお金

ですか。どっちやと思っていますか。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）ただ今のご質

問にお答えします。 

 児童手当は子ども・子育て支援の適切な実

施を図り、児童の健やかな成長に資するもの

となっており、受給者は保護者となっており

ますけれども、子どものために使っていただ

くための支給する手当ということで、本市も

国の考え方と同じくそのように考えていると

ころです。 

○議長（小林 弘君）12番 堀内君。 

○12番（堀内和久君）もう一回聞きます。ど

っちのお金ですか、どう思いますかって。子

どものために親が使うお金というふうに答え

とるんですか。もう一回お願いします。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）子どものため

のお金というふうに考えています。 

○議長（小林 弘君）12番 堀内君。 

○12番（堀内和久君）ありがとうございます。

当然、生まれたての子どもにお金を渡しても

使い方は分からんので、管理するのは親とい

うのは分かっております。子どものためのお

金やと思います。子どもが成長するためのお

金やと思います。 

 過去最少の出生率で、国の施策の強化の解

釈と分配の支援というのを熟知してくれてい

るというのはよく分かりました。こども家庭
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庁の予算増加で期待を把握しているのも分か

りました。私が問いたいのは、この子どもた

ちの予算を子どもに渡すわけではございませ

ん、先ほども申し上げたとおり。担当課に問

うたけども、この予算の在り方というのは説

明はなされませんでした。僕は何を言ってい

るのかよく分からなかった。このお金の分配

方法の定義、ここについて教えてください。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）支給につきま

しては、児童手当法というのがありまして、

本市においてもその取扱いに準じているとこ

ろです。その手当については、子どもの健全

な成長に資する目的で使われると私どもも信

じております。子どもを看護、監督保護する

主たるの生計者への支給事務をそれに基づい

て行っていますが、最終的にどのように使わ

れているか、そこについては本市のほうでは

調査や把握はできていません。窓口で来られ

た方のいろんな意見を聞きますと、子どもの

ために学資保険や貯金にしているよという話

は聞かせていただいていますので、そういう

お言葉を聞くと、担当者のほうも心から応援

したいというふうに考えておるところです。 

○議長（小林 弘君）12番 堀内君。 

○12番（堀内和久君）直球でもう一回伺いま

す。今、主たる人というお言葉が出たんです

けど、要はお父さん、お母さんがおって、子

どもさんのために１万5,000円支給されまし

た。受け取りは、主たる人というのは誰にな

るのか。どんな定義なのか。これをお伺いし

ております。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）主たる生計者

というところでいいますと、児童手当法のと

ころによりますと、本市もそれに倣っている

わけでございますけれども、主たる生計者、

いわゆる夫婦間では所得の高い人を指してお

ります。所得の高い方が児童手当を受給する

権利の方になります。 

○議長（小林 弘君）12番 堀内君。 

○12番（堀内和久君）今回の一般質問のテー

マ、僕が聞きたいのはここなんですね。行政

側の手続きでいうと、世帯主、所得の高い人、

渡しやすいから円滑にいくというのは行政側

の意見です。しかし、これを使うのというの

は、今は男女平等参画って言われていますけ

ども、子どもが小さければ小さいほど、母親

のほうがやっぱり主たる主になると思うんで

す。実際、私の取り巻きの市民の中でもやっ

ぱりこの手当というのは、別にお父さんが取

ってしまって渡してくれへんと、そういうこ

とを言うとるんではないんですよ。昔みたい

にお父ちゃんが外へ仕事に行って、月給をお

母さんに渡して、私の小遣いは３万やって、

昔ながらのサラリーマンの形であるんであれ

ば、その方程式、定義というのは円滑に使わ

れとるというふうな解釈をします。しかし、

多様化してくる中で、どっちが財布を握っと

る家族かとか、こういうのを選択するように

できないかというのが一つの提案、その１で

す。 

 二つ目は、全てが全て円満ではなくて、世

の中には３組に１組、離婚しているというと

ころもあるし、離婚一歩手前というと別居で

あったり、ちょっと気まずい雰囲気であった

り、例えばＤＶとかそういうので受けて逃げ

とるとか、こういうのは行政が守っていかな

あかんことやさかいに、そういうときはまだ

籍はつながっとるんです。手当はお父ちゃん

に行くんです。僕が今回質問をしとるのはそ

こなんですよ。それについてはいかがですか。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）ただ今のご質

問にお答えします。 

 まず、児童手当を父親、母親選択制にして
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はどうかというご提案ですけれども、こちら

のほうは児童手当法の中で明らかに所得の高

い人が受給権者というふうになっております。

議員の提案されている分については非常によ

く分かるところでございますけれども、あく

まで我々は法にのっとって事務を進めていく

ところで、柔軟な対応をしたいところではご

ざいますけれども、そういった法の縛りがあ

りますので、所得の高い方にお渡ししていま

す。 

 また、夫婦のいろんな関係が悪化してＤＶ

とか、離婚を前提にされているとか、単なる

不仲で別居しているとかといういろんなパタ

ーンがございます。そういった方に支援を差

し伸べるという部分につきましては、個別の

相談をしていただいて一定の条件がありまし

たら、うちのほうも速やかに子どもを監護し

ている保護者さまのほうにお渡しするような

手続きをさせていただきますので、できるだ

け相談のほうで対応したいと思っています。 

○議長（小林 弘君）12番 堀内君。 

○12番（堀内和久君）多様な対応をできると

いうことは、相談に来てくれたら考えて、子

どもを育てるためのお金の色を優先してくれ

るようにしてくれるよというふうに今、答弁

は聞こえるんやけど、さっき言うていた法の

縛りに基づいて私らはせなあかんという、こ

こがちょっと矛盾するんですね。じゃ、逆に、

ＤＶでしんどい思いしとる人、助けたらなあ

かん人、そういう人が子どもを連れて家を出

ました。独り暮らしをしました。母子になり

ました。そんなときはその人たちを守ったら

なあかんという法律は、どっちの法律が上な

んですか、市は。答えてください。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）国からの通知

にもございます。単なる不仲ではそういった

柔軟な対応はできませんけれども、ＤＶや離

婚を前提として別居されている場合は、例え

ばＤＶの場合ですと児童相談所のほうの証明

があればできますし、離婚を前提にいるので

あれば、父母同居の優先というのがございま

すので、そういったところを適用させていた

だいて、事実確認を一定させていただいた上

で柔軟な対応を取らさせていただきます。当

然、相手方にも通知する必要がございますの

で、その辺の関係はありますけれども、ＤＶ

や離婚を前提の証明というか判断ができれば、

相手方のほうに、今で事例でいうと奥さまの

ほうにお渡しできるというふうになっていま

す。 

○議長（小林 弘君）12番 堀内君。 

○12番（堀内和久君）家庭の事情なんで踏み

込んでなかなか調査できないのも分かります。

デリケートな部分です。今回これをきっかけ

にもうちょっと目を光らしてくれれば、別居

しててもまた円満に復縁するというパターン

もしかり、でもやっぱり別居してて、別居期

間が３か月、半年で離婚するとは限りません

よね。５年、10年別居するという可能性も十

分あり得るんですね。だから、その辺の精査

というのをしっかり見ておいてほしいと。全

てが男女平等なんで、お父さん側についてい

くというのも十分あり得ると思います。所得

の高いほうについていくのも現在存在します。

でも、それは所得が高いからついていくんじ

ゃなくて、やっぱり選択、家族の中の子ども

の選択であると。子どものためのお金である

という気持ちを持ってくれているんであれば、

その子どもを預かっている、育てている親に

渡すべきであるという気持ちを持っていただ

きたいと思います。答弁ください。 

 以上で終わります。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）堀内議員の思

いというのは、私どもも同じ方向を向いてお
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ります。全ての世帯を逐次ご相談させていた

だくことが今できませんけれども、そういう

状況になれば、こども課のほうに恐らく相談

があると思います。その際は、本市において

も寄り添った形で相手の意見をよく聞き、適

切な対応を取っていきたいというふうに思っ

ています。 

○議長（小林 弘君）次に、質問項目２、市

道神野々伏原南線の修繕に対する答弁を求め

ます。 

 建設部長。 

〔建設部長（西前克彦君）登壇〕 

○建設部長（西前克彦君）おはようございま

す。 

 市道神野々伏原南線の修繕についてお答え

します。 

 本路線は神野々地区の南部に位置し、高野

口町伏原区より神野々区を通り県道高野橋本

線につながる道路として平成元年12月22日に

市道認定し、隣接には医療法人南労会紀和病

院もあることから、利用者や緊急車両の通行

が多い道路となっています。また、紀和病院

は和歌山県広域受援計画における災害支援病

院に位置付けられていることから、国道24号

より市道神野々南部線を経由し紀和病院まで

の間が緊急輸送道路に指定されており、その

一部である当該市道は重要な道路です。 

 現状として、本路線のうち市道神野々南部

線との交差点より東側の一部区間については、

舗装の劣化が進んでいる箇所が見受けられ、

また排水路の問題により降雨時に雨水がたま

り通行に支障があることは認識しています。 

 当該市道は市民生活及び災害時には重要な

道路として機能すべく対策を講じる必要があ

ると考えますが、雨水対策として排水計画の

検討が必要となり、計画内容によっては近隣

土地所有者等の協力も必要となることから、

改善に向け関係者と協議を行いながら早急に

取り組んでまいりたいと思いますので、ご理

解のほどよろしくお願いします。 

○議長（小林 弘君）12番 堀内君、再質問

ありますか。 

 12番 堀内君。 

○12番（堀内和久君）建設部長、どうもあり

がとうございます。質問のテーマを出したと

きより答弁が優れているので、すごく再質問

をしにくいんですけど、前向きに考えておる

んでもうやってくれるやろうと思うんですけ

ど、そこで、もう一個踏み込んで厚かましい

ことを聞くんですけど、完全に市道認定され

て大きな役割がある道やって答弁してもらっ

とるんですけど、じゃ、具体的にいつぐらい

に関係と協議してどうのこうのあるんですけ

ど、早ければ完成はいつぐらいと思って前向

きに検討していただくつもりなんですか。 

○議長（小林 弘君）建設部長。 

○建設部長（西前克彦君）早ければいつぐら

いということですが、舗装だけの修繕であれ

ば早急に対応というのも可能やと思うんです

けど、現場を見ますと排水路の整備も必要で

はないかと思いますので、まずその計画を立

てて、計画の内容によっては隣接の方の調整

とかも必要と思いますので、早急に現場状況

の調査を行った上で地元調整がつけば順次着

手していきたいと、そのように考えておりま

す。 

○議長（小林 弘君）12番 堀内君。 

○12番（堀内和久君）至急お願いします。道

路の重要性という観点で、せっかくなので消

防長、すいません。突然で申し訳ないですけ

ど、救急車のよく入る道、出入りする道とい

うことで、この道というのは正直、救急車と

いうのはどんな感じなんですか。前に市民病

院でもありましたけども、僕は前を通るとが

たがたで具合が悪い道やと思って今回質問を

しとるんですけど、そういった変革とか思い
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とか、気づいたことがあれば教えてください。 

○議長（小林 弘君）消防長。 

○消防長（山本賢児君）おはようございます。

議員の質問にお答えします。 

 主に救急の面から考えますと、紀和病院は

救急指定病院でございます。そのことによっ

て救急の受入れと、それから紀和病院から出

発する転院搬送などを含めますと、昨年１年

間で500件を超えています。毎日１回から２回

はあの道路を利用しているということになり

ます。救急車に特にけが人や病人が乗ってい

るときには、道路の状態によって、一旦止ま

って徐行して、段差なりを乗り越えてという

のを繰り返ししなければならないときもあり

ます。救急搬送の面から見ても、舗装等の修

繕をお願いできればと考えております。 

 以上です。 

○議長（小林 弘君）12番 堀内君。 

○12番（堀内和久君）ありがとうございます。

そういった思いがあるということで。救急車

というのは信号が赤であろうとサイレンを鳴

らして、急いでいるから走るんです。道路が

がたがたやさかいにゆっくり行かなあかんと

いうのはちょっと寂しいかなと。市民病院の、

初芝橋本中学校高等学校とその前の道路もぼ

こぼこになってしまって、トレーラーが通る

から、市民の税金で直したでしょう、市道や

から、多分。市道かどうかちょっと覚えてな

い。それは市長の決断においてすばらしいこ

とやと思うんです。じゃ、ここもでしょうと

いう話なんです。ほとんどが紀和病院で、利

用者さんとか患者さんとか、そこで働く人た

ちとか、ほとんどがそれに準じる人たちがそ

こを通るんですわ。だから、やっぱり排水の

計画とかも必要やと思うんですけども、いつ

頃気づいとったんよって。悪いってもっと早

くから知っとったでしょうとか、ほかの道路

を直すんやったらここが一番でしょうという

ような話は今回しませんので、建設部長、在

籍中に必ずやり遂げていただきたいことを強

く要望いたしまして、二つ目の質問を終わら

せていただきます。 

○議長（小林 弘君）次に、質問項目３、橋

本市の５年10年先のビジョンに対する答弁を

求めます。 

 総合政策部長。 

〔総合政策部長（土井加奈子君）登壇〕 

○総合政策部長（土井加奈子君）橋本市の５

年10年先のビジョンについてお答えします。 

 市では、硬直化する財政構造からの脱却の

ため、平成28年度からの５年間の期間におい

て財政健全化計画を策定し、歳入の確保と歳

出の削減に係る具体的な取組目標額を定め、

健全化に取り組んだ結果、目標を上回る効果

を上げることができました。 

 健全化の期間中においても、学校給食セン

ターや学文路地区公民館、小・中学校空調設

備、たんぽぽ園や杉村やすらぎ広場整備等の

ハード事業をはじめ、子育て世代包括支援セ

ンターの開設や共育コミュニティ活動の推進、

生活支援体制整備事業として第２層協議体の

設立など、ソフト事業においても「住み慣れ

た地域で子どもから高齢者まで地域全体で支

え合いながら安心・安全な生活を送れるまち

をめざす」協働の理念につながる取組を進め

ることができたと考えています。 

 これらは地に足をつけて取り組んだ具体的

な成果と言えます。 

 今後の計画につきましても、令和５年度か

らの第二次橋本市長期総合計画後期基本計画

に基づき、効果的に事業を展開してまいりた

いと考えていますので、ご理解、ご協力のほ

どよろしくお願いします。 

○議長（小林 弘君）12番 堀内君、再質問

ありますか。 

 12番 堀内君。 
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○12番（堀内和久君）ありがとうございます。

予定どおり、総合政策部長に20分程度、市長

に５分程度残す時間ができました。ほかの部

長、ありがとうございます。 

 前回の私の突拍子もない提案やってよく言

われたんですけど、私の中では地に足をつけ

た橋本市、紀の川の流れるところの夢のビジ

ョンを語ったんです。別に調査研究をすると

か、答弁で約束は頂いてないですけども、全

議員が、例えば大学誘致であったり夢を語っ

たときに、調査研究というのは実は隠れてし

てくれとるんかなとか、たまに僕は期待する

ところがあるんです。私の前回の一般質問で、

今回パート２にしなかったというのはテーマ

を変えたかったからなんです。ちなみに、前

回の質問で建設部長が60億円ぐらいどうのこ

うのという話をしたと思うんですけど、負担

割合とか、どんなところが関係するかとか、

調査研究というのは、ちなみになんですけど、

義務じゃないんですけど、してくれていまし

たか。 

○議長（小林 弘君）総合政策部長。 

○総合政策部長（土井加奈子君）12月の議会

の答弁において事業化の構想はないというふ

うに答弁させていただいたところなんですけ

れども、その際に恋野橋を参考にして試算で

大まか推測で、建設部長のほうから40億円を

超えるような試算ということで金額のほうを

言わせていただいたかと思うんですけれども、

事業化の構想がないというところから、それ

以降は試算をしていませんで、おのずから起

債や補助金についても検討は今のところは調

査してございません。 

○議長（小林 弘君）12番 堀内君。 

○12番（堀内和久君）そこが橋本市の寂しい

ところなんですよ。ほかの議員がいろんなと

ころを調査研究して、こんなんどうですかと

いういろんな質問、提案型、突っ込んでしま

うこともあるけども、今回みたいに割と絵本

の話であったりとか、夢を描いたような話を

提案したときに、結局歯車がかみ合いそうや

ったら、それぐらいやったらやったれるなと

いうところしか聞く耳を持たん行政じゃない

ですか。客観的に見てしまうんですね。でも、

調査したらできるかもしれへんとか、我々全

否定を食らっても何年後かに知らん間にやっ

とったりとか、これ、実在しとるんです。時

代の流れというんかな。５年、10年で歴史背

景って変わるような時代になってきとるんで

すわ、５Ｇと言うだけあって。 

 僕が言いたいのは、この夢の提案に対して、

堀内の提案は橋本市のそりにおうてないな。

これは大いに結構です。でもこれ、40億円が

価格高騰とか今賃上げとか、60億円程度とい

う数字を言うたと思うんですけど、仮に負担

割合が１割しか橋本市の負担がないと思った

ら、どう考えますか。だから調査研究してほ

しいんですよ。60億円の物事に国で国費が半

分ついて、民間に半分仮に持ってもらって、

南海がいけるやろう、いけれへんやろうって、

それは我々が決めることと違いますやん。企

業誘致と一緒で夢の提案を持っていって、乗

ってくれたらついて行かなあかんのは市のほ

うと違うんかなとかちょっと思うんです。 

 だから、もっと夢を語りましょうよって。

使わずじまいの図面を持ちましょうよって。

九度山町、高野町みたいにって。ほんならこ

れだけ優秀な職員がおるんやから、ある日突

然どこかでかみ合うかもわからへん。この間

こんなことを言うとったなって、組み合わせ

てくれるのが副市長の仕事やと思うんですよ。

割と副市長はドライで優秀なイメージやけど、

意外と夢を語ったら熱い人やと信じとるんで

すよ。前の副市長もそうですわ。 

 だから、そういったことを踏まえて次から

聞いていくんですけど、やっぱり平木市長と
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いえば２期目から、次３期目の今回付託を受

けとるので、僕がやっぱり一番評価をしとる

のは財政健全化ですね。今の副市長と市長の

タッグというか、一番ええ形やと思います。

やりたいことを辛抱して、借金やから、借金

に借金を重ねてクリアしていく形もあったの

かなと思います。でも、５年、10年後、橋本

市を見据えたときに、ここでやりたいことを

辛抱しても３期目迎えれるかどうかもわから

んけども、ここで健全化しとかんとあかんと

いうこの決断、政治的決断があるから僕、３

期目は支持したつもりなんです、勝手に。だ

から、その分というのは評価されるべきやと

思う。ただ、やっぱり思った以上の成果があ

ったという答弁については、職員の給料をカ

ットしてくれたからという、金に色がついた

らそう感じるんですね。だから、ある意味チ

ーム橋本で頑張らざるを得なかった、頑張っ

てくれたというふうに評価をしています。 

 そもそも地に足をつけてというふうによく

言われますけど、地に足がついとったら財政

健全化計画なんか起こらんでしょうという話

なんですよ。今の部長、副市長が悪いんと違

うんですけどね。過去に対してけんかを売る

ような答弁になるかもわかれへんけど、そう

思いませんか。お答えください。 

○議長（小林 弘君）総合政策部長。 

○総合政策部長（土井加奈子君）この財政健

全化、平成28年から５年間続けてきたんです

けれども、これはまずは平成23年度から基金

を取り崩した財政運営が続いておりまして、

このままでいくと平成31年度までに基金が枯

渇して赤字団体あるいは早期健全化団体とな

る見込みとなったために、健全化計画を策定

するというふうに至った次第でございます。 

○議長（小林 弘君）12番 堀内君。 

○12番（堀内和久君）内容の答弁はそれでい

いんですけど、そういうのを地に足をつけて

なかったと言うんと違うんですかと聞いとる

んです。 

○議長（小林 弘君）総合政策部長。 

○総合政策部長（土井加奈子君）これにはや

はり、合併後の新市まちづくりに対してかな

り費用がかかったというところだと思います。

市町村の合併後に、有利な地方債である合併

特例債を活用した事業として新市まちづくり

計画に基づく福祉センターの建設など、市内

の公共施設の老朽化などのための小中一貫校

の建設などに対して、今まで執行できなかっ

た大型公共事業を実施したため、公債費の超

過額が増大したというのが大きな要因である

かと思います。 

○議長（小林 弘君）12番 堀内君。 

○12番（堀内和久君）答えが出ないのでやめ

ますけど、そういうのが地に足がついてない

ということですわ。当然、過去の議会にも責

任があると思うんです。議決しとるから使え

とるんやから。だから、田辺市なんかも当時

同じ時期に合併しとると思いますけど、そん

なピンチな財政難とか、あまりイメージがな

いんですけどね。 

 よく副市長が総務部長か財政課長のとき言

っていたと思うんですけど、副市長じゃなか

ったらごめんなさい。向こうは特例債を使わ

んと返して、財調を100億円積んどるでって。

ほんで、市長は有田市は財政健全化をうまい

ことやっとるさかい、勉強に行ってこいとか。

たしかそんなん、間違っていたらごめんなさ

い、あったと思うんです。地に足がついて頑

張っとるところがあるから、君たち勉強して

きなさいという話じゃないんですか。だから、

地に足がついてなかったんと違うんですかっ

て。そこをまず整理しないと、次の地に足を

つけてと夢のビジョンを語れないんですよ。 

 答えにくかったら、財政課長、ぱしっと数

字で言うてくれてもいいんですよ。お答えく
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ださい。ここ一番大事なところなんですよ。 

○議長（小林 弘君）副市長。 

○副市長（小原秀紀君）当時、私は財政課長

で平成27年に着任したわけなんですけども、

そのときの財政状況は26年度の決算を見て、

びっくりするような状況でした。その年に財

政健全化計画を策定して、28年度から実施を

したわけなんですけれども、地に足をつけて

いたかどうかというところはなかなか難しい

ところなんですけれども、それぞれの時期に

おいて適切な判断をして財政運営を行ってき

たと思います。ただ、それが組み合わさって

いろいろな複合的な要因で、ああいう状況に

なってしまったのかなというふうに思います。 

 本市においては大きな事業、区画整理であ

りますとか病院事業、下水道事業もある中で、

合併特例債を使って大きな事業をやりました。

それと、第三セクターの改革推進債も借りま

したし、そういった要因も複合的に重なって、

当時としては最善の判断だったんですけれど

も、そういった結果になったというふうに私

は認識しております。 

○議長（小林 弘君）12番 堀内君。 

○12番（堀内和久君）時間の都合上、副市長

が自主的に手を挙げてくれたんで、これはこ

れでいいでしょう。心の中では分かっている

と思うんですよ。ここがまずかったから今現

在がこうなって未来を語れないんだという、

ジャンプするためのしゃがみ込むというかな、

力をぐっと食いしばる部分というのを気張れ

ないというのがそこにあるような気がするん

です。思い切ったことをやろうかという一歩

手前のところに立てるか立てれんかという土

台づくりの基礎の部分ですわ。ここがやっぱ

り欠けとると。だから、僕の質問というのは

ボーリング調査をしとるんですわ、はっきり

言うて。そこの土質とかその固い、そこがし

っかり地に足をついて固まっとったら、よし、

次打って出ようやないかって、さっきの質問

にもなるんですけども、市長は３期目のとき、

２期目で大分充電できたんで３期目打って出

ると。前の決算委員会で僕、副市長に答弁を

求めましたよね。市長がその辺で「よっしゃ、

来い、俺、次やったるから」と言うたら、「そ

れ、副市長、今度ドライについていけるの」

と言ったら、「ついていくつもりです。建てま

す。頑張ります」と言いましたよね、たしか。

「お支えします」と言いましたよね。このチ

ームワークならやっていけるって確信しとる

から、夢のビジョンの堀内バージョンを語っ

とるだけで、皆さんが夢の提案をしてきたら

そっちに乗ってくれてもいいんです。 

 ただ、橋本市はシティプロモーションとい

って、その辺によく力を入れとるように見え

るんです、経済に。でも結果が出ない。シテ

ィプロモーションして、観光とかそんなんで

定住促進しても、人は僕、来ないと思うんで

す。でも、それは市民が選ばれた社長の政策

なんで、僕は理にかなったところだけ賛成議

決をすればいいだけなんで、理念には問題は

ないんです。一回そうやってやってみないと、

失敗も込みでやってみないと分からないこと

ってあるので、やったらいいと思います。で

も、シティプロモーションにこれだけ力を入

れて人も入れるんであれば、やっぱり過去の

先輩議員の質問でもあったように、「橋本市っ

てええとこどこよ」と言われときにすっと出

てくるような、全市民でなくてはならないと

いうことですわ。 

 だから、そこを踏まえて聞くんですけど、

ちょっと飛んで行きますけど、過去の整理の

話をして気を悪くされるかもしれませんけど

も、地に足をつけた成果ってさっき言われま

したけど、確かに地に足をつけたしっかりし

た子育てのこととか共育コミュニティ、包括

とか、これは平木市長しかできない、さすが
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やなというところです。これはよく機能して

いると思います。第２層協議体もまあまあい

っていると思います。ただ、地域性によって

は機能していないところもある。東西南北地

域性が違うというところに欠陥があると思い

ます。研究をしてほしいと思います。 

 エアコンなどは、当時１期目のマニフェス

トでちょっとできなかったけども、熱中症と

か、殺人的熱中症という言葉が出てとっさに

やってくれた。結果がつけばオーライですわ。

でも、地に足をつけて淡々と階段を上ってき

たわけと違うんです。だから、やっぱりその

辺を考えると、就任したとき、債権回収室で

あったりブランド推進室、県から誰々、民間

から誰々、農協から商工会から誰々、あの形

なんか今、進化しとるとは言えないですよね。 

 あと、教育福祉連携室、こども食堂はよく

やっていると思いますわ。こういう部屋かっ

て市役所の中枢にあったのに、どこへ行った

んよって。こういう予算のことというのは、

どういうふうに総合政策部長として捉えてお

りますか。 

○議長（小林 弘君）総合政策部長。 

○総合政策部長（土井加奈子君）まず債権回

収対策室ですけれども、今この事務について

は総務課の文書統計係に移管してございます。 

 それから、ブランド推進室のチーム橋本と

いう組織というか、については、今ＪＡの職

員のみとはなっておるんですけれども、継続

してはしもとブランド推進室のほうで事務を

執り行っております。 

 それから、教育福祉連携室は子育て世代包

括支援センターのこども家庭応援係に移管し

ておりまして、こども食堂の部分については

平成３年から家庭教育支援室のほうに移管し

ているところでございます。そこにおいて事

業を継続して、事業を検証しながら継続して

いっているようなところです。 

○議長（小林 弘君）12番 堀内君。 

○12番（堀内和久君）今の質問の現在の在り

方とか後継機種を聞いとるんじゃなくて、一

定の成果は上げられていましたかと聞いとる

んです。債権回収とか、どの程度目標を設定

して到達したから今の形に縮小してその部署

に置いているって、なぜ答えないんですか。 

○議長（小林 弘君）総合政策部長。 

○総合政策部長（土井加奈子君）当時、やは

りそこに力を入れないといけないというとこ

ろでそういう室をつくったりですとか、チー

ムとか、室というのは、ほぼ同じ一つの業務

に対して一定期間置いて取り組んでいくとい

うところであると思いますので、その一定期

間取り組んだ結果、軌道に乗り始めて、それ

で一つの係としてつないでいったというふう

に理解しております。 

○議長（小林 弘君）12番 堀内君。 

○12番（堀内和久君）市長、もうちょっと待

ってくださいね。すいません。僕、意地悪を

言うとるんと違うんですよ。次の未来にうま

いこと３期目、次、橋本市が別にどなたが市

長であろうと、どなたが議員であろうと、職

員は年を取ってきたらこの人らやろと分かる

んですけど、橋本市がうまいこといきゃいい

んですよ。だから、ここで今言うたしんどい

答弁に僕は聞こえるんです。ユーチューブを

見とる人は、僕が間違っとって総合政策部長

が合っとると見る人もいらっしゃるかもしれ

ない。でも、僕が今回言いたいのは、こうい

ったしんどい答弁じゃなくて、過去の事業を

検証して、過去の事業を検証する委員会とか、

総合政策部長とか副市長を座長にして、好き

でしょう、第三者機関を立ち上げる、任意団

体を立ち上げる。市はそういうの好きじゃな

いですか。学識経験者を連れてきて、市民の

代表を２人ほど来てもらって、できれば議会

から１人か２人、副議長なり出てもらって、
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過去の事業を検証する会という、これは失敗

やった、これはうまいこといっとる、これは

大成功や、こういうのをちゃんとして、ＰＤ

ＣＡサイクルというのにかけないと、地に足

をつけてとは言えないんと違うんですかとい

うのが今回の一般質問なんですよ。いかがで

すか。 

○議長（小林 弘君）総合政策部長。 

○総合政策部長（土井加奈子君）事業を評価

したり検証したりというのはすごく大事なこ

とで、現在、本市においても事務事業評価で

すとかというのは取り組んでおります。そこ

で１次評価から３次評価まで順に評価をして

いきまして取り組んでおるところでございま

す。この事務事業評価については行革推進本

部にて最終評価を行うんですけれども、12月

の議会で総務委員会に報告して、その後、ホ

ームページにも公開しているところでござい

ます。 

 それから、長期総合計画の後期基本計画の

策定にあたりまして、前期基本計画の事業評

価というのも行いました。これは先行的に取

り組むプロジェクトというのが14項目ござい

まして、それにつきましては外部評価も行っ

ているところであります。 

 それから、地方創生総合戦略評価委員会と

いうのも外部検証機関として位置付けており

まして、総合戦略についての重要業績評価指

標の達成度や効果について検証を行っている

ということで、これについては、その部門に

ついて評価の必要なところについては評価し

ているところであります。 

○議長（小林 弘君）12番 堀内君。 

○12番（堀内和久君）私、勉強不足なんで、

そこの評価のところがブラックボックスとい

うか、僕の中では見えないんです。見に来て

くれたら教えるよと言うてくれたらまた行き

ますけど、だから、プレッシャーをかけるつ

もりはないんですけど、やっぱり予算をつけ

てやったんであればそれなりの成果は出とる

と思うんですけど、例えば言わせてもらいま

すけど最近やったら、応援しとるからあえて

言うんですよ。オムレツ、高野精進野菜、経

済推進部をいじめとるんと違うんですよ。ぱ

っと出てくるのかそこぐらいしかないので。

この辺なんかも、花火かって、この予算委員

会でまたあると思うんですけど、上げるたら

上げれへんたら。何をどないしたいんという

話なんよ。これを使って橋本市を、まちが活

性化するように、橋本市の飲食店がなるよう

に、農業者がなるようにという市長の思いと

担当課職員の理念は一致しとって目標を設定

しとると思うんですけど、そこにどれだけ到

達しとるんよって。何やってんのよって思っ

ているんですよ。じゃあ、やめれよってなっ

ているんですよ、僕の中では。ここまでやる、

このやり方でやると言ったやないの、だから

議決したんやないのということを言いたいん

ですよ。 

 だから、過去の事業を検証する委員会とい

うのを設置したら、受けたからにはちゃんと

やってもらわんと。100％目標に対して、せめ

て80％ぐらい到達してもらわんと。行政って

別に営利団体と違うんで、じゃ、最初からせ

えへんだらええやないのって。ちゃんと最初

から民間にリーダーになってもらったらええ

やないのって。お金だけ出すから、この計画

で、このビジョンでやっていただく方を対話

したらええやないのって。それをするために

は過去の事業を検証して、失敗はやっぱりさ

らさんと次のステップへ行けれへんでしょう

って。いつまでごまかしごまかしやっている

のって。金額が小さかったら被害は少ないで

すよ。大きい金額をぶち込んで、また機構改

革もして、ここにこれだけ夢の予算をぶち込

んで、地に足をつけへんだときどうするのっ
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て、言いたくないから今言っているんですよ。

過去の、こんな委員会をやっとる、ここでも

検証しとると言うけど、具体的にプレッシャ

ーがかかってないですやん。まあええやんっ

て。使ったことにしといたらええやんとか、

駆け込んだらええやんって。ほんであかんや

つは来年やめたらええやんって。こんなこと

が現状起こっとるんですよ。 

 債権回収もそうですわ。ここまで一定の基

準にいったさかいに今総務へ移したって。き

ちんと説明してくれとると思うんですけど、

何が何やら分かれへんところもあるんですよ。

きっちり明確に、この予算投入に対してこれ

だけの効果があったんやって。決算委員会で

拍手が出るようなことを１個でもやってみた

らどうですかって。いかがですか。 

○議長（小林 弘君）総合政策部長。 

○総合政策部長（土井加奈子君）確かに評価

の重要性というところに重きを置いておっし

ゃっていただいているかと思うんですけれど

も、数字でなかなか今のこの場では申し上げ

ることは、資料もございませんし言えないん

ですけれども、事業評価をして今、継続して

事業を続けていっているというところは、ス

パンは１年であったり５年であったりという

ところはあると思うんですけれども、継続し

ていっているというところは事業を改善しな

がら、評価に基づいて事業を改善しながら継

続していっているというふうに私は理解して

おります。 

○議長（小林 弘君）12番 堀内君。 

○12番（堀内和久君）これも言いたいことは

分かってくれとると思うんで、あとは結果と

成果になってくるんで、担当課の現場職員は

結構頑張っとるのを見れるので、歯がゆいん

ですわ。あなた方部長らが過去の事業をちゃ

んと検証して、過去の失敗を犯さないように

って、そのリーダーが別に市長ではないと思

うんです。市長は次、選挙で受かってきた人

やから、次の夢のビジョン、次の政策を打っ

て出るのに職員が忙しかったら僕はそれでい

いんですよ。みんな市長室へ報告に来るとき

に、にぎわいてくれたらええんですわ。でも、

市長室へ行っとる職員、暗いじゃないですか。

こんなん言うのは僕ぐらいやと思うんやけど

ね。でも、もっと市長にこんなふうに、ここ

までいきましたねとか、思っとる以上の成果

というのを褒めてもらったこととか、僕の知

らんところであろうかと思うんですよ。 

 市長、３期目を迎えた次の夢のビジョンで。

マイナスのことは副市長以下に任しておいて、

夢のビジョンの話を僕はしたいんですけど、

同じ政治家なんでいろんなところで会合を持

ったり、いろいろしていただけます。私の地

元の話ばかりして悪いんですけど、私は河南

の人間です。僕、街頭演説とかいろんなとこ

ろを聞いたことがあるんですけど、次は遅れ

とる河南に力を入れていくんやとか、財政を

乗り越えた今、次、橋本市全体に打って出る

んやという言葉は確かに僕は聞いています。

それに対して今回の当初予算も込みで、夢の

ビジョンというか、平木哲朗市長の３期目は

こうするんだとか、しんどいのを乗り越えて

次こうするんだという理念とかがあったら教

えてほしいんです。お願いいたします。 

○議長（小林 弘君）市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）堀内議員の質問にお答

えをします。 

 なかなか夢のビジョンを語るというのは、

性格上、苦手なところもあります。堀内議員

の南海の鉄橋の話は聞かせてもらいましたけ

ど、ここに40億円入れてどれだけの効果があ

るの、借金だけ増えるんじゃないのというよ

うな気もしますし、あそこに駅を造ったとこ

ろで乗降客が増えるかというと増えない。そ



－85－ 

ういうのもありますから、僕は基本的には考

えているのはいかにしてお金のないまちにせ

んことかということを、３期目もそれをやろ

うと思っています。やはり平成28年に財政健

全化、26年度に来て、これはとんでもないな

と思いながら１年間様子を見て、27年度の予

算組みでももう駄目やんというのを思い知っ

た。そういう中で、やはりこれから地に足を

つけてというのは、無理してハード事業をす

ることによって人が来る時代ではないと僕は

思っています。これは確かなことやと思いま

す。ハードで呼ぶ時代は終わっているんです、

時代的に。 

 やはりこれからの学校の整備費用、あるい

は道路橋梁の費用、それからまだまだ公共施

設等の改修とか、この役所の建て替え問題と

か、正直に言ってものすごい金額があるわけ

で、10年間の整備計画を立てながらやってい

るんですけども、それでもこのお金を何とか

維持を必ずしていかないけない。事業を止め

るようなことをしてはいけない。そして、私

が最も大切な仕事は市民にその影響を極力及

ばないようにしていくということが大事かな

というふうに思っています。 

 その中で、この令和５年度についてはやは

り今まで継続してきたことをしっかり取り組

んで、早期に古くなったインフラを解消して

いくということも大事ですし、子育て支援、

今まで、先ほど教育福祉の連携室もなくした

と言いましたけど、これは発展的解消をさせ

て子育て世代包括支援センターをつくり、あ

るいはこの次の段階で家庭教育支援室をつく

り、そしてここに「ヘスティア」42名の方に

入ってもらい、市民と一緒に子育て支援をよ

り充実していく。橋本市は子育てが充実して

いるというところをもっともっと表現をして

いく。 

 ハードについては今企業誘致をやっていま

すように、企業誘致をすることによって若い

人たちの雇用も生まれるでしょうし、将来の

固定資産税等の法人税等の税収が増える。こ

れから少子高齢化で税収も減ってくる。そう

いう中で橋本市はそんなに減らさないように

税収を確保しながら、逆に、社会保障の分で

は歳出がどんどん増えていく現状の中で、市

民の皆さんの幸せを確保するためにどう運営

していくのかということが、僕はこれからの

時代、経済は成長しない、経済はどんどん縮

小してくるというのが現状で、税収も市税も

現状では減っていくだけ。そういう中で、ど

こまで市民サービスを維持できるのかという

ところを、僕は５年10年先を見据えてやって

いく必要があるのかなと。ただ、華々しくハ

ードをしたところで、それが将来の橋本市の

財政にどう結びついてくるんよ。また起債だ

け増えて借金返しばかり増えたときに、誰が

責任を取るんよというところなんです。 

 先ほどから、財政が厳しくなったのは行政

が間違っていたというような、運営の仕方に

批判をされるようなところもあったと思うん

ですけど、それはそれで合併特例債というあ

めがあったがために、無理してそこまでやら

んでもいいことをやったというのは確かにあ

ると思いますし、債権回収室をなくしたのは

さも問題がありというふうなことなんですけ

ども、これについても実際、正直に言います

よ。私は議員に忖度して効果があったと言い

ましたけど、でもそうじゃなくて、やはりこ

こまでが限度やなと。よかったのは職員のや

っぱり意識が変わって、債権を回収する努力

を始めた。いろいろやっても、結局は放棄す

ることばかり増えてきていたというのも現実

で、回収できへんこともあった。弁護士も雇

いましたけど、これを費用対効果で見たらそ

うでもなかったというところもあります。 

 だから、僕が今、地に足をつけてと言うて
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いるのは、本当に財政を絶対に26年度当時に

戻したらあかんと。そうなったら本当に何も

できなくなる。その中で改修とか新しい事業、

子育て支援もそうです。今、異次元の、先ほ

ども質問を頂きましたけど、これって国は何

も財源の手配はできてないんですよ。所得制

限を取っ払うと言っているけど、財源はない

んですよ。いずれこれをやろうとしたら市の

負担も、ひょっとしたら３分の１ぐらいの負

担、必ず来るんですよ。給食費もそうですけ

ども、必ず国はやると言う。じゃあ、市の負

担はどうなるの、国はいくら出してくれるの

というところも見極めないと、やはり難しい

部分。だから、私らはそういう国の動向もし

っかり見ながら、それでやっていく。 

 そして、先ほど市道の話が出ましたけど、

これは国庫補助の対象になるんであれば２分

の１もらえると思うんで、そういうふうに２

分の１をもらった上で工事をしていくとか、

そういうところをお金をうまく活用しながら

回していって、より市民の皆さんのためのサ

ービスを下げないように努力をしていくとい

うことかなというふうに思いますし、次の企

業誘致の場所も、今ぐらいのお金が要ると相

当厳しいなと思いつつ、この財源をどう確保

するかということも、さらに企業誘致を進め

ていけば税収も増えるでしょうし。 

 そういうふうに、僕はもうハード面につい

ては、新規のハードについては市の財政に圧

迫がされないような、そういうふうなまちづ

くりをしていけばいいと思いますし、第２層

の支援協議体もようやく10地区にできました

けども、そういうふうなことを地域でやっぱ

りまちづくりというのを市民の皆さんに考え

てもらって、その地域に合ったものをつくっ

ていければなというふうに思っています。こ

れは口で言うのは簡単なんですけども、なか

なか難しいという側面もありますけども、何

とか明るい橋本市をつくっていけるように、

そういうまちづくりをしていけたらなという

ふうには思っています。 

○議長（小林 弘君）12番 堀内君。 

○12番（堀内和久君）時間がないので、ちょ

っと裏の攻撃も残しといてほしかったんです

けど、先行で逆転できれたのにと思いながら、

10秒なんですけども、過去の事業を検証する

会というのは約束せんでええんで、財政課長

を筆頭に考えてみてください。 

 あと、地に足をつけてが夢と言ってほしか

ったです。終わります。 

○議長（小林 弘君）12番 堀内君の一般質

問は終わりました。 

 この際、10時45分まで休憩をいたします。 

（午前10時31分 休憩） 

                     

（午前10時45分 再開） 

○議長（小林 弘君）休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 日程に従い、一般質問を行います。 

 順番８、16番 田中君。 

〔16番（田中博晃君）登壇〕 

○16番（田中博晃君）皆さん、こんにちは。

先ほど12番議員も言うていましたけれども、

もしかしたらここへ立つのもこれで最後なん

かと思ったけど、緊張せえへんなと私は思っ

ております。おなかが痛くなることもなりま

せんでした。 

 ということで、通告に従いまして、一般質

問を行います。 

 橋本ワクワク大作戦 Vol.４。 

 「あのまちは活気あるよね」、「あんなまち

に住んでみたい」、「うちは何で」といった声

を聞くことがある。本市が住民の皆さんや来

訪される方々から「橋本市ええわ」と言って

もらえるような、そして、橋本市に携わる全

ての皆さんがわくわくするようなまちを創造
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し、橋本市を選んでいただくためには、市が

どんな方向を向いているのかや、子育て施策

や求人をはじめ、各種補助制度やアクティビ

ティーなどの積極的な情報発信が必要である。 

 そこで、以下の質問をする。 

 １、以前の議会でも発言したが、本市の子

育て施策は他の自治体に引けを取っていない。

「はぴもと」をはじめ、ＳＮＳ等を活用した

積極的な情報発信で露出を増やすべきと考え

るが見解は。 

 ２、食品ロス削減マッチングサービスをＤ

Ｘ推進の一つと位置付け、プラットフォーム

を構築し、市内事業者や農家の方々が利用で

きるようにしては。 

 ３、和歌山県は三つのインスタグラムのア

カウントを使い分けて、コンセプトの一貫性

が損なわれないように配慮している。本市の

魅力を市内外に発信するためにはＳＮＳの活

用は必須であるが、同時に詰め込み過ぎた情

報発信はかえって興味をそぐものとなる。そ

こで、民間活力（インフルエンサーを含む）

活用も視野に、上記二つの質問をはじめとし

て、一貫性のあるコンセプトに沿った情報発

信をしてはどうか。 

 以上、壇上からの質問を終わります。明確

な答弁お願いいたします。 

○議長（小林 弘君）16番 田中君の質問、

橋本ワクワク大作戦 Vol.４に対する答弁を

求めます。 

 総合政策部長。 

〔総合政策部長（土井加奈子君）登壇〕 

○総合政策部長（土井加奈子君）橋本ワクワ

ク大作戦 Vol.４についてお答えします。 

 一点目の「はぴもと」をはじめ、ＳＮＳ等

を活用した積極的な情報発信についてですが、

まず、「はぴもと」は、主に子育て世代の市民

を対象に発信している子育て情報サイトです。

子育てに関する情報が閲覧しやすいように、

各課にわたる情報を集約し、平成28年に公開

しました。現在、より便利に閲覧いただける

よう、カテゴリーなどを整理し更新作業を進

めています。 

 また、本市のホームページについては、分

かりづらい、情報にたどり着けないなどのご

意見を踏まえ、デザインやサイトの構造を大

幅に見直し、令和４年４月にリニューアルを

したところです。 

 必要な情報をより検索しやすくするために、

各課で表示している内容を「くらし・手続き」

や「ライフシーンから探す」などのカテゴリ

ーに分けて表示し集約するなど、現在も必要

な更新をしています。 

 また、ＳＮＳについてはその中でもＬＩＮ

Ｅの利用者が非常に多いと認識しています。

令和４年３月議会において議員よりおただし

のあったことを受け、本市では、現在運用し

ている複数のＬＩＮＥアカウントを集約する

作業に着手しています。将来的にはセグメン

ト配信の導入を検討しており、利用者が必要

とする情報を自分で選択することで、それぞ

れのニーズに合った配信ができるものと考え

ています。 

 次に、三点目のインフルエンサーを含む民

間活力の活用も視野に一貫性のあるコンセプ

トに沿った情報発信についてですが、現在、

本市ではＬＩＮＥのほか、フェイスブック、

ユーチューブ、インスタグラム、ツイッター

をそれぞれの所属において、これらの特性に

応じ運用しています。 

 また、インフルエンサーを含む民間活力の

活用につきましては、現在のところ直接イン

フルエンサーに情報発信等を依頼していませ

んが、事業を実施する中でインフルエンサー

等と関わることもあり、その際に、本市での

活動の様子を風景などとともに魅力的に発信

していただいたことがあります。 
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 本市においては、複数のソーシャルメディ

アを活用して発信しているところですが、お

ただしのように一貫性のあるコンセプトに沿

った情報発信が効果的であると認識していま

すので、情報の見せ方の工夫が必要であると

考えます。 

 事業を実施することとそれらを広報するこ

とは、行政運営の両輪であり、職員自身も市

民目線に立った情報発信に取り組むとともに、

シティプロモーションの観点からも民間の力

も借りながら、市内外への発信に努めてまい

ります。 

○議長（小林 弘君）総務部長。 

〔総務部長（井上稔章君）登壇〕 

○総務部長（井上稔章君）最後に、二点目の

食品ロス削減マッチングサービスのプラット

フォーム構築についてお答えします。 

 令和元年５月に食品ロス削減の推進に関す

る法律が施行され、全庁的な取組としては、

消費生活センターにおいて令和３年度にキッ

クオフ事業として実施した食品ロス削減シン

ポジウムを皮切りに、行政関連部署並びに社

会福祉協議会と連携し、それぞれの視点を生

かした食品ロス削減への取組を行っています。

現在は、個人への意識の醸成と消費行動への

働きかけ、こども食堂や貧困対策への一助と

なるフードドライブの実施実績があります。

しかしながら、まだまだ市民の食品ロスにつ

いての関心が高いとは言えず、さらなる啓発

を進める必要を感じています。 

 議員おただしの食品に関する生産者、事業

者と消費者のマッチングは、ＳＤＧｓを推進

する本市にとりましても食品ロス削減につな

がるのはもちろんのこと、地域経済の活性化

にもつながる有意義な取組となると考えます。

同様の事業を展開している自治体も多くあり

ますので、今後、先進事例の情報収集を積極

的に行い、関係各課及び関連団体等と協議を

図りながら、食品ロス削減マッチングサービ

スの導入に向け前向きに検討してまいりたい

と考えています。 

○議長（小林 弘君）16番 田中君、再質問

ありますか。 

 16番 田中君。 

○16番（田中博晃君）答弁ありがとうござい

ます。 

 昨日の一般質問なんかでもやはり情報発信

が大事やということで、議員の一般質問に対

して様々な答弁がありました。特にどんどん

時代が変わってきて、情報発信というのが今

言うて今という時代になってきている。以前

やったら、ホームページで更新をやっていま

す、それだけで十分通用していたものが、ほ

んまに今言うたら今となりますよね。 

 もしかしたら皆さんも経験があるかもしれ

ませんけれども、例えば私がちょっと星でも

撮りに行こうかなとかいって高速に乗ったと

きに渋滞しとったら、必ず助手席におる人に、

ちょっとツイッターで、渋滞しているけど、

どこか事故っとるんちゃうんかな、様子を見

てよというのは、ツイッターで情報収集をす

る。それが一番速い方法なのかなと。それぐ

らい速さというのが求められています。 

 また以前は、私らが議員になってすぐの頃

とかというのは、ＳＮＳ、当時はフェイスブ

ックが中心やったけれども、そういうのを橋

本市もどうですかと言うたら、結構否定的や

ったんかなと。でも、今はそうじゃないです

よね。そこの発信が普通、当たり前になって

きとるという部分があるのがまず大前提にあ

ります。 

 先ほどの12番議員の質問なんかでも、市長

はやっぱり子育てが充実しているよというこ

とで発信という話もありましたけれども、も

っともっと発信していかなこういうことって

あかんのかなというふうに思っています。 



－89－ 

 １個目のところなんですけれども、子育て

施策の発信というのは、先ほどの答弁でも、

今現在、整備やっているよということなんで

すけれども、答弁にもあったとおり、「はぴも

と」はどうしても市民向け、対内向けという

かな、そういう方向になっています。そこへ

来て情報量ってすごい多くて、恐らく各課の

方がこれもこれもこれもこれもというのを情

報発信してくれているんやと思うんやけど、

かえって見にくいというかな、どこに何があ

るのか分かりにくなって、欲張りセットみた

いになってしまって、やっぱり見ている側と

しては分かりにくい。さらに分かりにくくな

っている。ほんで、欲しい情報までなかなか

たどり着けない。どんどん奥へ潜っていかん

とその情報が下がってない、探せやんという

状況になっています。 

 壇上でも言わせてもらいましたけれども、

支援の内容ってほかの自治体と比べても全然

引けを取ってないですやんか、橋本市って。

そやけど、やはり見せ方。答弁でももらいま

したけれども、見せ方一つで何でこんなに差

がつくんやろう。ある自治体やったら、子育

て、何とか市って調べたらぱーんと出てくる。

そこには、まず出てくるのが、こういう補助

金とか手当とかがあります、医療費とか無料

です、給食費無料ですとかって、やはりお金

の部分が出てくるところもあったら、電車の

つり広告なんかで、子育てをするんやったら

このまちみたいなところでお金をかけている。

これは以前も同僚議員が質問していましたけ

れども、そういうところもあるんです。 

 橋本市の特に「はぴもと」を中心に見てて

も、どういう情報でもいいんですけれども、

市民向けになっているんであれば、例えば移

住・定住のところでもいいんで、市外の方に

も分かりやすく情報発信をしていく必要があ

るんかなと。私は今の時代はさっき言うた補

助、手当であったりという部分が、橋本市へ

将来引っ越してこようかな、この辺に来よう

かなという人のチェックする一つの手段にな

るんかなと思うんやけど、例えばよそがやっ

ているんやったら、うちは公園でええやんと

か、これだけ公園があるねん、充実してるね

んというのも一つかもしれへんし、もっとも

っと言うたら、橋本市ってこんな自然いっぱ

いあるから子育てしやすいですよというのも

一つかもしれへんのやけれども、そういった

見せ方をもうちょっとうまく市民の方に見せ

る方法はないかなと。ほかの自治体と少ない

パイの取り合いをしているんですよね。です

から、近隣がどうこうとかって言うてられや

んし、やっぱり私から、ここでおらせてもら

う立場からしたら、橋本市が１番でないと駄

目なんです。そういったところで、対外的に

弱い部分。昨日、４番議員も住みたいまちで

和歌山県１位になったやんとか言うても、そ

れすら潜らな分かれへんって、もったいない

と思います。ＰＲ手段ですごい手段やのに。

そういった部分も含めて対外的に発信で弱い

部分があるんですけれども、そこをこれから

どうやっていかれますか。答弁お願いします。 

○議長（小林 弘君）総合政策部長。 

○総合政策部長（土井加奈子君）ありがとう

ございます。子育て支援については本当にず

んずん充実しているところもあって、充実し

ている分、発信をしないといけないというと

ころであると思っています。「はぴもと」、ハ

ッピーをもっとということで子育て支援サイ

トを、主には市内の子育て世帯向けに発信し

ておるところなんですが、議員おただしのと

おり、一つはこれ、市民協働でしているとこ

ろでございまして、市民からの笑顔の写真を

頂いたりとか、あと、情報を頂いたり、あと

は、まま♡りんぐさんという子育てママのペー

ジを作らせていただいたりして協働でしてい
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るので、なかなか今おっしゃっていただいた

ようにサイトの中が混雑しているというふう

に見受けられるかもしれません。その意味で、

今取りまとめて更新作業を進めているところ

でございます。いましばらくお時間がかかる

と思うんですけれども、今作業を進めており

ます。 

 それから、市外、対外向けに関しては、こ

れは「はしっこ暮らし」、トップページで言う

と「はぴもと」の隣に移住応援サイトがあっ

て、そこのところをクリックすれば「はしっ

こ暮らし」のページが開くんですけども、そ

こには子育てに特化したページではなくて、

いろんなコンテンツに基づいたページが繰り

広げられることになっておりまして、おただ

しのように子育てのページに行くにはもうワ

ンクリック必要となってきます。これについ

ては、移住を考えている、住むところを考え

てられる主には子育て世代に対してどのよう

なアプローチができるのかというところにつ

いて、担当課とともに考えていきたいと思い

ますし、先ほどおっしゃっていただいたよう

に公園であったりとか自然であったりとか、

もしくは無償でありますよ、補助金がありま

すよというところなのかというところも併せ

て検討しながら進めていきたいと思います。 

 また、市内の子育て世代に対しましても、

先ほど申しましたとおりまだ周知できていな

いというか、ホームページに載せ切れていな

いところも見受けられますので、そこについ

ては充実していくようにいたします。 

○議長（小林 弘君）16番 田中君。 

○16番（田中博晃君）よろしくお願いいたし

ます。確かに市内向けに関しても、政策は過

去にいろいろできているのに更新が滞ってい

て伝わっていなかった部分って幾つかあった

かと思います。担当課が気づけへんのやった

ら、やはり違う、これは別に総合政策どうこ

うではないです。ここでおる私たちも含めて、

更新が気づけへんのやったら伝えるというの

も大事やし、これは自分も反省するところな

ので、見とったのに流していたというかな。

でも、後からよく見直したら、これ載ってな

いやん、これ載ってないやん、制度ができて

１年以上たつのにとかというのもありました

んで、やっぱりそこは総合政策もそうですし、

ここにおるみんながチェックして、この動画

を見とる職員らがチェックして教えたるとい

うのも一つなのかなと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

 特に対外的な部分で人に来てもらおうとし

たら、どこのまちがどこのまちがって言うて

られやんし、やはり人口が増えて、特に子育

て政策で有名なまちというのは完全にターゲ

ットを絞り込んで、このまちを狙って打って

いますってはっきりと言うぐらいですので、

様々な市同士、自治体同士のお付き合いはあ

るかもしれませんけれども、それはそれ、こ

れはこれでやっていかなあかん時代に来てい

ると思うんで、その辺り、ホームページの更

新、見せ方の更新も併せて期待しております

ので、そこはこれぐらいにしておきます。 

 先ほどセグメントという話もしてくれまし

た。これは私、以前一般質問した内容で取り

上げてもらえてほんまにありがたいと思うん

ですけれども、これってやはり様々な自治体、

私もいろんな自治体のＬＩＮＥに入っていま

すけれども、きっちりと選べてやっている。

情報を収集するにはそれが一番速いのかなと。

もちろん５年先にはまた変わっていると思い

ます。今の段階ではこれが一番速いのかなと

思っております。ですから、これ、これから

予算委員会もあるんで、予算が通った後なん

ですけれども、２次元コードを町中に張り巡

らせてほしいんですよ。橋本市の情報をここ

から取るねんでというぐらい。 
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 以前もしゃべったかもしれへんけれども、

あるまちでは、端末を持っている、ＬＩＮＥ

を読み取れる人の約80％ぐらいがそのまちの

自治体の公式ＬＩＮＥに登録してて、端末を

持っていない人とは別ですけれども、いわゆ

る広報そのものの使い方を考えているという

まちもあるぐらいですので、そういった具合

で、ＰＲの部分で積極的な発信、市の出先と

か関係なしに協力してくれるところに２次元

コードとかも張っていってほしいんですけど

も、そこはいけますよね。いかがですか。 

○議長（小林 弘君）総合政策部長。 

○総合政策部長（土井加奈子君）広報で特集

などをまずは市民向けに特集で取り上げてい

きたいなというふうには思っております。 

 それから、２次元コードを載せる、今も防

災の関係とか、毎月２次元コードを載せてお

るんですけれども、これを登録したらこうい

う便利なところがあるよ、これを登録したら

こういう情報が届きますよというところをき

ちんと説明した上で広報していかなあかんか

なと思っています。今のところそういうふう

に考えておりますので、ご理解お願いします。 

○議長（小林 弘君）16番 田中君。 

○16番（田中博晃君）よろしくお願いいたし

ます。 

 次、食ロスのアプリのところなんですけれ

ども、これから考えていくよということであ

りがたく思います。まだ日本国中でも、言う

ほどそれに参加している自治体って多くない

のかなと。あるのはありますけれども、多く

ないのかなと思っています。 

 私もやっぱり市民の方から、例えばパン屋

さんから、ケーキとかは商品価値を下げたく

ないので廃棄するけれども、例えばパンとか

やったら捨てるのはもったいないし、安く売

れる方法はないかとか、また農家の方からも、

いわゆる規格外と言われるやつが売り先がな

い、処分するしかないという話も聞く中で、

食ロス削減のプラットフォームを市が持って、

あとは消費者と事業者の中の話になりますの

で、ここはぜひ、橋本市がＳＤＧｓに参加し

ている、食ロスにもきっちりと取り組んでい

ますよという結構ＰＲ効果もあると思います。 

 こういった部分でもきっちりとやってくれ

るということなんですけれども、ただ、気に

なるのがこうやって実際に、これもＤＸの補

助対象にはなるんでしょうけれども、さほど

大きな金額じゃないので、どうするこうする

は分からないんですけれども、今回これの一

般質問で偶然食ロスって行きましたけれども、

いろんな課にきっちりとＤＸのこういう補助

があるよとか、もっともっと橋本市はこうい

う方向やからＤＸについて積極的に考えてい

ってよというのができているのかなと。ちょ

っとＤＸについて橋本市は遅れている。よそ

の自治体とかを調べてもかなり遅れている気

がするんですけれども、そういった各課、部

長に言っとるんか課長に言っとるんかよく分

からないですけども、伝わっているのかなと

いう部分についてお伺いしたいです。 

○議長（小林 弘君）総合政策部長。 

○総合政策部長（土井加奈子君）このＤＸの

推進につきましては、ＤＸ推進の計画、今後

策定、間もなくできたものを市民、それから

市の職員にも広報、周知していこうと思って

おります。 

 補助金のほうなんですけども、今回、令和

４年度の国の二次補正において、デジタル田

園都市国家構想推進交付金が補正予算で上が

りましたので、各自治体、五つの事業が申請

できるということで、本市におきましては五

つ事業申請いたしました。結果はまだ来てな

いところなんですけれども、これは補助率が

２分の１で支援対象となっているところであ

ります。これについては政策企画課のほうで
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集約した内容について各課とのヒアリングも

含め、どの分を補助対象として上げていくか、

金額の低いものを補助対象にするのではなく、

できるだけ補助金をつかんでこれるような、

そういう計画を上げてございます。 

 政策が主導でというところにつきましては、

ＤＸにつきましてはまず、ぴったりサービス

とかＬｏＧｏフォームという、これは今年度

中にシステムを構築するんですけれども、そ

れ以外に今年度中に各課のほうから意見を吸

い上げておりますし、また、こちらのほうで

つかんだ情報につきましては関係各課のほう

に流しているところであります。 

 以上です。 

○議長（小林 弘君）16番 田中君。 

○16番（田中博晃君）要はこの課でこういう

事業が上がってきているけれども、そっちの

課でも合体させたらもっともっと広がってい

くやろうというのが出てくるかと思うんです。

ただ、その合体をさせる相手がおれへん可能

性もあるんで、そういったところについて、

やはりそれは政策の部署できっちりと、あん

たら、こんなんを課で一回考えてみいひんか

というのをまず出していってほしいんです。

要は、政策は一定コーディネートもする必要

があるのかなと。橋本市の方針に従って、ち

ょっと違うんとちゃうかというのもあれば、

こことここを合体させたらもっともっと大き

いもの、夢が広がるよという部分をお願いし

たいので、主導権を握ってねというようなお

話をしただけですので、今やっているのがえ

えとか悪いではなくて、そういうところまで

伝えていったほうが、もっともっとこのまち

がええ方向に向かうんと違うんかなというふ

うに思っておりますので、よろしくお願いい

たします。 

 情報発信、３番目のところに入っていくん

ですけれども、橋本市のフェイスブックって

毎日更新されているんですけれども、恐らく

ホームページとリンクしてやっていて、だか

らどんどんどんどん、言葉は悪いけど情報垂

れ流しみたいになっていて、すぐ落ちていっ

てしまう。古い情報が流れていってしまう状

況なんかなと。フェィスブックというのは、

内容からしたらどうしても、これもまた市民

向けにならざるを得ない情報ばかりなのかな

というふうに思っています。 

 私が一番評価しているのは防災はしもとの

ツイッターなんですけれども、これはまず更

新が非常に多い。それだけ更新して大丈夫な

のという、逆に心配になるぐらい更新が多い

のと、恐らく月単位とかでストーリーを決め

て更新しているはずなんですよ。大丈夫、ほ

んまに仕事に支障ないですかって、逆にもう

ちょっとゆっくりしてええんとちゃうと思う

ぐらいの内容も濃いし、ほんでトップにはち

ゃんと固定されたツイートがあって、それに

沿ってずっとやっていってくれています。た

だ、悲しいかな、登録者数があまりにも少な

い。単純に日本国中のツイッター人口が人口

のだいたい35％前後と言われている中で、単

純計算しても２万人ぐらい橋本市、もちろん

複アカとかもあるんで人数にはならんけれど

も、２万アカウントぐらい橋本市にもあるん

かなというふうに感じているんですよ。ただ、

その登録が200人かそこらというのがすごい

悲しいことやし。 

 でも、最初に言ったとおり、ほんまに災害

とかが起こったときって、一番最初に情報を

取得するという手段はツイッターやと思いま

す。今、危機管理がやっているツイッターの

更新って見たときに、すごい安心感を与えて

くれる内容になっています。これは絶対、市

長も評価されていると思うし、どんどん市長

から褒めたってほしいなというぐらいの内容

なんですけれども、ほんまに悲しいかな登録
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者数が少ないというのは、いざというときに

せっかくの情報が発信できれへん、市民の方

にも行き届かないということが考えられるん

です。ここの今こういうのが定期的には載っ

ているとはいえ、もっともっといろんなとこ

ろで、窓口で、市の出先機関で２次元コード

を張って、どんどん登録してもらえるように

やっていってほしいんですけれども、その辺

りというのはやはり危機管理がするんか政策

がするんか広報かどこか分からないですけれ

ども、そういった部分というのはいかがでし

ょうか。 

○議長（小林 弘君）総合政策部長。 

○総合政策部長（土井加奈子君）今、本当に

２次元コードで簡単にいろんな情報とかサイ

トにアクセスできるので、そういうことを利

用して登録者を増やすということは非常に有

効なことやと考えます。今現在、転入された

方であったりとか、転居される方、婚姻届を

出された方、出生届を出された方とか、いろ

いろ市民課の窓口で手続きをされる方につき

ましては、手続きのときにお知らせをお渡し

していて、要はこども課へ行ってくださいね

とか、健康保険の手続きをしてくださいねっ

てそういう手続きなんですけども、そこのペ

ーパーにも２次元コードは載せさせていただ

いておるところですが、まだ橋本市の全ての

ものを載せているかというとそうではありま

せん。市役所の中にも２次元コードを張った

りもしているんですけれども、全部をまた張

っているわけではないので、それこそ氾濫し

ないように効果的に２次元コードを読み取っ

ていただけるように、出先機関ともおっしゃ

っていただいたので、そういう取組というの

は必要かと思っております。 

○議長（小林 弘君）16番 田中君。 

○16番（田中博晃君）これは氾濫してもいい

と思います。このツイッターはね。いざとい

うときに一番情報を最初に取るのが、今の時

代はツイッター、端末とかを持っている方は。

そこはもう間違いないので、これこそ逆に氾

濫させるぐらいがいいのかなと私は思ってい

ます。 

 もう一個ここでまとめて聞くんですけれど

も、この情報システムの構築というのも一つ

のＤＸなのかなというふうにも思います。と

いうのは、橋本市の情報をもっともっと日本

中どころか世界中に発信していって、橋本市

はこんなまちなんやで、もっともっとよそか

ら来てねというのも一つですし、もちろん市

民の方に向かって今やってくださっている内

容というのも一つですし。ただ、これをＤＸ

の一つのものと捉えた場合には、今どういう

ふうな判断を市がされているのかなと。ちょ

っと言葉がおかしいな。こここそ、ある意味、

今後ＤＸを次の補助、次の次の補助とかが出

た場合に、もっともっと厚みを持たせる必要

があるのではないか。氾濫している情報の中

から橋本市民に、また橋本市に興味を持って

くれる人に瞬時に情報を提供する手段として

なんですけれども、そういった部分のお考え

方はいかがでしょうか。 

○議長（小林 弘君）総合政策部長。 

○総合政策部長（土井加奈子君）おただしの

とおり、情報発信のシステムというのを構築

してＤＸ化を進めていくというのは非常に大

事なことやと思います。来年度、来年度とい

うか、これは予算の関係もあるのでなかなか

言いづらいんですけども、今回のデジタル田

園都市国家構想推進交付金にも申請したとこ

ろなんですけども、セグメント配信の関係と、

それからＬｏＧｏフォームを一つとした、Ｌ

ＩＮＥのほうから今度電子申請のほうに入っ

ていけないかというところを考慮して、秘書

広報課と政策企画課が担当するものを、デジ

タル田園都市国家構想推進交付金にも申請し
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まして進めているところであります。 

○議長（小林 弘君）16番 田中君。 

○16番（田中博晃君）これはお金のつくこと

やし、それこそもちろん予算委員会等も通ら

なあかんことなんで、なかなかここでやりに

くいんですけれども、やはりそういったとこ

ろにもちゃんと橋本市は目を向けているよと

いうのも大切ですし、それが職員に伝わって、

もっともっとこんなんも情報発信できるんと

違うかというところまで行くと思うんですよ

ね。その結果、市民サービスがもっともっと

よくなる、市民に情報が行き渡るようになる、

よそから来た人が橋本市はこんなまちなんや

ってなるという部分では本当に大切なことな

ので、これはやっぱり常に心のど真ん中に置

いていただきたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

 まだまだ質問は続くんですけれども、クー

ルジャパン、2010年か11年から日本がやって

いる、海外から日本にお客さんが来てもらう

のには何がええかというので、アニメであっ

たりコスプレであったりという部分でされて

います。そのときの当時の資料をずっと見返

してみますと、日本に来られた外国人の７割

の方が、個人のインスタとかツイッターとか

フェイスブックとかＳＮＳを見て行きたいと

ころを選んでいるという研究結果というかな、

がありました。こと日本人に置き換えても、

数字の大小はあるにせよ、やはり個人のＳＮ

Ｓというのを大切にして地域を訪れているの

ではないかというふうに私は考えています。 

 自分自身も、皆さんご存じのとおり、星を

撮りに行ったり虫を捕りに行ったりキノコを

採りに行ったり、コスプレを撮ったりとか、

あとゴールデンボンバーのミュージックビデ

オを見て聖地巡礼する。そっちでは特定犯と

か言われることもあったんですけれども、昔

はオタクというくくりやったんですよ、これ

が。でも今は違いますよね。それぞれの個人

が確立した趣味としてポジティブに捉えられ

る、魅力を発信する一つの手段として取り上

げられることになってきています。 

 令和元年９月のクールジャパンの文章、ク

ールジャパン戦略を見てみても、コロナが始

まる直前ですけれども、当時は食、アニメ、

ポップカルチャー、新幹線、伝統工芸、有名

観光地などが日本人が思い浮かべる魅力なん

やけれども、実はそうじゃないんだよと。以

前、多分、岡議員もこの流れでしゃべられて

いたと思うんですけれども、例えば渋谷のス

クランブル交差点であったり、弁当箱、部活、

路地裏の風景までが、日本人は当たり前やと

思っているものが、世界から見たらそれに魅

力を感じるということです。これは日本人で

も今は同じじゃないのかなというふうに私は

思っています。というか、全部が全部今は魅

力になっている。発信の仕方、見せ方一つで

変わってくる。 

 前にも言ったと思うけど、かつらぎ町の役

場が『君の名は』に出てくる役場のモデルに

なったということで、それだけで聖地巡礼が

されていた、人が増えていというのもある。

どういったつながりでそこへたどり着いたん

かなというのを調べたんやけど、なかなか漫

画の風景画家さんとも話していく中であれに

ついては分からんけれども、今、風景をアニ

メとかで使う場合も様々なインスタとか写真

を見て、そこに引っかかった絵を背景として

使っているんやということで、それが結果、

お金をかけずにそのまちが聖地になる、人が

来てもらえる流れになるんですけれども。 

 さらにやっているのは様々な自治体で、イ

ンフルエンサーを募集しています。堂々とや

っています。先ほどの答弁で、インフルエン

サーどうこうの部分が僕にはあまり分かりに

くかったんですけれども、要は今は橋本市と
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しては、インフルエンサーに情報発信を依頼

してないような答弁があったんですけれども、

ここってすごい大切なことなのかなと。職員

ができないことはプロに任せる。これぞ民間

活力やと思うんですけれども、もちろんお金

もかかります。インフルエンサーは一つの仕

事なので。ただ、こういったところにも目を

向けていく必要があると思うんやけど、これ

は今は契約は考えてないということでよろし

いんでしょうか。 

○議長（小林 弘君）総合政策部長。 

○総合政策部長（土井加奈子君）今のところ、

インフルエンサーに委託したりお願いしたり

というところは考えておりません。 

○議長（小林 弘君）16番 田中君。 

○16番（田中博晃君）それは市の方針やから

仕方がないんですけどね。ただ、このインフ

ルエンサーの使い方って様々ありますよね。

今まで自転車関係でもずっとやってこられて

いました。もちろんインフルエンサーとして

は契約はしてないにしろ、情報発信という部

分で期待していたところはすごく大きいと思

います。実際に決算委員会なんかでも彼女に

対してインフルエンサーという言葉、市の中

からもいっぱい出てきています。ということ

は、直接は契約してなかっても、観光アドバ

イザーという立ち位置の中には、必ず情報発

信もセットなんやでというのが入ってきてい

ると思うんですよ。その辺りについて、これ

は経済推進部に聞かなしゃあないんかなと思

うんやけど、いかがでしょうか。 

○議長（小林 弘君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）本市でサイク

リングで観光を広げていただこうということ

で、観光振興アドバイザーに平野由香里さん

に着任していただいています。そのアドバイ

スの一つとして、彼女が知り得る自転車業界

で情報発信をしていただけるユーチューバー

の方をご紹介いただいて、間接的に情報発信

をしたという経過がございます。 

○議長（小林 弘君）16番 田中君。 

○16番（田中博晃君）でも、やはりその情報

発信としてはかなり期待していたと思うんで

すよ。彼女が持つつながりであったり、自転

車というツールを通じてそこから広がってい

く部分というのは、直接の契約ではなかった

としても、情報発信という部分では魅力に感

じていて、結果、彼女になったのかなという

ふうに私は感じるんですけれども、そこにつ

いてはいかがですか。 

○議長（小林 弘君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）直近の自転車、

サイクリングのいろんな情報発信をするイン

フルエンサーの情報について確認させていた

だきますと、やはりまた新たな方というのが

次々と出ているというような状況があるそう

です。そういった中で、観光振興アドバイザ

ーとしていろいろ本市にサイクリングマップ、

それからやはりこちらに来ていただいて、し

っかりとお金を落としていただける仕組みも

併せて情報発信をしていただくということが

大事だと思いますので、先ほど申し上げたと

おり、直接的にインフルエンサーにお願いす

るということはしておりませんが、アドバイ

スを頂きながら、より効率のいい情報発信を

していきたいと、そんなふうに考えています。 

○議長（小林 弘君）16番 田中君。 

○16番（田中博晃君）まさにそこですよね。

ですから私が言いたいのは、もちろん答弁で

はそうやったにしても、今後、橋本市って様々

な事業をやっていくと思います。もちろん経

済推進部だけではない。今やったら例えばオ

ムレツなんかもされていますけれども、例え

ばそこへかける予算の中に、仮に食物系の食

べ物系のインフルエンサーを活用したら、も

っともっと伸びるんと違うんかなと思ってい
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る私もおるんですよ。私やったらここへお金

をかけたいよねと思います。まだ悲しいかな、

市の中でもあまり認識されていない部分があ

るので、もう一度まずは足元を固めるという

のも一つでしょうけれども、やはり併せてよ

そから来ていただく。特にオムレツというコ

ンテンツを仮に、仮になんでそこは聞かない

ですけれども、オムレツというコンテンツで

橋本市を発信していくと考えたら、食べに来

られる方というのは世代的に比較的若い方、

恐らくスマホを持って情報をチェックする。

そうなったときには、情報を受けるツールと

してはＳＮＳになってくるというふうに私は

考えております。 

 ですから、さらに私は前、今でしたらオワ

コンとさえ言われている放送に予算をかけて、

２次使用、３次使用という部分でも質問はさ

せてもらいましたけれども、それも放送して

すぐじゃなくて、ようやく今になって利用で

きる状況になったということは、当時から考

えたら半年ぐらい遅れているんかな。完全に

あれは終わったことになっている内容やと思

います。当時はほかの自治体とのお付き合い

もあったんで行かざるを得なかったというの

は分かっていますけれども、今後考える一つ

の手段としては、そういった部分にもインフ

ルエンサーにお願いする、結果は別としてお

願いするのも一つなのかなというふうに思い

ます。 

 質問なんですけれども、例えば直接契約す

るしないにかかわらず、橋本市が様々な事業

を通じて、仮に観光アドバイザー的な、また

違う部署があるかもしれませんけれども、そ

ういう契約があった場合には、情報発信をし

てもらうというのも一つとしてやっていかな

ならんのかなと。情報発信も込みですよとい

う部分をもっともっと積極的に伝えていかな

あかんのかなと。例えばいろんな会議でいろ

んな部署から上がってきたときに、ここ、情

報発信入ってないやんか、どうするのよとい

うのも、逆に皆さんから担当課に言ってあげ

るのも一つなのかなというふうに思うんです

けども、そういった部分での情報発信を核と

したインフルエンサーのお付き合いという部

分についてはいかがでしょうか。 

○議長（小林 弘君）総合政策部長。 

○総合政策部長（土井加奈子君）おただしの

ように、例えば何かの事業で、これが情報発

信をするのが効果的であるというんであれば、

その手段はインフルエンサーになるのか別の

ものになるのかは別として、情報発信につい

ては取り組んでいかなければならないという

ふうに思います。その主導をするのは、秘書

広報課の広報広聴係になると思っております。 

○議長（小林 弘君）16番 田中君。 

○16番（田中博晃君）僕が言いたいのは、も

しそういう案が上がってきたときに情報発信

のことが入ってなかったら、そこは気づいた

方が言うたってほしいですし、それが秘書広

報課なのか政策なのかは、そこでやるのがえ

えんかなという気はしているんですけれども、

もっともっとこっちに、情報発信もセットに

しとかんと後々大変だよというのも言ってあ

げてほしいなというふうに思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 というのは、やはり訴求力というのは、悲

しいかなインフルエンサーなんです、今は。

でも、来年は違うかもしれへん。でも、今は

インフルエンサーなので、そういった部分を

常に考えながら行動していかないと、情報発

信ですら情報発信が遅れてしまう。それが橋

本市にとってマイナスにならないとは限らな

いので、そこについてはよろしくお願いいた

します。 

 質問、あと１個だけしようかなと思っとる

んですけど、やはり市民の方々からも様々な



－97－ 

市のこういう施設を使いたい、ここで写真を

撮っていいですかというのが、これからどん

どん来ると思います。実際に、高野口町だけ

で活動されているインスタグラマーとかもお

るし、こういった方というのも将来はきっと

橋本市のこんな施設、写真を撮っていいです

かとかってくると思うんですよね。僕もこう

いう動画でまちおこし的な質問は、調べてみ

たら平成24年12月からやっていました。よう

やく今、形に、まだ進んでいるとは言い難い

にしても、当時やるやるやるって言いながら

やってこなかった。逆にこちらからお願いへ

行っても、それはうち担当違うから、場所を

借りようとしても、そういったこともあった

中で、これからの観光、今は観光に特化して

いますけれども、観光の情報発信としては、

橋本市にはＤＭＯがあります。ＤＭＯ、去年

まではやっぱりコロナということで結構内々、

橋本市を見ていただいていた、和歌山県を見

ていただいていた、日本国中から。そういう

のはありましたけれども、これがコロナとい

う枠が外れていったときに、やはりもっとも

っと遠くへ、仮に修学旅行に関しても県内で

収まっていたものが市外、県外へと出ていく

ことが予想される中で、ＤＭＯそのものがも

っともっと橋本市の魅力、かつらぎ町も含め

てですけれども、魅力を発信していかないと、

橋本市に人が来てくれない、よそからお金を

落としてくれない事態が起こると私は危惧し

ていますが、その辺についていかがお考えで

しょうか。 

○議長（小林 弘君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）先ほど来のお

話の中で、ＬＩＮＥのセグメントの活用とい

うようなお話がありました。情報発信につい

ては、もちろん橋本市民の方だけではなくて

県外に、市外にお住みの方にもきちっと情報

発信をしていく時代に変わってきているとい

うふうに思っています。そういった中で、市

外の方に２次元コードを活用してＬＩＮＥの

セグメントの中から、例えば観光の情報であ

ったり、花の情報であったり、ふるさと納税

の旬の新しい情報であったりと、そういった

ことを相手の方に選択をしていただいて情報

発信をするということが非常に大事だと思い

ますし、経済推進部としても積極的にそれを

活用するということが必要だというふうに思

います。 

 そういった中で、ＤＭＯがいろいろ市内に

訪れていただけるようなメニューをつくって、

それを情報発信していただいていますけども、

やはり先ほど言った情報発信が本当に本市が

弱いというようなところですので、しっかり

と情報共有をしながら、必要に応じて指示、

それからアドバイスも含めて進めていくべき

だと、そんなふうに感じています。 

○議長（小林 弘君）16番 田中君。 

○16番（田中博晃君）やはりＤＭＯには人も

出してお金も出してということもありますし、

橋本市の観光って考えた場合に、あそこにお

願いするのがいいのかどうかは別として、や

はり今の段階ではあそこが主になって動いて

いかないことにはあかんのかなと。どれもこ

れも経済推進部、今のシティセールスでやっ

てくださいという意味ではなくて、あなた方

もっとしてよということを訴えるのも橋本市

の仕事なんかなと。今までみたいに待ってい

て、修学旅行来てくれやんでと、もっともっ

と表へ出ていこうよと。実際、ＤＭＯのイン

スタ、フェイスブック、ツイッターを見ても、

更新ってあまりされてないですよね。それで

いいんかなと。やはりお金も渡している、人

も渡している以上、もっともっと橋本市から

強く相手さんに伝えていかないと、存在価値

そのものがなくなってしまうかもしれないと

私は考えています。そこについてはかなり相
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当強く、担当課、市から言っていただけるの

かどうかだけお願いします。 

○議長（小林 弘君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）先ほども申し

上げましたが、必要に応じて強い指示、それ

から、ＤＭＯがそもそも取り組んでいること

についてシティセールス推進課観光担当とも、

うんと情報共有しながら、より効率的に情報

発信できるように相互に考えていきたいと思

います。 

○議長（小林 弘君）16番 田中君。 

○16番（田中博晃君）ほんまによろしくお願

いいたします。今、観光というか情報発信、

もしかしたら橋本市の情報全ての要がＤＭＯ

になるかもしれないというぐらい私は思って

います。むしろあそこがやるほうが、言葉は

悪いかもしれへんけど、変な言い方やったら

切ってね、平等性を担保せんでええんかなと

いう。言い方が悪いな。自分が思ったことを

そのまま打ち出せるでしょうという。それが

子育ても絶対そうやと思うんですよ。ＤＭＯ

が橋本市はこんなまちやからもっともっと来

てくださいねというのも、ＤＭＯやったら絶

対できるんです。でも、橋本市がもしやろう

と思ったら、いろんなところに、こっちもこ

っちもこっちもこっちもってあったら全部出

さんなん。そこをせんでいいのが唯一あそこ

だけなのかなというふうに私は思っています。

もちろん観光もそうやし。ですから、ＤＭＯ

にもっともっと表へ出てきてもらって、逆に、

橋本市、もっとＤＭＯについてこいよという

ぐらいにならんと、橋本市そのものもＤＭＯ

も前に進めないのかなというふうに思います

ので、そこは強くお願いいたします。 

 終わります。 

○議長（小林 弘君）16番 田中君の一般質

問は終わりました。 

 この際、午後１時まで休憩いたします。 

（午前11時35分 休憩） 

                     

（午後１時00分 再開） 

○議長（小林 弘君）休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 日程に従い、一般質問を行います。 

 順番９、18番 岡君。 

〔18番（岡 弘悟君）登壇〕 

○18番（岡 弘悟君）皆さん、こんにちは。 

 今回の質問は１項目だけです。 

 ここの通告にも書かせてもらったんですけ

ど、あまり大きい話をするのは好きではない

ですけど、スティーブ・ジョブズ氏の話なん

ですけど、ちょっと書かせてもらったんやけ

ど、ニッチとは関係ないような気がするし、

成功者であって天才であってアップルコンピ

ュータの創始者というイメージがあるんやけ

ども、アップルが大きくなったときに１回、

取締役会から首になっているんですよね。皆

さん、知っていましたか。これは有名な話で

すけどね。首になって、会社的には首にした

理由は、独自性を求め過ぎて、アップルコン

ピュータがほかに押されているんで、やっぱ

り独自性だけを求めたらあかんということで

取締役会から解雇を言われて解雇になったん

ですけど。 

 解雇になっても彼は、じゃあ何をしようか

なって。ピクサーを買収したんですよね、個

人で。お金持ちなんでね。そのときピクサー

というのはジョージ・ルーカスが持ってたん

かな、会社でね。でも、まだまだ発展途上の

会社で、そんな会社を買い取って何にするん

かなとみんな見ていたら、『トイストーリー』

を作ったんですね。『トイストーリー』を作る

ときに世界は思ったんですよね。また変わっ

たことをしているなと思ったはず。フルＣＧ

の映画のアニメを作るなんて考えつかなかっ

た時代ですよ。その時代にフルＣＧで映画を
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作るなんて言うたら、何を考えているのとい

うような時代に『トイストーリー』を作って

世界的に大ヒット。 

 その頃にアップル社は逆に今度ファンが減

ってきて、会社がまたさらに悪くなったんで

すよね。取締役会は急遽、ジョブズ氏を、帰

ってきてくれと。もう一回ＣＥＯに戻ってく

ださいということでお願いに行って、彼はア

ップルコンピュータを助けるために無報酬で

いいから戻りますよというお話をして、戻り

ました。じゃあ、コンピュータを作ってくれ

るんかなと取締役会は思ったと思うんやけど

も、彼はいきなり手で持てるコンピュータを

作ると言い出したんですよね。持ち運びがで

きて小さくて通話もできて、まあいえばこれ

一つで全てが完結するものを作りたいと言い

出した。多分、取締役会は何を言うてるんや

と。アップルコンピュータをどないかしてく

れよって。そっちが営業のメインやったはず

なんですよ、その時代はね。またおかしなこ

とを、また何を言うてるんやろうってなった

んやけども、戻ってきてくれと言うた手前、

あかんと言えない。本気で作ったんですよ。

みんなはそんな時代が来ると思えへんかった。

でも、彼はその先を見てたんですよね。大企

業やから、こんな話はみんなあまり知らん人

も多いとは思うんやけど、彼のすごいところ

は、自分が信じたものがいつか世界の中心に

なると信じて疑わなかったこと。だから今の

スマートフォンが誕生して、今のアップルが

あるんやけど。 

 これも面白い統計があって、世界の中でア

イフォンを使っている割合というのは、ちょ

っと古い統計、二、三年前の統計を僕が調べ

たときに25％。あとの75％はアンドロイド。

でも、アップル社は25％を１社でシェアして

いるんで、それはそれでいいんですけど。ア

ンドロイドたくさんの会社でシェアしている

んでね。日本人の統計を知っていますか。逆

なんですよ。日本人、65％がアップル、35％

がアンドロイド。これ、何でか分かりますか。

面白いんですよ。これ、やっぱり、日本人っ

てすごく気になるらしい。僕もアンドロイド

を最初に持っとってアップルに乗り換えた派

なんやけど、僕が一番気になったのは、スラ

イドしたときの滑らかさが違う。画面の切替

え、ただページを１個めくったときに、アン

ドロイドはぴゅっと変わったんすよ。でも、

アップルは自然にすっと変わる。僕はそれが

すごく気になって、アップルええなと思って

アップルに切り替えた。でも、いろんな人の

話を聞いていたら、やっぱりそういうところ

日本人は気になるらしい。だから、アップル

をみんな好きなんです。でも、これって世界

にまれなこと。 

 日本人というのはそういうところがあるん

ですよね。すごくそういう独自性を持ってい

るというか、気になるところが、見ている目

がちょっと世界の人とは違うところがあって、

だから車とかでも成功しているんやけど。そ

ういうところをやっぱり僕ら日本人というの

は日本で住んでいたら気づかないんで、そう

いった意識改革をしていただきたいなと思っ

たのでこの質問をさせていただきます。 

 それでは、通告に従いまして、一般質問を

させていただきます。 

 観光や産業施策などをもっとニッチ（隙間）

的に捉え、今の価値を見直すべきでは。 

 ニッチとは隙間などを意味する言葉であり

ますが、近年ではニッチツーリズムやニッチ

ビジネス等、人が気づかない、多数派の目線

ではなく少数派の目線で考え、新たな観光や

産業を創出するという意味合いで使われるよ

うになりました。 

 本市ではどうでしょうか。以前にも質問い

たしましたが、「落ちるナイフはつかむべき」
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といった考え方はできているのでしょうか。

もちろん行政というのは税金を使って事業を

起こし運営しておりますので、その利用に対

し慎重になり多数派の考え方に流される傾向

にあるのは理解いたします。では、その多数

派の考え方でどのような実績、費用対効果が

生まれたのでしょうか。 

 以前にもお話ししましたが、14年前にアニ

メーション誘致の話を議場でいたしたとき、

笑いが起きました。ばかげていると笑われま

したが、価値観は変わり、今ではこぞって多

くの市町村がアニメーション誘致を行ってい

ます。本市では絶対にアニメーション誘致は

しないと強い意思を持って断られましたので、

その話はこの質問の中心にするつもりはござ

いません。中心にするつもりはないんですけ

ども、その経過、この12年、13年の経過はみ

っちりとお話しさせていただきます。ただ、

自分も含めた中での観光や産業の価値観が既

に多数派の考え方になっていないでしょうか。 

 ばかげていると言うのは簡単ですが、観光

や産業の価値観は現実を知って変えるのでは

なく、いずれこれが現実になるといった未来

を見つめる目によって構築されなければ、成

功を収めることはできないのではないかと考

えます。 

 今、皆さんが持っている携帯電話、スマー

トフォンも初めはニッチであり、少数派の目

線で作られたことに気づいていますか。その

当時、ばかげていると笑われたものが世界の

中心になっているということに。 

 以上です。明確な答弁よろしくお願いいた

します。 

○議長（小林 弘君）18番 岡君の質問項目

１、観光や産業施策などをもっとニッチ（隙

間）的に捉え、今の価値観を見直すべきでは

に対する答弁を求めます。 

 経済推進部長。 

〔経済推進部長（北岡慶久君）登壇〕 

○経済推進部長（北岡慶久君）観光や産業施

策などをもっとニッチ（隙間）的に捉え、今

の価値観を見直すべきではについてお答えし

ます。 

 観光面においては、高度成長期以降、多く

の人が国内外を問わず観光を楽しむようにな

る中、国内においては、寺院や温泉といった

観光名所を中心とした全国的に知名度のある

観光地のみが潤うといった状況が長らく続い

てきました。このような状況の中、橋本市で

は高野山の麓にあることから、積極的に独自

の観光コンテンツの開発をめざさず、近隣自

治体と主に高野山麓であることのメリットを

生かす観光戦略を模索してきました。 

 近年においては、アウトドアレジャーの需

要の高まりとともに、サイクリングロードＰ

Ｒにも力を入れていますが、既に多くの自治

体が取り組んでいるため、目立った成果には

至っていません。 

 これまでの多数派の考え方による実績、費

用対効果についてのおただしですが、これま

で既存の施設や事業を全ての世代にＰＲする

というような特定の層にターゲティングせず、

単に多数派に向けた取組に終始していたこと

で、他市町村との差別化が図れず同じパイの

奪い合いとなり、費用対効果は大きくないと

認識しています。 

 これまで何度も議員からおただしいただい

ているアニメーション誘致の成功例からも分

かるように、現状ではＳＮＳなどを活用した

若者の発信力が最も強く、いわゆる「バズる」

ことで、それが即トレンドとなってさらなる

拡散効果が生まれます。ＳＮＳの普及によっ

ていつでも情報に接することができる現在、

ニッチな情報でなければ人々の印象には残ら

ず、他の同じような情報に埋もれていってし

まいます。さらに発信側となる若者にとって
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も、人とは違うニッチなものを発信したいと

いう思いが強いものと思います。その宣伝効

果は、行政や事業者が直接発信するよりもは

るかに説得力があり、効果的であると考えま

す。 

 先日も、これまで十数年続いていた某遊園

地が、Ｖチューバーの起用とＳＮＳでの拡散

をきっかけに入場者数が急増したという話題

がありました。誰もが情報を発信できる現在

は、いつ何が注目されるか分かりません。前

例の踏襲による凝り固まった価値観にとらわ

れず、日々発信される情報にアンテナを張り、

今後の観光資源の開発や産業施策について検

討を進めていく必要があると認識しています。 

○議長（小林 弘君）18番 岡君、再質問あ

りますか。 

 18番 岡君。 

○18番（岡 弘悟君）ありがとうございます。

答弁は100点満点やと思います。これがもし僕

が今回初めて質問しているのやったら、これ

で僕は再質問しません。一切しませんよ。100

点満点やから。それは僕の求めている答えや

からね。 

 じゃあ、聞きたいのは、僕、このお話をず

っとして、僕、４期やらせてもらって今回最

後の一般質問なんですけど、一期で16回一般

質問をする機会があるんですけど、自分の中

で決めてて、だいたい16回のうちの２回はこ

ういった観光とか、こういったものに触れて

いこうということで２回ぐらい、少なくとも

１回は最低するんやけど、僕、これを16年言

い続けてきているんです。16年。今の部長の

答弁、100点満点やけど、今からするの。それ

とも、過去に僕が一般質問をしてから気づい

てたん。今からするの。それとも過去からし

ているの。それをまずはっきりさせましょう。 

○議長（小林 弘君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）私が部長に着

任してから、一般質問の中で令和２年12月の

ときに答弁させていただいた事項に、最後に

今回の答弁に触れさせていただいた、情報を

絶えずアンテナを張るということを入れさせ

ていただいていました。ということは、今か

らやるのではなくて、当時からやらなければ

ならないというような認識を持っていました

が、実際、これまではそのようには至ってい

なかったということです。 

○議長（小林 弘君）18番 岡君。 

○18番（岡 弘悟君）僕、今回、以前から３

回これに関連した質問をしているんですけど、

全部僕の中ではつながってて、飛び飛びにな

っているから切れているように思われてるん

かもしれんけど、一番最初は提案して、提案

型でしているんやけど、２回目は落ちるナイ

フはつかむべきやでという話をして、それと、

誤解されたら嫌やったんで、何でもつかむん

じゃなくてちゃんと精査してやるべきですよ

という質問を、これはセットでさせてもらっ

たんやけど、違う回やけどね。今回、落ちる

ナイフはつかむべきという話から、一生懸命

やりますので、勇気を持ってやっていきます。

勇気を持ってやっていく上で、誤解して何で

もかんでも勇気を持ってやったらけがをする

から、そうじゃなくてちゃんと精査してくだ

さいよ。やらないものはやらない、やるべき

ものは集中してやるということをやってくだ

さいよという質問をして、ほんで今回に至っ

ているんやけどね。 

 じゃ、今もらった答弁も、落ちるナイフを

つかむべきと言った答弁も同じでしょう。僕

の中で、またしないんでしょうとなるんです

よ。ええ答弁を言うてくれとるんやけど、今、

部長も答弁していただいたけど、あの質問を

してから２年、３年たっとるわけですよね。

具体的に、ほんまに１個でもええから、勇気

を持って落ちるナイフって何をつかんだんか。
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ほんまに何をつかんだんかと答えれますか。 

○議長（小林 弘君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）前回答弁した

とき、私は57歳で、この年齢になると新しい

発想がなかなか出てこないので、若い職員た

ちにいろんな意見を求めたいと思いますとい

うことを言わせていただきました。今回シテ

ィプロモーションのいろんな施策を考えてい

る中で、若い職員からいろんな提案を頂きま

した。それが今、岡議員のおただしの答えの

一つになるのではないかなというふうに私自

身は考えています。 

○議長（小林 弘君）18番 岡君。 

○18番（岡 弘悟君）それはそうですね。確

かにそれは部長のおっしゃるとおりかな。 

 もう一つ聞きたいのは、これ、僕、今さら

アニメ誘致をしてほしいという話をしとるん

と違うんです、壇上でも言わせてもらったけ

ど。ただ、その結果どうなっているかという

のやっぱり検証していかんとあかんので、前

半はそれを検証していきたいんやけど、アニ

メーション誘致を絶対しないって２回断られ

とるんですけど。２回というか、きっちり断

られたのは、完全にしないというのは２回や

けど、その理由を教えてください。 

○議長（小林 弘君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）当時の議事録

等を何度も読ませていただいている中で、や

はり経済的な効果をきっちりと出せている自

治体とそうではない自治体がある中で、本市

としてアニメーション誘致に踏み込めなかっ

たというところが、当時の断った理由だとい

うふうに思っています。 

○議長（小林 弘君）18番 岡君。 

○18番（岡 弘悟君）それは矛盾しますよ。

そもそも論、費用対効果で言うんやったら、

費用は僕はそもそもかからんと言うとるんや

もん。莫大なお金をかけてしろって言うてな

いんですよ。アニメーション誘致で僕が一番

最初に議論させてもらったのは、基本的に費

用対効果の話をするときに、最初に入れる必

要なお金が少なくて済むからやりましょうと。

失敗してもさほどお金がかかってないから、

そんな大ばくちに出る必要がなくて費用対効

果を得られる可能性があるからやりましょう

という話をしているんですよ。そもそも論、

そこからして議論がおかしいね。ええけど。 

 そして、そのときまだ部長、ここにはいら

っしゃらなかったんで、議場にはいらっしゃ

らなかったんですけど、僕、ほんまに笑われ

たんですよ。後から当時の部長にも、「議員が

そんなあほな話をしたらあかんで、岡さん」

と言って結構怒られたんやけど、それはいい

ですよ。 

 時代が変わってと言うけど、今、議場でこ

の話をして笑う人がおるかどうか分からんけ

ど、でも、やってないでしょう。認識が変わ

ったと言いながらやってないんやから、それ

は絵に描いた餅の話。 

 部長に聞きたいんですけど、僕がちょうど

一般質問をそのときしたときに、くしくも和

歌山市で同じ週に、僕、知らんかったんです

けど、朝日新聞に載っていた。和歌山市がア

ニメーション誘致に乗り出しましたって、和

歌山版に載ったんですよ。すごいことやり出

したなって、僕、ちょうど一般質問が終わっ

た後やったんやけど、和歌山市はやったんや

と思っていたんです。今その効果、知ってい

ますか。ちょっと待ってくださいね。画像を

お願いできますか。 

 これ、和歌山県の公式ですわ。観光のね。

和歌山アニメ旅。和歌山の公式ホームページ、

観光のね。これ、今、和歌山でこういった取

組で、観光でどんどんどんどん押していって

いるんやけど、部長、橋本市ありますか。 

○議長（小林 弘君）経済推進部長。 
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○経済推進部長（北岡慶久君）残念ながら、

ありません。 

○議長（小林 弘君）18番 岡君。 

○18番（岡 弘悟君）どう思いますか。 

○議長（小林 弘君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）県の観光連盟

のホームページの中にそのコンテンツという

のがありまして、登録されている自治体は、

先ほど議員からおただしのあった和歌山市友

ヶ島を中心とした自治体だけではなくて、県

下ほかにも白浜町も含んでアニメを誘致して、

いろんな人を呼び寄せるという、そういった

取組が紹介されているというふうに思いまし

た。 

○議長（小林 弘君）18番 岡君。 

○18番（岡 弘悟君）映像を戻してもらえま

すか、こっちへ。 

 そしたら、こうなることは分かっていた、

当時から。ニッチな中ではもう聖地巡礼って

始まっとったんですよ。これは確実に来るな

というのは目に見えていた中で、費用対効果

で失敗しているからとかそういう話じゃなく

て、やっていくべきことはやらなあかんとい

うのを僕は一貫して言うているだけの話なん

ですよ。この結果、これですわ。これだけと

違うよ。まだ言いたいことがあるんよ。 

 和歌山市で、和歌山市は何本かアニメ誘致

成功しているんかな。今年、去年の12月やけ

ど、『サマータイムレンダ』というアニメで、

全国の88の聖地巡礼の一つに選ばれたよね。

もちろん部長やったら知っているよね。実は

あまりニュースになってない、本市と関係な

いからあまりみんな知らんのかもしれんけど、

すごいことなんですよ。これだけで経済効果

がすごいんですよ。和歌山市はそんなに予算

をかけたと思いますか、部長。 

○議長（小林 弘君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）予算について

は詳しくは情報として持っておりませんが、

そんなに予算をかけずに、情報としては市民

の方やいろんなマスコミも含めて情報発信を

したというふうに聞いております。 

○議長（小林 弘君）18番 岡君。 

○18番（岡 弘悟君）そしたら、また画面を

切り替えて画像を流してもらえますか。 

 これ、和歌山市の公式のプレス発表。訪れ

てみたい日本のアニメ聖地88、2023年度に認

定されました。僕は悔しいなと思います。た

だ、これ、ここで僕は何も責める話をしたい

んじゃなくて、だから結局、行政がやるべき

ことじゃないという認識がそもそもそこにあ

ったからこの差が生まれたんですよ。だから、

僕は落ちるナイフはつかまなあかんし、ちょ

っと危険を冒してでも踏み込んでやらなあか

んという話をさせてもらった。そのちょっと

の気持ちの差でこれだけの差がつく。これだ

けの差がついちゃったんですよ。同じ種をま

いたんです、僕、和歌山市よりも早く。橋本

市にほんの少しの勇気があったら逆やったか

もしれへん。それを僕、何回も、４年に１回

か２回言い続けてきた。でも、つかもうとし

なかった。 

 その結果、画像を切り替えますけど、これ、

和歌山市とコラボしとるんですけど、いろん

な和歌山市の風景ですわ、和歌山の中にある。

キャラクターと、これ、和歌山城やね。コラ

ボしとるんです。ここを巡りましょうという

のを和歌山市とやっとるんですよ。ちゃんと

和歌山市がやっとるんですよ。民間と違いま

すよ。 

 部長、いっときフィルムロケーションって

はやったんですよね。映画のロケ地とかを巡

るって。僕も１年生議員のときに、当時、委

員長は石橋委員長やったんですけど、富士吉

田市に連れて行ってもらったことがある、勉

強をしに。いいなと思ったけど、本市では無
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理やと思った。フィルムロケーションの一番

の効果があるというのは、富士吉田市で僕は

まだ覚えているんやけど、やはりテレビで見

たときにそこがどこかというのが分かる特徴

的なものがあると観光客を呼び寄せれる。富

士吉田市に何がある。富士山。雄大な富士山

がそこに映るから、すごく効果があってフィ

ルムロケーションを呼びやすいんですという

話をした。うちも高野山はあるけど、見た目

の形でやっぱり高野山って分かりづらいんで、

ちょっと難しいなと。いろんなロケ地を選ん

だとしても、あと人員の問題がある。ロケハ

ンをスタッフをお世話する行政の人間の人数

を聞いたときに、本市では絶対無理やと思っ

た。20人、30人のスタッフが要るんですよ、

行政で。それも24時間。それはしんどいなと。 

 そこで僕は発想の転換をして、その当時は

やり出していたアニメやったら人間もお金も

要らんからという話をさせてもらって今に至

っている。さっきの費用対効果の話とかそん

なんは全然、行政の言い訳やで。全然関係な

い。 

 これ、いろんな和歌山の風景なんですけど、

これが面白いのは、フィルムロケーションは

今ちょっと下火になってきて、じゃあ、何で

アニメの中でこんなお城と一緒にコラボしと

ったら面白いかって、僕、いろいろ調べたん

ですよ。そしたら、現実のあるものを現実に

写しているんじゃなくて、まあいえば仮想空

間の中に現実のものが存在しているというの

が面白いんですよね。だから、みんな聖地巡

礼に行くんですよ。アニメという３次元の中

で、実在しない人間が実在するものと一緒に

写っているから、その実在するものを見て、

アニメの主人公が本当におるかのように思う

んですよね。そのギャップが面白いから聖地

巡礼が成功しているんです。画面、戻してく

ださい。 

 だから、フィルムロケーションとちょっと

違う、全然。だから費用もかからない。だか

ら、僕はこのアニメ誘致というのを何で２回

も断ったんかなというのは今でも疑問に思っ

ているけど、その話はいいです。断ったんだ

から。別にやってないんやからもういいです。

ただ単に、前半にちょっと言うとこうと思っ

て。結果はこうですよって。これからのこと

を考えるんやったら、まず結果から話をしな

いとね。 

 それで、橋本市もマイナンバーカードをつ

くろうとかいう話、普及していかなあかんと

いう話、ずっとしていますよね。デジタル庁、

今どんなＣＭをやっているか知っていますか。

ちょっと画像を切り替えてください。『スパイ

ファミリー』、知っていますか。家へ帰って、

知らん人はネットフリックスで見ましょうね。

ネトフリじゃなくてもいいですよ、どこでも

見れるんで。今はやりのアニメーションです

ね。これ、デジタル庁が公式です。ミッショ

ン名が、「この国に住む全員にマイナンバーカ

ードのオペレーション魅力を伝えよ」。 

 一昔前やったら考えられへんでしょう。怒

られたですよ。僕もそれは分かる。これで今

怒る人はいないですよ。すごくいいですよね。

これの動画を見たことはありますか。ＣＭを

やってるの。見てない人は家へ帰って見てく

ださい。ここでも出せるんやけど、議会なん

で出さないですけど。面白いですよ。これ、

動かしたらこのキャラクターも一緒に飛んで

きたりするんですけどね。なかなかユニーク

な、みんなが見てて楽しいホームページにな

っているし、目を引くということに関しては

すごく大事なことですよね。まず見てもらわ

んことには始まらないんで。 

 先ほど田中議員もそんな話、同じ話をした。

僕もそない思う。見てもらって何ぼのもんや

と思っとるんです。いくら作っても見てもら
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えれへんかったら、結局それは作り損なんで。

やっぱり見てもらうための工夫というのは必

要なんでね。どんなにすばらしいもんでも、

見てもらう方向性がなかったら見てくれない

んで。だから、こういうのは大事やと思う。

こんなにも使われとるんです。画面を戻して

ください。 

 それで今、もう一回この質問を、僕、４期

目最後にさせてもらったのは、ほんまに何で

もニッチなところに行かんと、本市はこれか

らしんどいですよ。多数派の話をいくらして

も、勝負する土壌で、土俵の上でいろんなと

ころがおって、横綱から大関からおるんです

よ。そこに入っていって勝負するというぐら

いの話になってくるんですよ。それで費用対

効果が得られると思いますか。さっき費用対

効果の話をされたんで聞きます。そしたらそ

こで費用対効果が得られますか。 

○議長（小林 弘君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）ふるさと納税

を例に挙げても、同じ土壌で取り合いという

ことです。いくら費用をかけても効果が出な

いということもあり得ると思いますので、岡

議員のご質問にお答えとするなら、費用対効

果は得られない可能性もすごくあるというふ

うに思います。 

○議長（小林 弘君）18番 岡君。 

○18番（岡 弘悟君）でも、ずっとそこで勝

負をしてきたでしょう。アニメーション誘致

は費用対効果が得られないからしないと言う

といて、費用対効果が得られない可能性が高

いところでずっと勝負をしてきたわけでしょ

う。矛盾しているんですよ、だから。僕はそ

こが気になって仕方がない。何もアニメーシ

ョン誘致だけにこだわっとるんと違う。ほか

にもいっぱいあるんですよ、ニッチなものっ

て。 

 例えば、今日は画像ばかりになっても嫌な

んやけど、切り替えてください。これ、市は

関係ないんですけど、全国の町村会のちょっ

と古い2017年かな、の会報で出ているんです

けども、福岡の鞍手町「サブカルチャーの聖

地をめざして 廃校を活用した小さなまちの

大きな挑戦」。2017年でこういう挑戦をしとる

んですね。廃校を利用して、いろんなまちぐ

るみで。インフラとかも結構悪いらしいです

わ。学校を統廃合したときに、校舎をどう使

いますかという話をしたときに、いろんな案

を出してもらったんやけど実現に至らなくて、

１人の方がサブカルの聖地にするのに使おう

というのを町長をはじめ、町議会も一丁やっ

てみようかということでやり始めたんです。 

 今どうなっているか。今、くらて学園とい

う形で、まだすごく頑張っておられます。ど

んどんどんどんイベントを持っとるんですね。

中を見たら、これは小さいんですけど、この

校舎の中にいろんなスタジオが入っとったり、

いろんなイベントも行われています。この間

見ていたら廃校キャンプとかね、キャンプも

やられとるんですよね、バーベキューして。

そういうのを民間に委託してやっとるんです

ね。すごく好評らしいです。ほんで、アジア

から大使を任命してアジアからも来てもらっ

て、そういった方たちにもインフルエンサー

として広めてもらっているとかね。 

 そういった形で思い切った挑戦をされてい

るんですけども、ニッチなものって探したら

こうやっていっぱいあるんですよ。そこを僕

が言いたいのは、行政がするべきものじゃな

いやろで片づけてほしくない。それは行政が

することじゃないわという話をせんといてほ

しい。それを言い出したら、時代の変化につ

いていってないのと一緒ですよ。さっきのス

マートフォンと同じ。スマートフォンを持っ

てない方いらっしゃいますか。例えば携帯電

話を持っていらっしゃらない方、今いらっし
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ゃいますか。当時はそんなん持つ必要ないや

ん、要らんやんと言うた時代ですよ。皆さん

持っとるのと違いますのん。スマートフォン

じゃなかっても携帯電話を持ってはるのと違

いますの。持ってて当たり前って思ってませ

んか。いつの間にかそういう感覚になるでし

ょう。 

 少数派の意見というのは多数派になるし、

多数派の意見というのはそもそも少数派の意

見やったんと違うんですか。国民、家で、ご

家庭で車２台あるという時代が来ると思いま

したか。誰も想像してなかったんでしょう。

でも、今ご家庭で普通に車を２台持ってはる

家庭、多いですよね。奥さんと旦那さんって

ね。子どもさんまで持ち出したら駐車場がな

いという、僕らはよくお話も聞きますよ。そ

んな時代が来ると思いましたか。でもずっと

言うとったんですよ。車社会になって、駐車

場は大きく取らなあかんよって。そんな時代

になるんですよね。 

 少数派の意見が全部そうなんですよ。スマ

ートフォンだけと違いますよ。いろんな世界

で少数派の話が最終的には多数派。でも、全

部が全部ならない。だから、以前に質問した

ようにちゃんと精査してほしいって。やるこ

とはきっちりやって、やらないことはきっち

りやらないというふうにしてほしいって。で

もそれを精査したかどうかですよ。アニメー

ション誘致にしても、僕、こんなん言うたら

悪いですけど、ちゃんと精査してないでしょ

う。やらないという前提の下で理由付けをつ

くるから僕に突っ込まれるんですやん。理論

が逆なんですよ。理論を構築して、こういう

理由やからこういう理由やから最後やらない

というところに行き着いたんであれば、その

ロジックを崩すのは僕、しんどいですよ。何

で簡単に崩されるか。簡単ですよ。逆から行

くから。やらないから理論をつくっていくか

ら。そんなロジックは通用しないんですよ。

だから、きっちりやるべきことはやるように、

最終目標を立てて下から上げてきてほしい。

それ、１回答弁願えますか。 

○議長（小林 弘君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）行政の施策を

いろいろ取り組んでいる中で、まず到達点を

考えてというようなことも私の中では一つあ

りました。ただ、議員がご指摘のあるお話に

ついては、アニメーションのことについては、

本当に私たち職員の中で他の自治体の成功事

例をかいま見ているだけで、本市で仮にする

となったらというようなそういった議論も、

一切できていなかったということが事実です。 

○議長（小林 弘君）18番 岡君。 

○18番（岡 弘悟君）きついことばかり言う

ているんで、あまり今日は提案型やから詰め

ようとは思わなかったんですけど、あんまり

あんまりやから、同じことの繰り返しはもう

嫌なんではっきり言いますよ。自分たちでロ

ジックを組み立てるんやったら下から行きま

しょう。やらない前提でつくるから話がおか

しくなる。やらないように行き着いたんなら

構いません。まずそこ一点ね。 

 それと、これから提案していきたいんです

けど、部長、ごめんなさいね、きついことを

言うて。僕、好きな会社があって、全然自分

が肩入れしてとかそんなんとちゃいますよ。

その会社は、固有名詞は出さないですけど、

そこの会社がちょっとユニークで、それを部

長に紹介したいんですけどね。そこの会社の

紹介が面白くて、画面、まだ出さなくていい

ですよ、読むだけなんで。会社のことって書

いてあるんです。これは普通に公式のホーム

ページに載っとるんですけど、それがすごく

面白くて。人にはそれぞれ思い描く夢があり

ます。その意味では、たくさんの人が集う会

社は夢の集合体と言えるかもしれません。こ
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の会社は、エックスジャパン、ヒデのインタ

ーネットや携帯電話で音楽を聴く世界になる

という言葉を信じたところからその一歩が始

まりました。我々の出自はその夢物語のよう

な言葉なのです。今やそのヒデの予言にも似

た言葉に異論を唱える人はいないでしょう。

しかし、彼がその言葉を口にした当時、ほと

んどの人はそんな夢物語が実現するはずがな

いと思っていました。ヒデが旅立ったときの

スタッフが僅かな人数で始めたのがこの会社

です。今、日経のプライム市場です。夢で始

まった会社が。誰も信じなかった夢をつかも

うとした人たちがエックスジャパンのヒデの

スタッフをしとったんですよ。エックスジャ

パンが解散した後にね。ヒデが亡くなったと

きに自分たちはどうしようかと考えたって。

そしたら、ヒデが残した言葉。ヒデを信じて、

それをヒデの遺志としてやっていこうって。

その決めた人たちが会社を起こした。それが

もはや大企業です。 

 それってやっぱり何をやるべきかってちゃ

んと考えて、何が未来にとって実現するかと

いう自信と、そしてくだらんという話を真剣

にやるかどうかやと思う。結局そこしかない

んですよ。中途半端にするんじゃなくて、く

だらない話を真剣にやるからできるし、くだ

らないことを真剣にやるから面白い。観光も

全部そうでしょう。今の商業も全部そうとち

ゃいますか。ニッチなって、ニッチってそう

いうことやと思うんですよ。その感覚を行政

にも今は持ってほしいと思っているんです。

部長、どう思いますか。僕はその感覚がこれ

からの橋本市にとってほんまに必要なものや

と思うんですけども、それについてお答えく

ださい。 

○議長（小林 弘君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）前回、令和２

年12月に質問があって、今回改めて質問を受

けて、職員でいろいろ話している中で、やは

りニッチな情報をいかにつかんで、５年先10

年先のところを自分たちがどのようにしたい

かというような考えというのが本当に不足し

ているというのは、職員同士の中でも考えま

した。議論もしました。そんな中で、私自身

がやはりそういった指針、方向性というのを

きっちりとやっぱり目的、目標を持って出す

べきだというふうに改めて、今日の昼休みも

議論しとったんですけども、そういう認識を

持ったところです。職員の意識というのは、

当時と比べてやはり、されどですが、岡議員

からするとまだまだというふうなことをもち

ろん言われると思うんですが、職員の意識や

情報収集のいろんなアンテナの張り方という

のは明らかに変わってきていると、そんなふ

うに私自身感じているところです。 

○議長（小林 弘君）18番 岡君。 

○18番（岡 弘悟君）ありがとうございます。

気持ちは伝わっていると思うし、あとはやっ

てもらえるかやってもらえれへんか。やるに

しても何でもかんでも、以前も言うたけど、

やっていかなあかんということではないと思

う。そのときそのときにチャンスがあればや

っていくというんかな。チャンスをつかむこ

とをしてほしいという意味で、落ちるナイフ

はつかむべきという話をしているんで、何で

もかんでもつかんでたら失敗するんでね。で

も、チャンスを逃してしまうというのは、結

局はアンテナと価値観と固定観念。そんなも

のどうにもならんやろう、実現するはずがな

いという固定観念。これ今、部長だけに話を

しているけど、全ての行政施策もそうと違い

ますか。学校教育もそうじゃないですか。固

定観念ではできないですよね。様々変わって

いく中で、やっぱりニッチなものもきっちり

取り入れていかないと。王道ばかり行ってて

も仕方がない。全てに通じるものやと思いま
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す。 

 部長、余談になるんやけども、ユーチュー

ブも橋本市の公式、もうちょっとやっぱり見

てもらわんとあかんと思いますよ。それは何

でかと言ったらやっぱり、もうちょっとニッ

チにつくっていくんかな。さっきも言うたけ

ど、興味を持ってもらわな見てもらえれへん

のやから。変な話ですけど、防災とかそうい

うのは僕、少人数でもいいと思うんですよ。

何でかというたら少人数でも効果が上がるか

ら。でも、アピールしていくものという部類

のものは、多くの人に見てもらって効果が上

がるものやから、やっぱり見てもらえるつく

りをしないと、こちら側が作っているものが

ええものやと考えたらあかんですよ。人が何

を求めているかというのを考えて作らないと。

その辺やっぱり感覚がずれているんかなと思

います。 

 だから、僕もユーチューブ好きで見るんで

すけど、モデラーって、プラモデルを作る人

ね。僕、好きなんですよ。プラモデルを延々

作る動画。モデラーって今、プロのプラモデ

ルを作る人がおるんやけど。この中、みんな

知らん人も多いと思うけど。高値で取引をさ

れたり、すごく人気がある。海外でもすごく

人気があるんやけど、その人たちの動画回数

100万回超えるんですよ。プラモデルを作って

いる動画が100万回超えるんですよ。多いもの

やったら400万回行くんですよ。橋本市の動画、

何回再生されているんですか。つまり求めて

いる方向性というんかな、そんなん作っても

しゃあないと思っているかもしれんけど、そ

れだけの人が見るというのは僕らの感覚では

ちゃうんですよ。人口の１％の人が興味があ

ったらええって言うてますやん。総人口の

１％を狙いにいったらいいって言うてますや

ん。何でそんな大きいところへ行くんですか。

それだけで100万回行くんですよ。 

 そういう考え方を持ってほしいという意味

で今回一般質問をしていますし、この16年間

ずっと言い続けてきたことは、できたら、実

行してほしいという話ではなくて、そういう

意識を持って、これから観光でも商業でも、

あとは行政にしてもやっていかないと、本市

の規模で考えていくと多数派、マジョリティ

ーなことをしていってても全く芽が出ないし、

マイノリティーを考えていかないと我々の行

政も観光も商業も右肩下がりになっていく。

それを変えていくのはやはりまず行政の価値

観やということを僕は思っていますので、そ

れを少しずつでも変えていっていただきたい

ということを要望して、私の一般質問を終わ

ります。 

 以上です。 

○議長（小林 弘君）18番 岡君の一般質問

は終わりました。 

 この際、２時まで休憩いたします。 

（午後１時45分 休憩） 

                     

（午後２時00分 再開） 

○議長（小林 弘君）休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 日程に従い、一般質問を行います。 

 順番10、11番 杉本君。 

〔11番（杉本俊彦君）登壇〕 

○11番（杉本俊彦君）ただ今議長の許しを得

ましたので、通告に従い、一般質問を行いま

す。 

 まずは、８年もの間、市民の方々に推して

いただき、議員をさせていただいたことに感

謝いたします。また、選挙を戦った同僚議員

の方々、行政の方々、本当に感謝いたします。

ふがいなさを少し、気になるところも少し、

思い出を少し交えて話しさせていただきます。 

 まず、いろいろありましたんですが、やり

たかったことでできなかったこととかを中心
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に前置きさせてください。 

 まず、住民投票条例がなくてもすぐ住民投

票ができるのかというのが引っかかった点で

ありました。住民投票は選挙と違うので、全

国を見渡せば、中学生や外国人の方にも投票

権がある市区町村がありますが、この住民投

票条例を必要なときに短時間、短期間でつく

れるのか気になります。今すぐに本市では住

民投票はできません。しかし、どうするのか

というのも気になっております。 

 また、ふるさと納税が５億円以上になる方

法を築いたのか。来年は７億円、再来年は10

億円と順番に増やしていくことができるのか

どうか。 

 あるいは、市職員の育成について。職員の

育成に関しても、高卒の方や短大卒の方々も

直接大学院へ進学できます。勉強したい人は

市役所にはたくさんいます。ぜひ時間に融通

を利かすなり、勤勉手当等支給も考えてほし

いと思っています。 

 市道の修繕計画の見直し。市道の修繕につ

いても、穴ぼこだらけのところを自転車とか

歩くと怖いと思うところがあります。修繕の

優先順位の見直しも計画されているのでしょ

うか。 

 上水道の長寿命化方法、あるいは５月８日

から２類から５類になるアフターコロナにつ

いて、これは５類になるということは、今後、

毎年コロナワクチンの注射をしなくてはなり

ません。５類になるということでインフルエ

ンザと同じようになりますから、１回やり始

めたら毎年、今日はインフルエンザＡ型、ほ

んで次の日はコロナＢ型とかいう形に、何か

分かりませんが毎年打たんなんようなことに

なるというのがつらいです。早いこと日本の

製薬会社も、コロナワクチンを作って国内で

お金を回してください。税金がまた外国に持

っていかれる気持ちを静めなければなりませ

ん。 

 空き家対策。空き家の再生はどのくらいの

件数があるんでしょうか。 

 ため池対策あるいはシビックゾーンについ

て。先ほど10番議員が図書館のことをお話し

されておりましたが、造ることでマイナスば

かりのことを市は考えていらっしゃると思う

んですが、和歌山市の図書館も行かれたら、

上はホテルになって自主財源獲得に動いてお

ります。下にはツタヤが入って、本を貸し出

すのを民間にも委託しております。場所代を

もらえばお金は入ります。いろんな方法が図

書館にはあります。あるいはシビックゾーン

なので、市役所を新しく15年20年先に基金を

積み立てるということを言われています。ど

んな市役所ですかって。ただ建てるだけだっ

たら自主財源獲得できません。上をホテルに

しませんかという話です。 

 先日、橿原市の八木駅にあります橿原市役

所に行ってきました。上は見事にホテルです。

自主財源は全部のまちが困っておるところな

んで、何をするにしても自主財源を獲得する

ということを考えれば何とかなるはずです。 

 また、幹線道路の街灯についてであります。

幹線道路の街灯にですが、京奈和自動車道を

橋本出口を出て左方面に紀見峠辺りまで、右

方面に橋本高野橋辺りまで、横道の出口辺り

以外街灯がなく、原田小峰台線も真っ暗です。

明るい橋本市にしませんか。確かに予算の問

題はあります。 

 また、防災ラジオについてなど、対策や考

え方を質問したいことはたくさんあります。 

 本会議場に上げるまで、私は民主主義だと

言い聞かせて、いろんな人にこれはどうでし

ょうかというふうに聞くんです。聞けば聞く

ほど自分で何を聞いていたのか分からなくな

ってしまって。でも、市民の方々の応援のあ

かしだと今も感謝しています。 
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 さて、本日私自身最後の一般質問なので、

いつもどおり、ぼちぼち気合を入れて頑張り

ます。 

 それでは、人口減少時代に向けた自主財源

確保についてをお尋ねします。 

 今後、本市は自主財源を生み出す必要があ

ります。前倒しでそういう時期が来ています。

本市の人口予想予測では、６万人を切るのは

2027年ということで計画をしていましたが、

2022年12月に日本人の住民登録者数が６万人

を切ってしまいました。５年も早くです。６

万人を切ってしまったんです。歳出を賄うだ

けの歳入がなければ、今後の市民サービスに

不安を感じてしまいます。こんなにも人口減

少が急速に進んでいるのに、本市は自主財源

を生み出す必要性をどう感じているのでしょ

うか。具体的に何をどうするつもりなのでし

ょうか。予定や計画で結構です。よろしく考

えをご説明お願いいたします。 

 私は、市内の用地や廃校跡を利用し、例え

ば橋本リゾート事業等まちを前向きに売り込

んで、明るくかつ元気にするために橋本人口

を増加させる施策が必要だと考えますが、市

当局の見解はどうでしょうか。よろしくお願

いいたします。 

○議長（小林 弘君）11番 杉本君の質問、

人口減少時代に向けた自主財源確保に対する

答弁を求めます。 

 総務部長。 

〔総務部長（井上稔章君）登壇〕 

○総務部長（井上稔章君）杉本議員のご質問

に対しまして、かなり緊張しておるんですが、

精いっぱいご答弁させていただきます。 

 人口減少時代に向けた自主財源確保につい

てお答えします。 

 まず、自主財源を生み出す必要性とその具

体策ですが、本市の自主財源は市税、分担金

及び負担金、財産収入、寄附金、繰入金、諸

収入などが挙げられ、令和３年度一般会計決

算では、市税収入が約69億4,000万円と最も大

きく、収入の23.8％を占め、次いで諸収入、

繰入金、寄附金の順となっています。 

 自主財源の必要性については、議員おただ

しのとおり市民サービスを低下させないよう、

歳出を賄うだけの歳入の確保は重要課題であ

ると認識しています。自主財源確保のための

具体策として、本市では市内での雇用の創出

と市税収入の増加を目的に企業誘致事業を進

めており、平成17年度から令和３年度までの

17年間で操業した41社の総計で1,364名の雇

用が確保されるとともに、約17億7,000万円の

市税収入を得ることができました。さらに今

後については、あやの台北部用地での企業の

操業も控えており、さらなる効果が期待でき

ます。 

 また、平成30年度に策定した第二次橋本市

行政改革大綱において、市税等の徴収率の向

上、債権の適正管理、広告掲載やネーミング

ライツなどにより財源確保に努めるとともに、

本年度策定中の第三次橋本市行政改革推進計

画では、ふるさと納税の受入れ推進などにつ

いても、目標額を設定した上で計画的に実施

していくこととしています。 

 次に、まちを明るくするための施策が必要

だと考えるがとのおただしですが、本市の施

策は長期総合計画に基づき実施しており、３

年間を一つのスパンとして実施計画を策定し、

市政運営を行うこととしています。 

 今後、来年度から始まる第二次長期総合計

画後期基本計画に位置付けた重点プロジェク

ト、まち全体で子どもを育む、まちの魅力を

磨き伝える、住み続けられるまちをつくるを

中心に、着実に事業を実施してまいりますの

で、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（小林 弘君）11番 杉本君、再質問

ありますか。 
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 11番 杉本君。 

○11番（杉本俊彦君）ありがとうございます。

では、再質問です。 

 人口減少時代に向けた自主財源確保という

中の内容なんですが、まず一つ、新しい産業

の誘致。新しい産業を誘致することで、地域

の雇用創出や経済活性化を促進することがで

きます。具体的には、地場産業の育成や観光

業の振興など、地域の特性を生かした産業の

誘致が有効です。 

 二つ目、地方税の見直し。これは地方税の

見直しを行うことで自主財源を確保すること

ができます。具体的には、固定資産税や地方

消費税などの税制の見直しや市民税の改正な

どが挙げられます。 

 三つ目、地域の資源活用として。地域の資

源を活用することで自主財源を確保すること

ができます。具体的には、市有地や公共施設

の有効活用や地方特産品の販売促進などが考

えられます。 

 四つ目は、行政の効率化です。行政の効率

化を図ることで無駄な費用を削減し、自主財

源を確保することができます。具体的には、

業務の見直しや人員の削減、外部委託の活用

などが挙げられます。 

 以上のような取組を行うことで、人口減少

時代に向けた自主財源確保に対応できる可能

性があります。このうち２番目の質問は、先

ほどお話しいただきました。また４番目の話

は、過去に職員の給料カットをはじめ、ＤＸ

の推進など理解しております。 

 では、１番と３番についてこの写真で話し

ます。写真をやってもらえますか。ありがと

うございます。では、モニターをご覧くださ

い。今の答弁の中では、主に地方税の見直し

と行政の効率化について説明されましたが、

ほかにもこんなことができますということを

お話ししたいです。 

 実は、観光業の振興と市有地等を活用し観

光農園を行う等では、１年中果物や野菜を生

産できる農園をつくり、その農園内を電気自

動車で回れ、またバス停を設けたところに停

止させ、好きな果物や野菜を収穫する。もち

ろんオートキャンプやグランピング、バーベ

キューサイト、自然体験型アクティビティー、

ウオーターアクティビティー、農業用モノレ

ール、モノラックというんですかね、宿泊施

設、エントランス、加工体験、温泉、レスト

ラン、イベント広場、ドッグラン広場などで

す。これは年中生産可能な観光農園と年中可

能な体験型アトラクションを合体させた、実

は日本初の（仮称）地方創生橋本リゾートで

す。勝手につくっております。名前はすいま

せん、私が勝手に名付けたものです。 

 働き場所をつくり、観光客を呼び込み、地

方税収入を見込め、自主財源確保の１案と思

っています。（仮称）地方創生橋本リゾートを

やるかやらないかについては市にお任せしま

すが、橋本市を市内外にＰＲし、住民が未来

に希望を持つことができ、また観光で訪れる

方々が、橋本市は楽しくて明るくて面白いま

ちだと感じていただける、そんなわくわくす

るようなまちづくりを期待していますし、人

口が減少し、市税収入が減る中で知恵を出し、

様々な形で財源をつくり出して、そんな楽し

い計画を立てられる市役所であってほしいと

願います。これは要望ですので、お答えは結

構です。 

 さて、自主財源確保には市政を計画的に運

営をしなくてはならないと私は考えますが、

本市の長期総合計画において、以下のような

取組が挙げられています。 

 一つ目。まちづくりに関する取組。市街地

の活性化、観光客の誘致、地域住民生活環境

の向上など、まちづくりに関する取組が挙げ

られています。具体的には、商業施設の整備
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や公共交通機関の充実、観光資源の開発など

が含まれます。 

 二つ目は、教育に関する取組です。教育環

境の整備や教育資源の充実に取り組むことが

挙げられています。具体的には、教育施設の

改修や充実、地域の子育て支援、教育イベン

トの開催などが含まれます。 

 三つ目は、環境に関する取組です。環境保

全や自然資源の活用に関する取組が挙げられ

ています。具体的には、再生可能エネルギー

の普及、循環型社会の実現、森林保全などが

含まれます。 

 四つ目は、福祉に関する取組です。高齢化

社会に向けた福祉環境の整備や健康づくりの

ための支援など、福祉に関する取組が挙げら

れています。具体的には、福祉施設の充実、

地域の健康支援、介護人材の育成などが含ま

れます。 

 以上のような取組が実施されてきました。

また、本市の令和５年度からの５年間で、第

二次長期総合計画後期基本計画における重点

プロジェクトとして、まち全体で子どもを育

む、まちの魅力を磨き伝える、住み続けられ

るまちをつくるとありますが、考え方やその

内容をお答えください。 

○議長（小林 弘君）総合政策部長。 

○総合政策部長（土井加奈子君）第二次長期

総合計画後期基本計画に掲げる三つの重点プ

ロジェクトについてお答えします。 

 まず、この設定した理由なんですけれども、

まず橋本市の強みとしてゼロ歳から９歳の転

入超過に見られるファミリー層の転入が多い

ということ。逆に弱みとして、出生率が低い

ということと就職や進学によって市外に出る

人が多いということで、強みを伸ばして弱み

を補うために三つの重点プロジェクトを設定

いたしております。 

 一つ目のまち全体で子どもを育むでは、出

生数の改善を図るため、ファミリー層の転入

促進を通じて、橋本市で暮らす人が希望する

数の子どもを持つことができるまちをめざし

ております。 

 二つ目のまちの魅力を磨き伝えるですが、

本市は人口減少が進行している一方で、子育

て世帯の転入が進んでいることが人口動態に

おける特徴であります。また、市に対する評

価は、特に子育て施策に対して高いことも特

徴であります。これらの特徴を生かして、橋

本市での暮らしに魅力を感じ、親子でまちに

暮らす人が増えるよう、ファミリー層のさら

なる転入促進を図っていきます。 

 それから、三つ目の住み続けられるまちを

つくるでは、転出超過の抑制のために、市内

の住みやすさ、働きやすさの向上を図るとい

うことで、少しでも市外に流出する人口の減

少を緩やかにしたいと考えています。それぞ

れのプロジェクトの方向性を定めた上で取組

内容を整理し、将来像であるにぎわいと活力

がある元気なまち橋本の創生に向けて施策を

推進していきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（小林 弘君）11番 杉本君。 

○11番（杉本俊彦君）ありがとうございます。

今、部長からお話しされた話は、橋本市は進

んでいるなと思うんで、それは立派にやって

いるんやなというふうには感じております、

私は。でですけれども、ちょっとまたなんで

すが、私にはまち全体が魅力的で住み続けら

れる場所となり子どもを育てることができる

ためには、次のような方法があると考えます。 

 一つ。安全で健康的な環境の整備。まち全

体にわたって安全で健康的な環境を整備する

ことが大切です。公園や緑地、自転車道など、

身近な場所で運動や自然体験を楽しめる場所

を整備することで、子どもたちの健康的な育

成につながります。 
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 二つ目。子育て支援の充実、町全体で子育

て支援を充実させることも大切です。保育所

や幼稚園、学童保育など、子どもたちを預か

る施設を整備することで親が働きやすくなり、

子どもたちも安心して過ごせます。 

 三つ目。コミュニティの形成。地域の人々

が交流する場を設け、コミュニティを形成す

ることも重要です。地域の人々がお互いを知

り合い協力し合うことで、子育てや地域の問

題解決に取り組むことができます。 

 四つ目。地域の文化や歴史の活性化。これ

はまち全体の文化や歴史を活性化することで、

地域の魅力を高めることができます。地域の

歴史を学ぶ場や文化的なイベントを開催する

ことで、地域住民のつながりが深まり、子ど

もたちにも地域への愛情を持つことができま

す。これらの取組を継続的に行い、地域住民

が協力し合いながら、まち全体が魅力的で住

み続けられる場所となり、子どもたちが健や

かに育つ環境を整えることを考えていただき

たいのです。 

 ちなみにこの提案は、私が家でＯｐｅｎＡ

Ｉ社のチャットＧＰＴに質問して答えていた

だいたもので、ＡＩでもこんなことを考えら

れるんですよ。橋本市のことを常に思ってい

る職員であれば、もっと橋本市をよくできる

計画を立てられると考えています。 

 さて、以前も私が質問をし、今、議会でも

同僚議員が質問しましたが、６番議員の方で

すけども、橋本市立大学を設立するという取

組は、人口減少時代に向けた自主財源を確保

できる方法であると考えています。紀の川市

も予算をつけて大学設立に動いています。ぜ

ひ橋本市でもこんなことも考えてください。

これも要望ですので返事は要りません。 

 次に、これも市が自主財源を確保するため

の取組だと考えておりますので伝えます。 

 農業と福祉を合体する事業なんです。農福

連携というのがあって、この取組には、運営

には、どのようなことが必要でしょうか。お

答えください。お願いします。 

○議長（小林 弘君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）市が自主財源

を確保するための取組の一つとしての農福連

携事業のご提案ということでお答えさせてい

ただきます。 

 まず、農業分野では作業に従事してもらう

場合、障がい者や事業所との最初のつながり

をどう持てばよいか、どのような作業を依頼

すればよいかといった課題があります。また、

福祉分野では、事業所が農業をする場合の土

地の確保、それから資材の確保、農業技術の

習得が主な課題となっています。土地を借り

る、機械等の資材の入手、農業技術、生産物

の販売等をどこにすればよいのか、誰に教え

てもらえばよいのか等の課題があります。 

 過去、４番議員からもこの農福連携につい

て、福祉課や農林振興課が窓口になって相談

があった場合には対応させていただきますと

いうような答弁をさせていただきました。本

市では、なかなか大きな実績につながるとい

う事業はありませんが、全国的には就労が安

定して高収益につながり、結果として自主財

源の確保の一端を担っているというようなと

ころがあります。受け身の状態では本当に前

に進みませんので、農業者のいろんな課題を

福祉関係者と情報共有できるような場を設け

ることも含めて、引き続き取り組んでいきた

いと考えています。 

○議長（小林 弘君）11番 杉本君。 

○11番（杉本俊彦君）私はこの８年間、いろ

んな提案型の質問をしてきました。私は答弁

を指摘したりとか、行政のやっていないこと

を責めたりするような対峙したことは得意で

はありません。常にバーサス行政じゃなしに、

ウイズ行政なんですよ、態勢的に言いまして。
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私は行政とともにという姿勢で議会に臨んで

きました。どういう立場になってもその姿勢

は変わりませんし、自分自身もやりたいこと

はまだまだ実はあります。皆さんと同じよう

に、ここにいる皆さんと同じように、私は橋

本市が大好きです。今の市の施策に不満があ

るわけではありませんが、ぜひこのまちをも

っともっとほかのまちに自慢できるまちにし

ていってほしいと強く思っています。 

 そもそも議員になろうとしたきっかけは、

10年前に「恋するフォーチュンクッキー橋本

バージョン」に関わったことかもしれません。

橋本市にはこんなことをしたいという職員は

おらんやろうなというのを実はＳＮＳに書き

込んで、掲示板で投稿したわけなんです。市

役所にはおらんのやろなと書いたもんやさか

いに、ちょっと待ってくださいて、私は橋本

市の職員〇〇ですと名のって、聞き捨てなり

ませんと書いてきたんですよ、ある人が。こ

この場におる人ですけどね。この場におる職

員の方なんですけども。そうやけども、ほん

まにびっくりして、聞き捨てなりませんと来

たんですから、うわ、すごと思って、それが

きっかけで、そんなやり取りがあって、今か

ら思えばたった１か月の出来事でしたが、私

は普通の会社員でしたから、別に全然何も思

ってなかってやっとっただけなんですけど、

私には衝撃が走りまして。 

 進めていくうちに、こんな職員や議員や、

ここにおる議員ですけども、女性の。当時の

今の市長じゃない前の市長のときやったんで

すけども、分かってきたからなんですよ。だ

んだん分かってきて、すごいまちやんって。

それまで10年に１度ぐらいしか市役所には足

を運んだことがなかったんです、私。10年は

言い過ぎかもしれませんけど、ひょっとした

ら20年に１回かもしれません。本当にめった

に市役所には来なかった人間なんですよ。で

も、その瞬間、立候補するまでは時間はかか

りませんでした。まちをやりたいなというふ

うに感じて。同級生も１年前に市長になって

いましたし、そうなんや、まち変えれるやん

というふうに、そんな雰囲気やったんですよ。

それで立候補するまでは時間がかからず、ほ

んまにあっという間でした。 

 念のために「恋するフォーチュンクッキー

橋本バージョン」、最近見た人はいないと思う

んですよ。昨日見たら、17万回再生やったん

ですよ。すごかったよ。それが17万回って、

１人で２回見ても１回しかカウントしないん

です。アカウントしかカウントしないんで。

携帯で見たりパソコンで見たりしたら２回に

なるんですけども、１アカウント当たり一つ

ということなんで、17万回アカウントという

ことは橋本市の人口の３倍ぐらいですやん。

すごいなと思いまして、それぐらい再生され

ております。それを見たときにぐっと来る気

持ちがまた込み上げてきます。うれしかった

です。 

 これからまた職員が引っ張って、市民を盛

り上げていくイベントを期待しています。私

は何とかコンサルタントとか名のって、市か

ら仕事をもらって、イベントを考えていきた

いなとかも思っているんですけども、それは

無視してください。 

 平木市長、答弁は結構ですが、お体にはく

れぐれも気をつけてください。そして、残り

の市政に全力で取り組んでいってください。 

 これで私の質問は終わります。ありがとう

ございました。 

○議長（小林 弘君）11番 杉本君の一般質

問は終わりました。 

 この際、２時45分まで休憩いたします。 

（午後２時31分 休憩） 

                     

（午後２時47分 再開） 
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○議長（小林 弘君）休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 日程に従い、一般質問を行います。 

 順番11、８番 髙本君。 

〔８番（髙本勝次君）登壇〕 

○８番（髙本勝次君）そしたら、行います。

通告に従いまして、一般質問を行います。 

 今回も３項目ありまして、まず一つ目は、

加齢性難聴者の補聴器購入費助成制度につい

てであります。 

 日本老齢医学会によると、加齢によって起

こる加齢性難聴は一般に50歳頃から始まり、

65歳を超えると急に増加すると言われていま

す。その頻度は、60歳代後半では３人に１人、

75歳以上になると７割以上が発症するとの報

告もあり、誰もがその可能性を有している課

題であります。 

 2015年に厚生労働省が策定した認知症対策

の新オレンジプランでは、難聴を認知症の危

険因子の一つとして挙げています。また、2017

年のアルツハイマー病協会国際会議では、「認

知症の35％は予防可能な九つの要因によって

起こると考えられる。その中で難聴が最大の

リスクである」と発表し、難聴により脳に入

ってくる情報が少なくなることが脳の機能低

下につながり、鬱病や認知症につながるとも

指摘されています。 

 しかしながら、難聴者が使用する補聴器の

価格は片耳で約３万円から20万円、両耳とな

ると倍以上ということです。高額であるにも

かかわらず、医療保険が適用されません。補

聴器があまりにも高額で購入できない高齢者

が増加しています。 

 軽度・中度の加齢性難聴者への補聴器購入

支援は、多くの高齢者が聞こえづらさから少

しでも解放されるために必要不可欠な施策だ

と思います。高齢者が幾つになっても生涯安

心して暮らせる、健康で自分らしく生きるこ

とができる橋本市になるよう、議会、行政当

局を挙げて取り組まなければと思います。 

 地方議会で、「（加齢性）難聴者の補聴器購

入公的助成を求める」意見書の採択は、2021

年７月現在、橋本市議会を含め、186議会とな

っています。 

 補聴器購入費助成制度実施自治体は、2021

年７月時点で35自治体でしたが、現在は120

自治体へと大幅に増えています。意見書が増

えると同時に、実施自治体も増えていってい

ます。 

 私が2019年９月議会で加齢性難聴者の補聴

器購入助成制度実施の一般質問を行ったとき、

「加齢性難聴になると認知機能の低下や鬱傾

向を引き起こすと言われています。加齢性難

聴の特性や補聴器の有効的な使用方法、使用

実態を専門医から伺い、介護予防支援策につ

なげられないか検討したいと思います」と、

こういう答弁をいただきました。ぜひ、本市

で助成制度実施をしていただきたく、繰り返

しまた質問して、答弁を求めたいと思います。 

 大きな項目二つ目は、福祉タクシー券の助

成制度についてです。 

 現状の福祉タクシー券は、年間使用25枚の

発行で、乗車１回につき初乗り運賃ワンメー

ターのみの１枚しか使用できません。私は昨

年の６月議会で、１枚100円の利用券にして、

運賃支払い時に複数枚使えるように提案しま

した。当時のご答弁で検討しますとのことで

したが、どう検討されたのかお尋ねします。

昨年の６月議会で質問した内容も踏まえてご

答弁をお願いいたします。 

 大きな項目三つ目ですが、新型コロナウイ

ルス感染症対策についてです。 

 政府は、新型コロナウイルス感染症の感染

症法上の位置付けを現在の新型インフルエン

ザ等感染症（２類相当）から、季節性インフ

ルエンザと同等の５類感染症に５月８日から
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引き下げるとの方針を決めました。 

 ５類感染症に変更しても新型コロナウイル

スの性質が変わるわけではなく、新型コロナ

は季節性インフルエンザよりはるかに感染力

が高く、同等とは言えません。新型コロナは、

引き続き警戒を強めることが必要な感染症で

す。 

 ５類感染症に変更されても新型コロナの感

染が広がらないか、市民の不安が残ります。 

 現在、ＰＣＲ検査は公費負担ですが、段階

的に有料になるとしています。 

 ＰＣＲ検査が有料となると、医療費３割の

自己負担で、ＰＣＲ検査は2,550円、抗原検査

だと1,332円という報道もあります。有料とな

れば検査を控えるおそれが出てきます。感染

拡大を抑え込むために、今後の対応をどのよ

うに考えておられますか。また、国や県への

要望書等の対応を考えておられるのか、お尋

ねしたいと思います。 

 以上、３項目大きな項目がありますが、ご

答弁よろしくお願いいたします。 

○議長（小林 弘君）８番 髙本君の質問項

目１、加齢性難聴者の補聴器購入費助成制度

に対する答弁を求めます。 

 健康福祉部長。 

〔健康福祉部長（久保雅裕君）登壇〕 

○健康福祉部長（久保雅裕君）加齢性難聴者

の補聴器購入費助成制度についてお答えしま

す。 

 加齢性難聴は、加齢による聴覚機能の低下

のことで、誰にでも起こる可能性があり、今

のところ改善する治療方法がないと言われて

います。 

 本市では、令和元年９月に市内に勤務する

ケアマネジャーを対象に、地域ケア研修会に

おいて、耳鼻咽喉科の医師を講師に招き、高

齢者の難聴をテーマに加齢性難聴の特性など

を講演いただき、理解を深めたところです。 

 また、令和３年には厚生労働省及び県選出

の国会議員に対し、「加齢性難聴者の補聴器購

入に対する助成制度について」の要望を行っ

ています。 

 厚生労働省が策定した新オレンジプランで

は、認知症の危険因子として、加齢、遺伝性

のもの、高血圧、糖尿病、喫煙、頭部外傷等

とともに難聴が挙げられており、令和２年度

には、「自治体における難聴高齢者の社会参加

等に向けた適切な補聴器利用とその効果に関

する研究」を実施しているところです。 

 先行して助成制度を実施している自治体は

ありますが、本市においては、国が実施した

加齢性難聴と認知症に関する研究結果等に基

づく行動を今後とも注視するとともに、国や

県への要望活動等に引き続き取り組んでいき

たいと考えており、現時点では加齢性難聴に

対する補聴器購入の助成制度を導入する予定

はありませんので、ご理解いただきますよう

お願いいたします。 

○議長（小林 弘君）８番 髙本君、再質問

ありますか。 

 ８番 髙本君。 

○８番（髙本勝次君）そしたら、一点目に一

つお聞きします。先ほども壇上で申し上げた

んですが、2019年９月のときに同様の一般質

問を私は行いました。そのときに先ほど言い

ましたように、「加齢性難聴になると認知機能

の低下や鬱病傾向を引き起こすと言われてい

ます。加齢性難聴の特性や補聴器の有効的な

使用方法、使用実態を専門医から伺って、介

護予防支援策につなげられないか検討した

い」という答弁がありました。専門医からお

聞きするということで、専門医からどのよう

に言われたのかお聞きしたいことと、また、

介護予防支援策につなげられる検討があった

のか、まずはじめにお聞きしたいと思います。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 
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○健康福祉部長（久保雅裕君）ただ今のご質

問にお答えします。 

 専門医の方に講演を行っていただいたとこ

ろ、その特性等についてケアマネジャーには

教えていただいたところでございます。その

人に応じた補聴器を仮に作ったとしても、な

かなかうまいこと利用できない。近くで例え

ば補聴器の機械を購入しても、調整がうまい

こといかないようなところも多々ありますの

で、そういったところは常に業者との打合せ

を必要としますというところとか、あとはや

はり、補聴器の医師とのいろいろ受診をお願

いしますというところでございました。 

 補聴器と認知症との因果関係につきまして

は、なかなか医師の中でも判明していないと

いうところでございました。 

 以上です。 

〔「答弁もれ」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）８番 髙本君、答弁も

れ、指摘してください。答弁もれ、指摘をお

願いします。 

○８番（髙本勝次君）もう一つ言うていまし

た。介護予防支援策につなげられるか検討し

てみますと言うていたんですけど、その辺は

どうなったんですか。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）介護予防に検

討しますというのは、もともと国のほうでの

調査研究が今なされております。一定の結果

は出ておるんですけれども、今国のほうでも

引き続き難聴と、それから補聴器のつけた、

つけないによる検証についてはもうしばらく

かかるということで、引き続きまだそこは調

査をしておるところです。本市においてもそ

の調査結果を見ていきたいなというふうに思

っておるんです。 

 以上です。 

○議長（小林 弘君）８番 髙本君。 

○８番（髙本勝次君）そしたら、二つ目お聞

きします。 

 厚生労働省は、国立長寿医療研究センター

が行った「難聴補正による認知症予防をめざ

した研究」というのがありまして、高齢期の

難聴は介護予防や生活の質を維持していく上

でも重要であり、聞こえにくさを補うために

本人の状況に応じた補聴器の利用が重要であ

ると述べていることを受けて、全国約1,700

自治体の調査を行い、940自治体から回答を得

て６名の委員で検討されたようです。令和３

年３月に調査結果と提言が出されています。 

 それによりますと、自治体として取組強化

が求められていることとして、まず１番目に、

難聴を早期に発見する仕組みをつくることが

必要とし、加齢性難聴は本人が気づかないう

ちに徐々に進行することが多いため、聴力検

診や高齢者が集まる場所で、難聴高齢者を早

期発見する仕組みの構築が急務と述べていま

す。早期発見する仕組みの構築が急務と言わ

れているので、そういう意味ではこの定義に

基づいてどのように考えられるかお聞きした

いと思います。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）ただ今のご質

問にお答えします。 

 一つは聴力検査というのがございますけれ

ども、それは今、例えば国民健康保険の中の

特定健診のメニューの中には入れておりませ

ん。聴力検査につきましては静かな環境が必

要とすることから、なかなか健診場所での検

査はなかなか難しいところもございますけれ

ども、そういったところと、またふだんの生

活で聞こえづらいというのが、ご本人もしく

は家族さんのほうからある程度認識される部

分があろうかと思います。その際は先ほど言

いましたように、医師の受診とか相談をして

いただくことで一定の、ほかの原因もあるか
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もしれません。そういったところでは受診の

ほうもお勧めしていきたいというふうに思っ

ております。 

○議長（小林 弘君）８番 髙本君。 

○８番（髙本勝次君）聴力検査をしておられ

る自治体は数えるほどしかない状況です。で

も、耳鼻咽喉科でそういうことをできるよう

な仕組みをつくることもできると思うんです

けど、その辺のお考えをお聞きしたいと思い

ます。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）聴力検査につ

きましては今のところする予定はございませ

んけれども、やはり受診していただいて早期

発見して、適切な治療なり先生のご指示を頂

くというところで進めていきたいと思ってお

ります。 

○議長（小林 弘君）８番 髙本君。 

○８番（髙本勝次君）先ほど２回目も言いま

した仕組みをつくることがものすごく大事で、

家族からとか、外出したときに人からちょっ

と聞こえにくいんちゃうかとか言われたりと

いうことがあるんだけど、それをやっぱり早

期に発見する形にしないとなかなかあかんと

思いますので、家族任せ、本人任せじゃなく

て、そういう仕組みつくるように考えていた

だきたいと思いますので、検討していただき

たいと思います。 

 三つ目お聞きします。現在、120の自治体で

補聴器購入費補助制度が実施されています。

私は2019年９月議会で、補助制度の実施とい

うことを一般質問いたしました。その後、実

施している自治体の事業目的や制度を実施し

たきっかけ、制度を実施した効果など、本市

として当然調査してみるべきだったと思いま

すが、その辺今言いましたように質問したそ

の後、実施している自治体がどんどん増えて

きていますので、実施している120の自治体、

同等規模の自治体でもいいんですけども、ど

ういうきっかけで、今言いましたようにきっ

かけ、また制度を実施した効果というところ

とか、そういったことをやっぱり調べてみる

必要があったのではないかと思いますが、そ

の辺どうされたのかお聞きしたいと思います。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）今年度から制

度を導入した市に２か所、市と町に電話で話

を聞いております。まだその効果等について

は得られておりませんけれども、そこへ聞い

たところは、市民からの意見等を考慮した上

でしたと。助成額は先行自治体の例を参考に

したというところで、まだ最終的には効果等

については聞いておりません。 

 以上です。 

○議長（小林 弘君）８番 髙本君。 

○８番（髙本勝次君）申し訳ないですけど、

私、聞こうと思っていたこと、実施している

自治体で具体的に、どこの市でどんなふうな

取組をされていて、その効果とか、やったき

っかけとか、そういうことを聞いて調べてい

ただきたかったんですが、それはされてない

んですね、自治体に対しては。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）具体的には、

島根県の益田市と和歌山県の紀美野町に電話

で話を聞いたところです。具体的にその効果

等についてはまだうちのほうで聞くところま

ではいっておりませんので、引き続き調査研

究のほうをしてまいりたいと思います。 

○議長（小林 弘君）８番 髙本君。 

○８番（髙本勝次君）ぜひ120の自治体もあり

ますので、幾つか調べていただきたいと思い

ます、三つの項目でね。 

 そしたら、もうちょっとお聞きします。政

府のオレンジプランは、団塊の世代が75歳を

迎える2025年には認知症の人が全国で700万
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人となり、65歳以上の高齢者に対する割合は

５人に１人に上昇すると見込んでいるそうで

す。加齢性難聴は聞こえが悪いことから、他

人とのコミュニケーションが難しくなり、自

宅に閉じ籠もりがちになって、それが認知症

の危険因子になるということが専門家の間か

らも現在報告されております。本市として補

聴器購入補助制度や聴力検査などを含めて、

まずできることがないのかどうかお聞きした

いと思います。取りあえず、加齢性難聴者に

対して、どういうことだったらまずは本市と

して取り組んでいけるかどうかの、そのお話

をお聞きしたいと思います。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）先ほど加齢性

難聴についてのご質問ですけれども、本市に

おいては認知症との因果関係がまず国のほう

で調査するのを待って、そこで効果が出れば

国のほうでも一定の助成制度ができるのかな

というふうに思っています。また、確かに市

の単独事業ではなかなか難しいので、県選出

の国会議員や国のほうへの要望は引き続き活

動はしていきたいと思っておりますけれども、

今現在はやはり高齢者に関わるケアマネジャ

ーとかが気をつけていただいて、そういった

受診のほうのあっせんをしていただきたいと

いうふうに思っています。 

○議長（小林 弘君）８番 髙本君。 

○８番（髙本勝次君）取り組んでいるところ

の市、幾つか見て調べてみましたら、行政と

して、自治体として難聴検査、聴力検査をや

っているところもあるんです。やり方が難し

いかもわかりませんけども、耳鼻咽喉科の先

生方とも相談しながら、医師会と相談して、

何か検査できる方法がないものかどうか検討

していただけないかなと思うんですけど。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）その辺につき

ましては、また今後医師会の先生方とも相談

させていただいて、どういった方法があるの

かというのは研究していきたいとは思います。

ただ、直ちにそういったものを導入するとい

う予定は今のところありませんので、今しば

らくお時間を頂いた上での判断になるのかな

と。そういったところではまた国のほうの調

査研究結果も出てきますので、それらも参考

にさせていただいて、課内のほうで検討した

いと思います。 

○議長（小林 弘君）８番 髙本君。 

○８番（髙本勝次君）今おっしゃっていただ

いたので、特に専門医の耳鼻咽喉科の先生、

医師会、相談していただいて、何か加齢性難

聴の高齢者の早期発見の手だてというか、そ

ういうのをいっぺん検討する相談をしていた

だきたいと思いますので、相談していただく

ことをぜひお願いいたします。 

 そしたら、最初に１回目の答弁を頂いたん

ですが、それを聞いてみますとこのように思

うんです。財政的な問題で実施困難であると

いうようなことは一言も触れておられなかっ

たということです。そうすると、制度の内容

で検討が要るということで、実際に取り組ん

でいくということにならない問題になってい

るのかお聞きしたいと思います。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）事業実施に伴

いまして、当然財政的な面も考慮していく必

要があります。加齢性難聴の、先ほども言い

ましたようにまずは国での調査結果を踏まえ

まして、さらなる国・県等の財政支援も踏ま

えまして、それに基づいておのずと市の財政

負担も出てきます。そういったことで総合的

に考える必要がありますので、財政だけが壁

になっているというところはございませんの

で、よろしくお願いします。 

○議長（小林 弘君）８番 髙本君。 
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○８番（髙本勝次君）財政だけがというより

も、財政が大きく占めているわけではないん

ですか。お聞きします。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）財政も予算を

占めるところはございますけれども、やはり

補聴器を購入していただいて、その方が適正

に使っていただく。そういう環境のもとが整

えば、初めて税金を投入させていただいて補

助をするというところが出てこようと思いま

す。今の現状でいいますと、補聴器をつけた

時点ではよく聞こえるんだけども、だんだん

慣れていないのでしばらくすると外してしま

って、結局机の上に置いてしまっているとか

という事例もありますので、まずは常時、寝

るときとかお風呂へ入る以外は補聴器をきっ

ちりつけていただいて、それに見合った生活

をしていただくと。補聴器を外した生活が中

心にならないように、そういったところも必

要かなと。税金を投入していく上では、そう

いった適正な使用についても市民の方のご理

解が必要かなとは思っております。そういっ

たところで環境を整えた時点で補助金の補助

というのも、市民の皆さんの理解を得た上で

実施していけるのかなと思っています。 

 今はやはりなかなか補聴器にもいろいろあ

りまして、集音器から高いものでは50万円ま

でというところで、皆さん手が出しにくい部

分とか、安かって結局は使いものになれへん

だとかいろいろあるとは思うんですけれども、

やはり補聴器の適正な利用、そちらのほうも

勧めていきたいと思っております。 

○議長（小林 弘君）８番 髙本君。 

○８番（髙本勝次君）120の自治体で今実施さ

れている補助制度なんですけども、そこで一

体補助金というんですかね、それを一人当た

りどれくらいのことでその制度をつくってお

られるかご存じですか。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）そちらにつき

ましては、例えば財政的に裕福なところは10

万円台の２桁のところもあります。でも、そ

のほとんどの多くが２万円とか３万円とか、

基本的なところの助成制度というふうに認識

しておるところです。 

○議長（小林 弘君）８番 髙本君。 

○８番（髙本勝次君）今言っていただいたよ

うに、だいたい２万円か３万円が比較的多い

です。調べてみましたら加齢性難聴、さっき

も言いましたけど、自主的に自分が難聴やと

言うて補聴器を購入される人も多くはないん

ですけどね。申請してくるという人数が僅か

なんですよ。それはやっぱりなかなか加齢性

難聴に補聴器をつけなあかんという認識とい

うか意識というか、そんなに広がってはない

ということがあるんです。だから、予算はど

れくらいかかるんかなと思ってはるか分かり

ませんけども、人数は対象人数からいっても

ほんのごく僅かなんです。だから、すごいお

金がかかるかなと思ってはるかもわからんけ

ど、そんなに実施している自治体でも多くの

予算はつくっていません。だから、可能な範

囲だと、私は実施しても可能ではないかなと

思っているんですよね。だから、その辺でご

意見をお聞きしたいと思います。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）今後、先進地

といいますか実施されている自治体へ聞く際

には、申請率とかその効果とかについて併せ

て聞いていきたいと思います。それらも参考

にしまして、課の中で一度検討させていただ

くということでお願いします。また、先ほど

も言いましたように、国のほうの検査結果、

研究結果も出てきますので、それらも併せて

考えていきたいと思っています。 

○８番（髙本勝次君）一つ目終わります。 
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○議長（小林 弘君）次に、質問項目２、福

祉タクシー券の助成制度に対する答弁を求め

ます。 

 健康福祉部長。 

〔健康福祉部長（久保雅裕君）登壇〕 

○健康福祉部長（久保雅裕君）福祉タクシー

券の助成制度についてお答えします。 

 福祉タクシー事業は、タクシーの利用料金

の一部を助成することにより、障がい者及び

その扶養者の経済的負担を軽減するとともに、

障がい者の社会活動の範囲の拡大及び福祉の

増進を図ることを目的とするものです。 

 今年度から100円に切り替えた県内他市で

は、前年同月と比べて利用者はほぼ変わりな

く、利用額のみ36.2％増加したと聞いていま

す。年度途中であり最終的な結果は分かりま

せんが、福祉タクシー券の利用者が増えてい

ないことから、本事業の目的である外出機会

の増加につながっているとは言えません。 

 障害者総合支援法による移動支援や福祉有

償運送による病院等送迎も行われ、障がい者

の外出支援制度は充実し、こうした移動支援

事業を利用される方が年々増加しており選択

肢が増えたことから、現時点で福祉タクシー

事業の制度変更は必要ないと考えます。 

 障がい者を対象とした福祉タクシー事業に

限らず、高齢者や交通弱者の移動支援を第２

層協議体においても検討されているところで

あり、今後も障がい者の社会参加の充実と福

祉増進のため、利用者の視線に立ち、各施策

を進めてまいります。 

○議長（小林 弘君）８番 髙本君、再質問

ありますか。 

 ８番 髙本君。 

○８番（髙本勝次君）そしたら、最初の質問

をいたします。 

 今、部長に答弁していただいた中に他市と

おっしゃるのは、これは海南市であります。

海南市でありまして、今年度から100円券に切

り替えたところ、前年同月比と比べて利用者

はほぼ変わりなく、利用額が逆に36.2％増加

したとのことでありました。利用額が増えた

ということは、それだけ100円券に替えて自己

負担というんですか、降車するときに出さな

くていい、少なくなって済んだということで

利用しやすくなったということのために、金

額が増えてきたということであります。 

 私は、福祉タクシー券を利用している障が

い者の人から直接何人かお聞きしております。

100円の利用券にして複数枚利用できるよう

にしてほしい。これが実際使った人の声なん

です。それで、海南市が実際に金額が増えて

きたというのはそういうことでありまして、

本市でも100円券の利用券に変更できないと

いう理由はどういうところなのかお聞きした

いと思います。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）変更できない

理由というのは、一つはやはりタクシー、鉄

道、それからバスなど、公共交通機関と言わ

れるものにつきましては、障がい者の方は手

帳を見せることによって半額の制度がありま

す。タクシーにつきましては半額の制度はあ

りませんで、タクシー業者の自助努力により、

運賃の１割を軽減していただいているという

ところです。そういった公共交通機関の利用、

それから各種公共施設の利用等におきまして

も半額をご負担していただいているというと

ころがございます。そういった形で本事業に

つきましては、タクシーの初乗り料金相当分

を減額するということで、この方針は当初か

ら変わっておりませんので、それを引き続き

踏襲していきたいと思っておるところです。 

○議長（小林 弘君）８番 髙本君。 

○８番（髙本勝次君）そしたらお聞きしたい

んですが、昨年、本市が福祉タクシー券を利
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用しておられる皆さんにアンケート調査をさ

れております。100円の利用券にした場合、現

在より一人当たりの福祉タクシー券年間総額

を半額の7,000円から8,000円にすると予定し

ているということが書かれておりまして、こ

れまでどおりが１万5,500円ですか、初乗り運

賃25枚にするのか、100円券にしましたら、

7,000円か8,000円の半分になるんですよと、

そういうアンケートの取り方をされておりま

して、福祉タクシー券を使いやすくすれば半

額になってしまうんかというふうな受け取ら

れ方をされるようなアンケートの聞き方です。

こんな聞き方はどうも納得できないんですけ

ど。これでは今までどおりでいいとおっしゃ

る方が多く出てきたのは当たり前のことだと

思います。このアンケートの取り方、何でこ

ういうふうな聞き方をしたのかお聞きしたい

と思います。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）以前の議会に

も同じご質問を頂いておるところです。それ

を繰り返しには結局なってしまうんですけれ

ども、アンケートを取ってみないと分からな

いところもありましたけれども、先進地の100

円券に切り替えたところの消化率等、予算等

も考慮したところ、そういった可能性もあり

ますよということで、一旦１万5,000円分の

100円券というところでお示しして、結果、七、

八千円になってしまいますと、いろんな方に

ご迷惑がかかってしまいますので、そういっ

たことも七、八千円になることもありますよ

という、そういったことで表記した次第です。 

○議長（小林 弘君）８番 髙本君。 

○８番（髙本勝次君）お答えになってないと

思うんですけど。私は今までどおりの約１万

5,000円、この１万5,000円をそのまま100円券

に切り替えると、てっきり私はそういうふう

に思ってて、100円券に使いやすくしたら半額

にする。どうも話がおかしな話になってしま

っているんですけども。だから、今までどお

りとお答えする方が当然多くなったから、そ

れでいくんですよと。アンケート結果でそん

なふうに思ってはるんか分かりませんけど、

どうもおかしなアンケートの取り方をされて

いるように思いませんか。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）案件の調査方

法については、議員おただしのとおり、勘違

いされた方も中にはいらっしゃると思います。

今、市のほうでも多様な移動支援もできてお

りますし、選択肢が増えているのは大変福祉

の向上で喜ばしいとは思っております。 

 もともと、先ほども何回も繰り返しますよ

うに、100円券にしますと移動が全額、全額と

いうか、かなりの金額を使う場面も出てきま

す。そうすると手持ちのチケットが減ってき

ますので、当然外出する機会というのが減っ

てくるといいますか、使用する機会が減って

くるので、当初の支援目的である外出の機会

の確保というところからはずれてくるような

形にもなります。そういったことで、今現在

は外出の機会を確保していただくというとこ

ろで初乗り券というふうになっています。ち

ょっとかみ合ってはないと思うんですけれど

も。 

○議長（小林 弘君）８番 髙本君。 

○８番（髙本勝次君）ということは、100円券

にすると使い勝手がいいので速くなくなって

しまう。それで7,000円か8,000円にしてしま

うって、持っていき方が逆になるんですよ。

だから、100円券にして、今までどおり１万

5,000円の100円券に切り替えるだけだったら、

何も問題は起こらないんです。予算をようけ

使うわけじゃなくてね。25枚つづりの現在の

総額をそのままに100円券に切り替えて、何も

増やせと言うているわけじゃなくて、そのま
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ま100円券に切り替えるだけの話で、私は利用

している方からお聞きしているのは、100円券

にしていただいたら財布の中に100円以上持

っていかなくても行けるというわけなんです

よね、結局。使い勝手がいいんですよね、100

円券にすると。だから、利用される方から私

がお聞きしたら、100円券は使いやすいから。

現に海南市が増えたということは、使いやす

いから増えているんですよ。回数の問題じゃ

ないって、利用している人は使いやすくして

ほしいというような声なんですわ。そういう

要望をお聞きしてほしいということを言って

いるんですけどね。アンケートの取り方も問

題ですし、使いやすくしてほしいということ

で、何も私は予算を増やしてほしいと言うて

いるわけじゃなくて。今までどおりの総額を

そのまま100円券に切り替えるだけなんです

よ。それができないんですか。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）もともとタク

シー券で100円券にしますと、極端な例を言い

ますと、全額の補助というところになります。

やはりタクシー券を持たない高齢者、それか

ら普通障がい者の方も中にはいらっしゃいま

す。そちらの方からの観点から見ますと、全

額を全て補助するというのはやはりご理解が

なかなか得られない部分もあろうかと思いま

す。そういったところでいうと、初乗り券を

助成するというところについては最小限担保

していきたいとは思いますけれども、ほぼほ

ぼ全額を移動に使っていただくというのは、

そもそも趣旨がずれてくるのかなと思ってい

ますし、回数も減ってきますので、現在のと

ころは初乗り券というところでいきたいと思

っております。 

○議長（小林 弘君）８番 髙本君。 

○８番（髙本勝次君）差し上げた、お渡しし

た券を全部使ってほしくないという、おかし

なことになっていますね。せっかく与えてい

る乗車券を。 

 それで一つお聞きします。本市の福祉タク

シー券を利用している利用料金年間総額、全

体の総額です。利用された総額年間どれぐら

いあるのかお聞きしたいのと、それと海南市

と同じように100円券で利用した場合に、海南

市は36.2％金額が増えてしまったということ

なんですが、これを橋本市に当てはめたら、

どれだけの負担、年間予算というんですか、

年間の利用料金が36.2％、海南市のように使

う金額が増えてしまったら、どれだけ増額に

なるのかお聞きしたい。その増額をお聞きし

たいのと、それから年間支出の差額をお聞き

したいと思います。年間予算を組んでいます

ね、福祉タクシー券。その差額はどれだけ増

えてしまうのかお聞きしたいと思います。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長、三点お

願いします。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）まず、利用実

績ですけれども、令和３年度で308万円、令和

２年度で293万円余りということになってい

ます。だいたい300万円か、古いものでは350

万円というような推移になっております。

36％ということで３割増ということで考えま

すと、年間の予算がだいたい400万円前後にな

るのかなと、差額が100万円ぐらい増えてくる

のかなというふうに思っています。 

 予算のほうが今手持ちにございませんけれ

ども、支出予想額はそういったところになり

ます。 

○議長（小林 弘君）差額の答えって出して

くれないんですか。 

 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）まず予算です

が、令和３年度で359万2,000円の予算となっ

ております。支出済額が先ほど言った308万円

というところになっています。３割増しとい
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うところでいうと、総額でいうと予算が400

万円ぐらいになるのかなというふうに思いま

すので、差額100万円の増というふうになって

います。予算から見ますと40万円の増という

ところになります。 

○議長（小林 弘君）８番 髙本君。 

○８番（髙本勝次君）そういうことで、差額

は大きくないんです。だから、ぜひ見直して

考えていただきたいと思いますので、使い勝

手がいい100円券に替えてほしいという声が

多いんですよね。だから、アンケートの取り

方がおかしかったんで現状のままでを選ばれ

たと思うんです。だから、その辺は考えてい

ただくように、今後見直していただくように、

100円券利用を何とかできないかどうか、再度

お考えいただくような検討に入っていただく

ようにお願いしたいと思いますが、どうでし

ょうか。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）こちらの制度

は以前にもお伝えさせていただいたように、

歴史の古い30年来の制度というふうになって

おります。ただ、全国のほとんどの自治体が

初乗り料金を主軸として助成をしておるとこ

ろです。ここ最近、近隣自治体でも100円券の

利用というふうになっておることから、引き

続き調査研究とまでは変な言い方ですけれど

も、引き続き近隣の市町村、それから全国の

動向を見ながら、議員ご提案の分につきまし

ては念頭に置きながら研究していきたいと思

っておりますので、ご理解よろしくお願いし

ます。 

○議長（小林 弘君）８番 髙本君。 

○８番（髙本勝次君）ぜひお願いします。こ

れで二つ目を終わります。 

○議長（小林 弘君）次に、質問項目３、新

型コロナウイルス感染症対策に対する答弁を

求めます。 

 健康福祉部長。 

〔健康福祉部長（久保雅裕君）登壇〕 

○健康福祉部長（久保雅裕君）新型コロナウ

イルス感染症対策についてお答えします。 

 令和５年１月27日に開催された政府の新型

コロナウイルス感染症対策本部において、オ

ミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株

が出現するなどの特段の事情が生じない限り、

５月８日から新型コロナウイルス感染症につ

いて、感染症法上の新型インフルエンザ等感

染症に該当しないものとし、５類感染症に位

置付けると決定されました。 

 これに伴い、国の各種政策措置について見

直しが行われることになります。詳細につい

ては現在、国において検討がされているとこ

ろです。 

 また、都道府県が無料で実施しているＰＣ

Ｒ等検査事業は、５類感染症になることに伴

い終了するとされているところです。 

 ５類感染症に見直されるにあたり、全国知

事会は厚生労働大臣と５類感染症への変更に

伴う主な課題と対応について意見交換を行い、

「国民や保健・医療の現場に混乱を生じさせ

ず、国民の生命及び健康を守りながら円滑に

移行させるため、現場の声を十分に踏まえた

上で、早期に具体的な方針を示すとともに、

万全の対策を講じていただくようお願いす

る」との意見交換を行っており、全国市長会

も新型コロナウイルス感染症の位置付けの変

更に関する緊急要望を担当大臣に提出してい

ます。 

 そのような状況の下、今のところ本市から

国や県への要望書等を改めて提出する予定は

ありませんが、国や県等の動向を見守りなが

ら、住民の皆さまが日常を取り戻すことがで

きるように、必要な対応に努めてまいります。 

○議長（小林 弘君）８番 髙本君、再質問

ありますか。 
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 ８番 髙本君。 

○８番（髙本勝次君）一点目お聞きします。

今答弁していただいたとおり、全国知事会か

らの要望書が出されているということであり

ます。そこで、全国知事会の要望書なんです

が、令和５年２月13日に全国知事会から「新

型コロナウイルス感染症の５類感染症への変

更に伴う主な課題と対応について」という要

望書を出されておりまして、特に年金の少な

い高齢者は少なくありません。外来、入院の

医療費について公費負担をどうするように要

望されているのかお聞きしたいと思います。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）ただ今のご質

問にお答えします。 

 壇上でもお答えさせていただきましたよう

に、全国知事会は２月13日に行った厚生労働

大臣との意見交換の中で、高額な医療費につ

いて、他の疾病における費用負担との公平性

等を踏まえつつ、受診控えにつながらないよ

う、負担能力に配慮した一定の公費負担を継

続すること。特に高額になる治療薬について

は、薬価が一定の水準に引き下げられるまで

の間、公費負担を継続することなど、要望を

行っているところです。 

○議長（小林 弘君）８番 髙本君。 

○８番（髙本勝次君）もう一つお聞きします。

院内感染への不安から、診療や入院の受入れ

に慎重になる医療機関が出てきます。今後、

病床確保や診療方針についてどんなふうに要

望されているのかお聞きしたいと思います。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）同じくその意

見交換の中では、院内感染への不安から診療

や入院の受入れに慎重になる医療機関も想定

されることから、原則として全ての医療機関

で新型コロナウイルス感染症患者に対応する

方針を国に明確にした上で、医療機関の感染

防御対策に対し必要な支援、診療報酬の加算

等を一定期間継続するとともに、院内感染防

止のガイドラインを作成するなど、受入れ医

療機関の拡大を図ること。また、幅広い医療

機関における継続的な患者の受入れ体制を早

期に整備する必要があるが、当該体制が整う

までには一定の期間を要することから、それ

ぞれの地域において必要な医療を提供するこ

とができるよう、急激に減らすことなく十分

な数の病床を確保することとし、病床確保等

をはじめとした病床の確保のための支援を全

額国において負担することなどの要望を行っ

ています。 

○議長（小林 弘君）８番 髙本君。 

○８番（髙本勝次君）もう一点お聞きします。 

 医療機関、高齢者施設等においてクラスタ

ー対策、それへの財政的な措置というのはど

ういうふうに要望されたんでしょうか。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）同じく意見交

換会で医療機関、それから高齢者施設等への

クラスター対策としまして、医療機関や高齢

者施設等における感染拡大を防止するため、

引き続き施設の従事者や入院、入所者等に対

する検査の実施や対策の手引き等の提示など、

必要な感染対策を講じることができるように

支援すること。また、医療機関や高齢者施設

等において十分な感染対策を講じるために、

設備整備や個人防護服の確保、施設従事者に

予防的に行う抗原検査キットによる検査等の

対策に要する費用に対する財政措置を全額国

庫負担により行うことなどの要望を行ってい

ます。 

○議長（小林 弘君）８番 髙本君。 

○８番（髙本勝次君）最後に一つお聞きしま

す。 

 地域経済の立て直し、５類になってからも

どんな状況になるか分かりませんけど、今後
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も地方創生臨時交付金が必要になってくると

私は思うんですが、その辺どんなふうになっ

ていくんかお聞きしたいと思います。 

○議長（小林 弘君）総務部長。 

○総務部長（井上稔章君）先ほどからの知事

会の要望の件に沿った形でご答弁させていた

だきますと、物価対策も含めた機動的な対応

が可能となるよう、地方創生臨時交付金の確

保をはじめとした財源措置を講じることとい

う要望が上がっております。現時点におきま

しては、本市のほうには地方創生臨時交付金

の交付等の情報というのは入ってはおりませ

んが、その交付金の趣旨に沿った形で本市が

どのような活用をすればいいのかというのを、

もし交付金が交付されれば十分検討して活用

したいと考えております。 

 以上です。 

○議長（小林 弘君）８番 髙本君。 

○８番（髙本勝次君）これで質問を終わりま

すので、よろしくまたお願いいたします。 

○議長（小林 弘君）８番 髙本君の一般質

問は終わりました。 

 この際、３時55分まで休憩いたします。 

（午後３時40分 休憩） 

                     

（午後３時55分 再開） 

○議長（小林 弘君）休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 日程に従い、一般質問を行います。 

 順番12、７番 阪本君。 

〔７番（阪本久代君）登壇〕 

○７番（阪本久代君）本日最後の質問になり

ます。通告に従いまして、一般質問を行いま

す。今回は３項目です。 

 まず一つ目。新生児の難病検査、橋本市も

実施を。 

 早期発見すれば救命が可能になった二つの

難病（重症複合免疫不全症と脊髄性筋萎縮症）

について、新生児の検査体制に地域差がある

ことが読売新聞の調査で分かりました。2022

年11月１日時点で、どちらの検査も実施され

ていたのは18府県、和歌山県ではいずれも行

われていません。本当に残念です。せめて橋

本市で実施することを求めます。 

 二つ目は、介護保険料の引下げを。 

 介護給付費準備基金は第７期の３年間で約

５億7,000万円増えています。特に第７期の最

終年度に約３億円増えています。基金を使っ

て介護保険料を引き下げることを求めます。 

 ３項目めです。会計年度任用職員の募集に

ついて。 

 市のホームページに会計年度任用職員の募

集が出ています。書き出してみると、市民課

事務員月額14万7,000円、一般事務職員月額15

万2,500円、校務員月額16万1,500円、幼稚園

教諭、保育士月額18万3,200円から20万4,600

円、介護認定調査員月給18万9,900円から20

万8,800円など、16件もありました。その後こ

れは一旦消えて、またほかのが出て、さらに

今日は３件の募集が出ています。 

 そこで伺います。 

 １、募集の理由。 

 ２、正職員の募集ではない理由。 

 ３、あまりにも報酬が少な過ぎませんか。 

 以上です。よろしくお願いします。 

○議長（小林 弘君）７番 阪本君の質問項

目１、新生児の難病検査、橋本市も実施をに

対する答弁を求めます。 

 健康福祉部長。 

〔健康福祉部長（久保雅裕君）登壇〕 

○健康福祉部長（久保雅裕君）新生児の難病

検査、橋本市も実施をについてお答えします。 

 現在行われている全ての新生児に対する先

天性代謝異常検査は、入院中の新生児が生後

４日から６日に採血して行うもので、20疾患

以上に及ぶ先天性代謝異常などの疾患やその
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疑いを早期に発見し、発病する前から治療が

できるようにすることを目的として実施され

ています。おただしの難病検査は、先天性代

謝異常検査と併せて行うため、新たな採血な

ど赤ちゃんの体への負担はないと言われてい

ます。 

 重症複合免疫不全症という病気は、出生５

万人に１人の発症頻度で、感染症に対する抵

抗力が弱く、感染症や生ワクチン接種で１歳

までに亡くなることが多いと言われています。

早期発見できれば、造血管細胞移植で根治が

見込める病気です。 

 また、脊髄性筋萎縮症という病気は、出生

２万人に１人と言われており、全身の筋力が

低下し、乳幼児期に発症する重いタイプの場

合は、人工呼吸器をつけなければ２歳までに

亡くなることが多いと言われています。早期

に遺伝子治療薬などを使えば、順調な運動機

能の発達がめざせる病気です。 

 いずれも遺伝子変異が原因です。議員おた

だしのように、この二つの難病が新生児の先

天性代謝異常等検査で早期発見できれば治療

可能となり、改善も見込めることから、その

必要性は十分理解しています。しかし、この

難病検査は特定の遺伝子を見る必要があり、

専用の検査機器や人員の問題、病気を治療で

きる施設や医師も限られ、迅速に高度な治療

につなげる仕組みも必要です。難病検査が既

に実施されている自治体では、出生した医療

機関の全てが本検査を実施しているわけでは

ないことから、全ての新生児が受けられると

は限りません。また、今回の新聞報道では、

３県で本検査が全額無料となっていましたが、

それ以外の実施県では保護者に自己負担を求

めており、その平均額は約6,000円となってい

ます。 

 厚生労働省母子保健課は、「公費での先天性

代謝異常等検査に二つの難病検査を加えるか

検討しており、検査の精度や治療体制の検証

を進めた上で、それを踏まえて判断したい」

としています。今後、実施可能な医療機関の

充実及び二つの難病検査が公費の対象となる

よう、国や県に要望していきたいと考えます。 

○議長（小林 弘君）７番 阪本君、再質問

ありますか。 

 ７番 阪本君。 

○７番（阪本久代君）答弁にもありましたけ

れど、重症複合免疫不全症は出生５万人に１

人、脊髄性筋委縮症は出生２万人に１人の発

症と言われています。和歌山県の出生数が約

5,500人なので、まあ言ったら10年に１人とか、

４年に１人見つかるかどうかという、そうい

う確率になってくると思います。そういう中

で、橋本市に実施してほしいというのは難し

いことかもしれませんけれども、栃木県の例

を紹介します。 

 栃木県では、2022年４月から１年間無料で

拡大スクリーニング検査をすることになって、

その中で脊髄性筋萎縮症陽性の赤ちゃんが見

つかり、治療薬の投与を受けたということで

す。先ほどもお話がありましたけど、生後半

年以内で発症した場合は２歳までに多くの子

どもさんが死亡する。薬による治療ができま

すけれど、発症後は治療効果が下がるという

ことですので、早期の検査が本当に大事にな

ってきます。和歌山県はこの検査をしてない

んですけれども、橋本市内で出産する場合に

検査を受けられる方法というのはあるんでし

ょうか。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）先ほど壇上で

もご答弁させていただきましたように、通常

実施している先天性代謝異常等検査と併せて

この検査を行いますので、検査そのもの自体

は可能です。ただし、和歌山県内もしくは橋

本市内の全ての医療機関で実施しているわけ
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ではないために、市内で出産して本検査を希

望する場合というのは、事前に病院とか、か

かりつけのお医者さんのほうへ、医院にお問

い合わせいただくということになります。 

○議長（小林 弘君）７番 阪本君。 

○７番（阪本久代君）なかなかまだまだ、早

期発見すれば救命が可能になったということ

も含めて、あまり知られてないと思うんです。

特に重症複合免疫不全症の場合は、気がつか

ない間にワクチンを打つことによって、それ

が予後が悪い状態になって亡くなるというこ

ともあるということですので、本当を言った

ら国のほうで、実際に国のほうが公費負担で

検査の対象にするということが大事だとは思

います。 

 先ほどもご答弁で国や県に要望していきた

いというふうに答弁していただきましたので、

それはぜひとも声を大にしてして言っていた

だきたいと思いますし、できれば、なかなか

難しいかもしれないけれども、こういうこと

がありますということも知らせていってもら

えたらなと思うんですけども、いかがでしょ

うか。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）おっしゃると

おり、予防のために定期接種ということでロ

タウイルスワクチンとかＢＣＧを接種した場

合、逆に重篤な副作用を起こすということが

おっしゃられております。まさしくそのとお

りだと思います。どういった広報の仕方があ

るかもしれませんが、やっている医療機関も

限られているというところから、今後、県・

国へ要望していくとともに、医師会の先生と

かもいろいろ相談させていただいて、どうい

う方法がよいかについて研究していきたいと

思っています。広報等ですぐにというのはま

た混乱を招く可能性もありますので、十分慎

重にしながら、また制度が適用されるように、

そういった方向で進めたいと思います。 

○議長（小林 弘君）７番 阪本君。 

○７番（阪本久代君）よろしくお願いします。

１番を終わります。 

○議長（小林 弘君）次に、質問項目２、介

護保険料の引下げに対する答弁を求めます。 

 健康福祉部長。 

〔健康福祉部長（久保雅裕君）登壇〕 

○健康福祉部長（久保雅裕君）介護保険料の

引下げをについてお答えします。 

 介護給付費準備基金は、介護保険事業計画

の計画期間中に発生する介護保険料の余剰金

を管理するために設置するものであり、介護

保険財政の安定を図る上で大切な役割を果た

しています。 

 本市における当該基金の残高については、

議員おただしのとおり、第７期介護保険事業

計画期間中に約５億7,000万円増加し、令和２

年度末時点で約８億5,000万円でした。 

 この令和２年度において、現在の第８期介

護保険料を算定しているのですが、その際の

人口推計を見ると、75歳以上の後期高齢者の

人口は令和12年にピークを迎え、さらに令和

22年時点においても、推計を行った令和２年

時点の後期高齢者数を上回る見込みであった

ことから、保険料は今後大幅に増加すると予

想されました。 

 こうした状況を踏まえ、今後の保険料の算

定にあたっては中・長期的な視点を持った基

金運用が必要であると考え、第８期保険料の

算定結果については第７期保険料よりも330

円減額していたこともあり、基金の取崩しに

よるさらなる保険料の抑制は行いませんでし

た。 

 なお、第８期事業計画では中・長期的な視

点に立ち、令和７年度以降、令和22年度まで

の保険料の基準月額についての推計も行って

います。 
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 そこでは、今後見込まれる保険料の急激な

上昇に伴う第１号被保険者の負担軽減を図る

ため、第９期保険料以降、３年ごとの保険料

算定時に、当該基金を１億円ずつ取り崩すこ

とを想定して推計を行っています。 

 これから来年度にかけ第９期事業計画の策

定作業を行っていきますが、保険料の算定に

あたっては１億円の取崩しを基本としながら

も、第１号被保険者の負担の軽減を図るため、

今後の保険料の推計や基金の残高などを総合

的に見ながら、慎重に保険料を算定していき

たいと考えています。 

○議長（小林 弘君）７番 阪本君、再質問

ありますか。 

 ７番 阪本君。 

○７番（阪本久代君）お手元にお配りしまし

たのは、決算書から抜き出した基金の推移で

す。これを見ていただいても分かるように、

第５期、平成26年度は途中で基金の取崩しを

しているんで、積み増しもしているけど取崩

しもして、このときの26年度末は2,841万円の

基金残高だったのが、第６期になって毎年の

ように基金を積み上げてきて、令和３年度末

では９億7,200万円余りというところまで基

金は増えてきています。 

 それで、介護保険特別会計補正予算（第４

号）、今回出ている補正予算ですけれども、こ

れを見ますと、さらに１億7,947万3,000円増

えることになっているんですけれども、まだ

この９億円よりもさらにこの基金が増えると

いうことに間違いはないですか。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）ただ今のご質

問にお答えします。 

 令和４年度末における基金の残高見込みは、

おっしゃるとおり約11億5,000万円見込んで

おります。令和３年度末現在の基金残高９億

7,000万円から11億5,000万円に増加する見込

みとなっています。 

○議長（小林 弘君）７番 阪本君。 

○７番（阪本久代君）介護保険制度では、３

年ごとの計画になるわけなんですけれども、

この計画期間内に必要となる保険料について

は、この３年間で計画期間における保険料で

賄うことを原則としているということに間違

いはないですか。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）議員おただし

のとおり、この３年間で必要な介護給付費に

見合う保険料を設定するということで、おた

だしのとおり間違いございません。 

○議長（小林 弘君）７番 阪本君。 

○７番（阪本久代君）先ほども言いましたけ

れども、基金はずっと積み上がってきている

わけです。本来であるならば、この３年間の

予想した給付料に合わせた保険料になって、

余った分は次のときの保険料算定のときに繰

り入れて保険料を決めるべきだと思うんです

けれども、そうではないんでしょうか。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）おただしのと

おり、基本は国からも示されているとおり、

前回の期といいますか、第〇〇期で余った分

は次期の計画のときに繰り入れるというのが

基本となっておりますが、国からもお示しし

ていただいていますが、それは一つの考え方

であり、ほかの手法もいろいろ考えられると

いうところもありますので、本市においては

前期で余った分を全額投入するということは

今行っておりません。 

○議長（小林 弘君）７番 阪本君。 

○７番（阪本久代君）先ほどもご答弁にあり

ましたけれども、橋本さわやか長寿プラン21

を見ますと、保険料の基準額月額で、令和７

年度は6,781円、令和12年度が7,527円、令和

17年度8,320円、令和22年度8,855円と推計さ
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れています。75歳以上の方が増えるというこ

とで保険料は上がっていくという推計なんで

すけれども、先ほどのご答弁でしたら、１億

円の取崩しを基本としながらということにな

ると、３年間で１億円の取崩しということに

なると思うんです。だいたい介護保険に加入

されている人が２万人ぐらいいらっしゃるの

で、３年間で１億円でしたら、月にしたら100

円ちょっとしか抑えることができない。それ

だと抑制されているという実感が全然ないと

いうか、やっぱりこれだけ余っているという

ことは、そもそも給付料の見積りが多過ぎて

保険料が高くなってというところがあると思

うんですけれども、それとともに、今物価高

で大変苦しいときですから、１億円ずつとい

うことではなくて、令和４年度末では11億

5,000万円の基金があるわけですから、もっと

取崩し額を増やして介護保険料を引き下げる

べきではないかと思うんですけれども、いか

がでしょうか。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）計画を立てる

にあたりましては、介護給付費の変動を推計

します。保険料の算定にあたっては、そのほ

かには第１号の被保険者数、それから認定者

数をはじめ、先ほど言いました給付など様々

な推計を行いながら慎重に算定しています。

ただ、予測しないこと、例えば死亡者数や転

出者数、これらを推計するのも困難ですし、

こういったコロナ禍の中での利用控えとか、

いろんな複合的な要件もあったとは思うんで

すけれども、介護予防とか介護給付費の様々

な取組の成果の結果、効果が出ているという

ところで余剰金が出ているというふうに見て

います。 

 今回、特に第７期の保険料が大きく生じた

点につきましては、先ほど言ったような想定

もしないようなことも中には起こっておりま

す。保険料算定においてはその時点で最善の

努力を出して、皆さまのご協力を頂いて前回

より下がったという結果もありますので、今

実施している計画では算定誤りではないと思

っています。 

 以上です。 

○議長（小林 弘君）７番 阪本君。 

○７番（阪本久代君）先ほども言いましたけ

ど、予算書と決算書を比べてみたんです。そ

うしましたら保険給付費で、令和元年度だと

予算よりも決算のほうは約５億円少ないでし

た。また、令和２年度は２億3,000万円ほど少

なくて、令和３年度が３億6,000万円ほど少な

いんです。そうしましたら、やっぱり結果と

して保険給付費を多く見積もっているという

ことになると思うんです。先ほど言われた令

和３年度であっても、やっぱり予算との差で

言ったら３億6,000万円。かなり大きな差が出

ていますので、この辺の推計の仕方というの

がもっと厳しくといいますか、しないと、保

険料は上がるばかりといいますか、やっぱり

この保険給付費が元になってくると思います

ので、その辺はかなり厳密に推計もしていか

ないと、もともとどんどん上がっていくとい

う推計はされていますけど、やっぱりそれで

は払うほうはもたないといいますか。 

 実際、私も昨年65歳になったので、介護保

険料の納付書が送られてきたんですけど、あ

まりに高いのにびっくりしたといいますか、

やっぱり数百円下がったぐらいでは全然下が

ったという実感がない。本当に今の時期、い

ろんなものが値上がりしている大変なときこ

そ、基金があるわけですから、ほかから入れ

てくれという話ではないので、やっぱり大幅

な値下げというのは考えていくべきではない

かなと思うんですけど、いかがでしょうか。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）おっしゃられ
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ることはよく分かります。基金を投入すると

いうことはあくまでも強制的に保険料を下げ

ているというところでいうと、枯渇した場合

は元の基金を投入する前の金額まで上げてい

く必要があります。こういったところで非常

に一時期高額な保険料値上げというところで、

先ほど議員おっしゃられましたように、今の

平均保険料が6,300円としますと、令和22年度

では8,800円ということで、最終的には1.4倍

ぐらいの伸びを示すということになります。

保険者としてはできるだけここらを抑制して

いきたいというところがありますので、基金

を大切に使っていきたいというところがあり

ます。 

 ただ、今後、コロナ禍が明けまして通常の

社会に戻りますと、介護給付費も膨らんでく

る可能性もありますので、そういったところ

には基金は入れざるを得ない状況もなってき

ますので、その辺は給付費の動向を見ながら

というところになります。 

 計画の策定にあたりましては、これまで伸

びを一応推計はしておるんですけれども、さ

らに精査しながら、現状の給付費に見合う推

計にしていきたいと思います。当然、前回も

そういう給付費を慎重に推計はしておるんで

すけれども、さらに削れるところといいます

か、保険料に反映しないように削れるところ

は削る、それから伸び率のあるところもござ

います。例えばグループホームとかはかなり

伸びておりますので、そこら辺は膨らましな

がら、そして削れるところは削りながら、市

民の皆さんの協力も得ながら、保険料の抑制

にしていきたいと思います。 

 １億円の基金、先ほど取り崩す方向でとい

うお話はさせていただきましたが、まずは一

旦そこらを、保険給付費の見直しに係る合計

額と被保険者の推移を見ながら、切り詰めて

いった上での保険料をまず算定してみて、今

現在6,300円でございます。6,300円から上が

るのか下がるのかも含めて、まずはきっちり

とした算定をさせていただいて、基金の投入

額を１億円もしくは１億円プラスアルファす

るのかどうかについても検討していきたいと

思っています。 

○議長（小林 弘君）７番 阪本君。 

○７番（阪本久代君）先ほども、一応基本的

には３年間で使い切ると言ったらおかしいけ

ど、そんなに基金として残さないのが一番い

い決め方というか、それが基本だと思うんで

す。ただ、それがうまくいかなくて赤字にな

ってというときのために少し残したいとかと

いうのはすごく分かるんですけれども、でも、

納めるほうからすれば、やっぱり今の時期、

できるだけ抑えてもらいたいということがあ

りますので、１億円プラスアルファまではい

ったけど、もうちょっと大幅に入れてもらう

ことを要望して、２番目を終わります。 

○議長（小林 弘君）次に、質問項目３、会

計年度任用職員の募集に対する答弁を求めま

す。 

 総合政策部長。 

〔総合政策部長（土井加奈子君）登壇〕 

○総合政策部長（土井加奈子君）会計年度任

用職員の募集についてお答えします。 

 まず一点目の募集の理由については、マイ

ナンバーカードの申請・交付業務や入札参加

資格審査受付に係る業務など、臨時的に業務

量が増大するための募集や、育児休業取得や

病気休職などにより正規職員に欠員が生じる

ための募集、また、会計年度任用職員の退職

に伴う募集などが挙げられます。 

 募集の職種は、一般事務補助や専門職など

があり、条件によっては応募がない場合もあ

り、その場合は再度募集することもあります。 

 次に二点目の正職員の募集ではない理由に

ついてですが、本市では専門性の有無にかか
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わらず、マニュアル化された業務など、主に

定型的な業務について会計年度任用職員を配

置するものとしています。 

 具体的には、入力作業や伝票処理、窓口で

の一次受付、証明書の発行業務、職員に同行

しての現場での作業など多岐にわたっており、

緊急的・臨時的な事務等に対し採用していま

す。 

 最後に三点目の、あまりにも報酬が少な過

ぎないかについてですが、会計年度任用職員

の給与水準を設計する際、地方公務員法に定

める均衡の原則など給与決定の原則を踏まえ、

会計年度任用職員の職務と同様の職務を行う

正規職員の職務の級の給料月額を基礎として、

職務の内容、職務遂行上必要となる知識、技

術及び職務経験等の要素を考慮し、また、近

隣自治体等との均衡を考慮した上で給与水準

を定めています。 

 現在、本市の給与水準が低過ぎるとは考え

ていませんが、今後も国や近隣自治体等の動

向などを注視しながら、適正な給与水準の確

保に努めていきたいと考えています。 

○議長（小林 弘君）７番 阪本君、再質問

ありますか。 

 ７番 阪本君。 

○７番（阪本久代君）日本自治体労働組合総

連合が、2022年５月末から９月にかけて全国

の自治体で働く約62万人の会計年度任用職員

を対象にアンケートを行いました。１万3,762

件分の単純集計をした中間報告の概要を少し

紹介いたします。 

 女性の割合は86％、勤続年数５年以上が

57％、年収200万円未満が59％。自由記述回答

には、３年目の公募による不当な雇い止めの

周知への危惧など、不安やおびえを感じてい

る記述が多かったということです。 

 橋本市の場合の募集を見ますと、任用期間

は令和５年４月１日から令和６年３月31日の

１年間、再度の任用の可能性ありと書いてあ

るのと書いていないのとがあります。会計年

度任用職員の退職に伴う募集ということです

が、会計年度任用職員側の理由による退職な

のですか。雇い止めはないんでしょうか。 

○議長（小林 弘君）総合政策部長。 

○総合政策部長（土井加奈子君）まず、勤続

年数を理由にした雇い止めというのはしてお

りません。先ほども募集についての理由とい

うのは述べさせていただいたんですけれども、

退職の理由というのは様々ございますが、主

な理由としては、事業の縮小や廃止によるも

の、それから臨時的な事業が終了することに

よるもの、それからご本人の都合によるもの

などになります。 

○議長（小林 弘君）７番 阪本君。 

○７番（阪本久代君）令和５年度の予算書に

よりますと、一般職737人のうち、職員は443

人、会計年度任用職員は294人と、約４割が会

計年度任用職員となっています。マニュアル

化された業務など主に定型的な業務について

会計年度任用職員を配置するということです

けれども、今回募集が出ていたものでいえば、

こども課の栄養士、幼稚園教諭、保育士、保

健師など、本来、正職員であるべきではない

んですか。住民を支える役割を担う自治体業

務は、専門性と経験を持った職員でこそ、安

心、安定して継続した住民サービスを提供で

きるのではありませんか。それがやっぱり市

民に対して、市民にとっても利益になるので

はないかなと思うんですけど、その辺はいか

がですか。 

○議長（小林 弘君）財政課長。 

○財政課長（三浦康広君）阪本議員のご質問

にお答えします。 

 会計年度任用職員、今のご質問ですと、正

規職員のほうがということでしたが、あくま

で会計年度任用職員につきましては、基本的
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には定型的な業務に従事していただくという

ことで雇用しておるという状況になっており

ますので、そういう業務に特化して採用をし

ていると、そういうような状況になっており

ます。 

 以上です。 

○議長（小林 弘君）７番 阪本君。 

○７番（阪本久代君）専門性のあるなしにか

かわらずということではあるんですけど、定

型的な業務といっても、介護認定の調査員に

しても、やっぱりいろいろ経験が、対応する

にしたっていろいろと変わってくると思うん

です。定型的というのがどういうことでの定

型的なのかということを、もう一度説明お願

いします。 

○議長（小林 弘君）総務部長。 

○総務部長（井上稔章君）ただ今のご質問に

お答えします。 

 定型的と申しますのは、介護保険の認定業

務ということであれば、認定する事務が一定

ハウツーというんですかね、方法については

一定決まっておるというところがあります。

そういった事務を定型的としております。 

 なお、先ほどの質問の中で保育士のお話も

出たかと思うんですが、保育士の場合は加配

の人数の調整ですとか、そういった部分で臨

時的な雇い上げが必要やというような状況と

なっております。 

 以上です。 

○議長（小林 弘君）暫時休憩します。 

（午後４時31分 休憩） 

                     

（午後４時32分 再開） 

○議長（小林 弘君）再開します。 

 ７番 阪本君。 

○７番（阪本久代君）募集の中にも臨時的、

先ほど保育士とかで加配のときに１年間だけ

は必要であるとかという場合で募集する場合

があると、それは分かります。ただ、募集要

項を見ただけでは分からないというか、そこ

の中に１年間だけとか期間が書いてあるんか

もしれませんけど、そこまではっきりちゃん

と見てないので分からないですが。ただ、ず

っといろいろと募集を見てたら、本当に継続

性のある仕事ではないかなと思うような業種

の方の募集もありますし、そういう場合でい

ったら、やっぱり安定した雇用というか、経

験を積み重ねていくということが結局、市民

サービスにもつながるのではないかなという

ふうに思うわけです。そういうとこら辺で、

できるだけ正職員で対応できるところを増や

すというか、採用することができるところは

正職員で対応してもらいたいなと思うんです

けど、その辺はいかがですか。 

○議長（小林 弘君）総務部長。 

○総務部長（井上稔章君）今、議員おっしゃ

られたように、例えば専門性が必要となって、

その知識を活用できるような場というところ

であれば当然、正職員が必要になるというケ

ースがございます。募集してもなかなか人材

が集まらないといったような場合がございま

すと、どうしてもそこを補助するために、会

計年度任用職員を一定雇い上げして別の業務

で補って、残りのその不足した分を他のメン

バーでサポートするというような体制を取る

ようなこともございます。 

 今おっしゃられたように、市が本当に必要

だと考えられる専門性な知識を持った方とい

うのは、順次採用をしていくというような方

針で動きたいなというところは考えとしてあ

りますので、ご理解いただければと思います。 

○議長（小林 弘君）７番 阪本君。 

○７番（阪本久代君）よろしくお願いします。 

 この募集ずっといっぱいある、さっき言っ

た、最初に見たのは16件、ずっと書き出して

いったらあったんです。そのときに月に14万
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7,000円とか15万2,500円、事務の方が多くて、

14万7,000円の場合は、どっちかというと３か

月とか臨時的な事務の方の賃金だったんです

けど、給料だったんですけど、最低賃金は多

分クリアしているとは思うんですけれども、

この場合、年収にすると200万円から250万円

になるのではないかと思うんですけど、その

辺はいかがですか。 

○議長（小林 弘君）総合政策部長。 

○総合政策部長（土井加奈子君）一般の事務

補助の会計年度任用職員で１年目の方につき

ましては、年間220万円ぐらいになります。 

○議長（小林 弘君）７番 阪本君。 

○７番（阪本久代君）先ほどの自治体労働組

合総連合がアンケートを取った、それで言う

たら200万円未満が59％ということで、そこよ

りは多いといいますか、少ない方で220万円ぐ

らいということですので、そこよりは多いけ

れども、年収220万円とか200万円であれば、

いわゆるワーキングプアの部類に入るのでは

ないかと思うんです。 

 今、日本全体が給料が上がらないというこ

とで、若い世代が将来の不安を持って、結婚

して子どもを育てようというふうにはならな

い、少子化も進んできているという時代の中

では、なかなか橋本市だけが給料を上げるわ

けにはいきませんけれども、それは難しいけ

れども、やっぱりこういうところ、官製のワ

ーキングプアといいますか、そういうところ

にも問題があるんではないかと思うんですけ

ど、その辺の認識はいかがでしょうか。 

○議長（小林 弘君）総合政策部長。 

○総合政策部長（土井加奈子君）近隣の自治

体、近隣といいますか県下９市の自治体の会

計年度任用職員の職種別の給料月額を7.5時

間に換算して比較しましても、決して橋本市

が低いということではなく、逆に上位のほう

であります。先ほども壇上でも申し上げたん

ですけれども、やはりこういう近隣自治体と

の均衡というのもございますので、その辺は

また今後も継続的には調査しまして、検討し

ていきたいと思っております。 

○議長（小林 弘君）７番 阪本君。 

○７番（阪本久代君）さっきも言いましたけ

ど、この募集を見たとき、あまりに少ない金

額なんで本当に応募があるんかなという、そ

れがこの質問をしようと思った最初のきっか

けなんです。本当になかなかそういう少ない

給料で働いている人が多いということもあま

り知られてないんじゃないかなということも

思うんです。今でもやっぱり公務員は多過ぎ

るという、そういうふうにおっしゃる方もた

くさんいらっしゃるし。でも、それでどうの

こうのということはないんですけれども、全

体的には、日本全体がやっぱり給料が上がる

国になっていかないと、なかなか少子化の問

題も解決していかないのではないかなと思い

ます。 

 終わります。 

○議長（小林 弘君）７番 阪本君の一般質

問は終わりました。 

                     

○議長（小林 弘君）順番13、２番 垣内君

の一般質問の通告は取り下げられました。 

 これにて一般質問を終結いたします。 

 以上で本日の日程は終わりました。 

 お諮りいたします。 

 明３月８日は休会とし、３月９日午前９時

30分から会議を開くことにいたしたいと思い

ます。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）ご異議がありませんの

で、そのように決しました。 

 本日はこれにて散会いたします。 

（午後４時40分 散会） 
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